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決算審査特別委員会会議録 

（１日目 R5.9.7 9:30～15:04） 

 

議会事務局長  それではただいまより令和４年度会計分の決算審査特別委員会を

始めてまいります。開会に当たりまして、熊木委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

熊木委員長  皆さんおはようございます。本日から３日間の日程で、決算審査特別

委員会を開催します。誠に不慣れですけれども、スムーズに進行できるように努めて

まいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

第３回定例会において本決算審査特別委員会が設置され、認定第１号 ４年度各会

計決算認定について、認定第２号 令和４年度南幌町病院事業会計決算認定について

の２議案が、審議付託されております。決算審査特別委員会の日程は本日９月７日、

８日、１１日の３日間の日程で、別紙審査順序のとおり順次審査を行ってまいります。

説明員は各課の職員に出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

各委員、説明員に申し上げます。委員が質問を行う場合には、挙手をして委員長の許

可を受け、議席番号、氏名を告げてから発言してください。また、質問事項について

は決算書のページなどを示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。説明員が答弁す

る場合には、委員長の許可を受けて、職名を告げてから簡潔明瞭に答弁するようお願

いいたします。私語は慎むようお願いいたします。なお、効率的な議事の運営に努め

てまいりますので、委員各位におきましても御協力をよろしくお願いいたします。傍

聴者がいませんので、省略します。本日の出席人員は８名であります。湯本議員から

は、欠席の届出が出ております。直ちに会議を開会いたします。 

それでは、審査順序の１番目、第１款議会費について審査を行います。それでは説

明をお願いいたします。 

議会事務局長  決算書３０ページをお開きください。決算書資料は２ページの上

段になります。議会だより発行概要について記載しておりますのでお目通しをお願

いいたします。決算書に戻ります。 

１款議会費１項１目議会費、支出済額５，０７４万１４５円です。右の備考欄を

ごらんください。事業名、議会運営経費では、議員報酬、手当、旅費、政務活動交

付金など議会運営に係る経費と、議会だより発行に係る経費などをあわせ、５，０

０１万８，４３３円を執行いたしております。令和３年度まで、コロナ禍で中止と

なっていた事業等が徐々に再開をされておりまして、空知議長会における議長副議

長研修、中央要望、それから議長全国大会等へ出席しております。また、政務活動

交付金を活用しまして、リモートのセミナー、それから道外の視察として上勝町、

日高村、鳩山町、愛川町に視察を行っております。また、道内政務調査として厚沢

部町に視察を行っております。ほぼ予算どおりの執行となっております。 

次に下段になります。事業名、事務局経費では、事務局運営に係る経費として７

２万１，７１２円。ほぼ予算どおりの執行となっております。 

以上で１款議会費の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 
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ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。同時審査としてふ

れあい館管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

総務課長  それでは、総務費の説明を行います。総務費に係る主要施策について

は、成果説明書の２ページから６ページにかけて記載をしてございますのであわせ

てごらん願います。決算書３１ページの中段になります。 

２款１項１目一般管理費、支出済額１億７，９６３万６７０円。ここでは、一般

管理経費として、委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、名誉町民章報償費、

次ページになります。町長交際費、消耗品費、通信運搬費、職員健康診断料、次ペ

ージにかけまして、庁舎日直、顧問弁護士、総合健康診査、財務書類作成業務委託

料や空知町村会負担金などの経費２，２７６万７，６０２円を執行しています。 

次に３３ページ、電算機器管理運営経費として、消耗品費、通信運搬費、情報系

及び基幹系システム保守、次ページになります。町例規類集データベース年間更

新、社会保障税番号制度システム整備の委託、電算機器の借り上げ、電算機器管理

用備品購入などの経費７，０２６万７，２５７円を執行しています。続きまして、

３５ページ上段になります。 

職員研修事業として、職員特別旅費、道央廃棄物処理組合への職員１名派遣に伴

う駐車場借上料など、職員研修の経費として１７０万３，２３２円を執行していま

す。 

次に、ふるさと応援寄附事業として、事業に係る事務経費や、寄附業務委託料な

ど７，７６１万３，３４２円を執行しています。なお、令和４年度の寄附実績につ

きましては１万５，６９９件、１億５，７８５万５，０００円となっています。 

続きまして、次ページにかけまして、地域おこし協力隊設置事業として、ふるさ

と応援寄附事業に従事する地域おこし協力隊に係る報酬、共済費、備品購入費など

の活動経費、地域力創造アドバイザー招聘に要する経費７，０２７万９，２３７円

を執行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、３６ページ下段から次ページにかけてごらんくだ

さい。 

２目文書広報費、支出済額４８１万６，４４９円。広報・広聴活動事業では、広

報なんぽろ発行に係る経費、地デジ広報サービス情報発信経費、町ホームページ管

理運用経費、公式ＳＮＳアカウント運用経費などを執行しています。以上です。 

総務課長  次に、３目財産管理費、支出済額３億６，１９２万４，６５６円。こ

こでは、庁舎等管理経費として、次ページにかけまして、役場庁舎の管理に係る経

費２，６５８万３，６８５円を執行しています。 

次に、３８ページ下段から次ページにかけまして、公用車管理経費として、公用

車並びに町有バス等の運行管理に係る経費１，１４８万１，１９４円を執行してい

ます。 

次に、３９ページ中段から４１ページにかけまして、財産管理経費として、町有

財産に係る修繕、火災保険などの管理経費、旧町営夕張太プール解体工事費、緑町



 ３ 

コミュニティセンター改修工事費、各種基金の積立金など３億２，３８３万２，３

９７円を執行しています。 

次に、４１ページ上段、指定管理者制度推進事業として、全４８施設の指定管理

について、学識経験者を含めた選定委員会の開催経費として２万７，３８０円を執

行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４１ページ中段をごらんください。あわせて成果

説明書２ページ下段をごらんください。 

４目企画振興費、支出済額１５億１，８６１万３，７９０円。移住促進事業で

は、本町への移住促進とみどり野団地の販売促進を図るため、移住体験事業及び北

海道移住相談会など、イベントへの出展、なんぽろマイホームセミナーの開催経費

など３，３８３万２，５３０円を執行しています。なお、本町での生活体験を通じ

て、住環境などのよさを感じていただくことを目的に、東町２丁目に新たな移住体

験住宅１棟を整備したことにより、１２節委託料で、設計監理業務、１４節工事請

負費で、住宅建築工事、１７節備品購入費などが前年度と比較して増加していま

す。 

次に、決算書４２ページ上段、成果説明書３ページ上段になります。みどり野団

地等販売管理事業では、北海道住宅供給公社の販売施策と連動した、みどり野団地

販売促進事業及びきた住まいるヴィレッジ事業の経費、公社管理用地草刈業務委託

料などの経費として１，７２６万７，３５０円を執行しています。なお、令和４年

度のみどり野団地の分譲実績につきましては１２７区画、うちきた住まいるヴィレ

ッジが１０区画となっています。 

次に、生活路線等交通対策事業では、次ページにかけまして、オンデマンド交通

あいるーとの運行に係る経費、さっぽろ連携中枢都市圏における地域公共交通計画

策定負担金、夕鉄バス路線に係る生活交通対策確保対策負担金など、１，６５３万

２，１４０円を執行しています。なお、オンデマンド運行業務委託料では、料金収

入との差引支払額による不用額２０３万５，０００円、生活交通対策負担金では、

国庫補助金の特例措置追加交付による負担金の減額があったため、不用額１６５万

９，０００円が生じております。また、令和４年度のあいるーとの運行実績は、運

行日数２４４日、利用者数９，６７０人、１日平均３９．６人となっています。 

次に、決算書４３ページ中段、姉妹町交流事業では、新型コロナウイルスの感染

状況から、姉妹町熊本県多良木町との児童交流及び表敬訪問が中止となり、物産交

流に係る経費として、姉妹町交流推進委員会交付金１７万３，２４０円を執行して

います。 

次に、企画振興経費では、次ページにかけまして、南空知ふるさと市町村圏組合

負担金及び空知地域創生協議会負担金など６０万２，８０６円を執行しています。 

次に、決算書４４ページ上段、協働まちづくり推進事業では、まちづくり活動支

援会議委員に係る報酬、まちづくり活動支援事業補助金など１４５万６，０３９円

を執行しています。なお、補助金の交付実績は５団体となっています。 

次に、知名度向上対策事業では、道内に居住する子育て世代を中心に、知名度向

上や移住促進などを目的にしたプロモーション活動の経費として、公式ＳＮＳキャ
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ンペーン業務及びテレビＣＭ等ＰＲ業務委託料など３５０万１，１７２円を執行し

ています。 

次に、決算書は次ページにかけまして、成果説明書は、４ページになります。学

生支援推進事業では、ふるさと納税制度のガバメントクラウドファンディングを活

用して学生を支援する学生・若者支援プロジェクトに係る経費、江別市内の大学や

自治体などで構成する学生地域定着支援推進協議会負担金など４７１万９，８０１

円を執行しています。なお、令和４年度の学生若者支援プロジェクトの実績は、寄

附金収入で１２４件、４９２万９，０００円。助成金交付は７校、３９８万４，６

２１円となっています。 

次に、決算書４５ページ上段、子育て世代住宅建築費助成事業では、子育て世代

の移住定住を促進するため、住宅建築費に対して最大２００万円を助成する経費と

して、１億５，８５０万円を執行しています。なお、令和４年度の助成金の実績

は、認定申請１０５件、交付決定９９件となっています。また、決算額のうち、令

和３年度から令和４年度への繰越事業分として９件、１，５５０万円を執行してい

ます。 

次に、エリアマネジメント推進事業では、子ども室内遊戯施設及び中央公園のエ

リアの賑わいを創出するため、まちづくりサロンや子どもイベントの開催経費、子

ども室内遊戯施設のプロモーション業務及びＰＲツール制作の経費として４６７万

２，５８４円を執行しています。 

次に、高度無線環境整備推進事業では、次ページにかけまして、公設民営による

光ファイバ整備事業の供用開始に伴う設備保守委託料、支障移設工事費のほか、令

和３年度からの繰越事業として、高度無線環境整備工事などの経費３億１，７１９

万４，７６４円を執行しています。令和３年度から令和４年度への繰越事業費は、

令和３年度において、新型コロナウイルス感染症の影響による光ケーブル資材の納

入遅延が発生したことが原因で、１４節工事請負費では、光ファイバ整備工事２億

７，３９０万円、１８節負担金補助及び交付金では、光ファイバ整備事業負担金

４，２７９万５，３６４円を執行しています。なお、光ファイバ整備工事は令和４

年６月に工事が完了し、光ブロードバンドサービスの提供が開始され、令和４年度

末の利用申込者数は１４９件となっています。 

次に、決算書４６ページ中段、観光周遊策推進事業では、令和３年度に策定した

観光周遊策整備計画に基づき、観光・集客公共施設４か所のデジタルサイネージ設

置等業務委託料、観光案内看板、公共施設誘導看板設置工事などに係る経費５，０

２３万４，５８０円を執行しています。 

次に、成果説明書は５ページになります。北海道日本ハムファイターズ応援大使

事業では、２０２２年北海道１７９市町村応援大使市町村の決定に伴い、ＰＲ資材

の制作経費、実行委員会交付金として１７３万７，５０１円を執行しています。 

次に、決算書４７ページ上段、地域おこし協力隊設置事業では、次ページにかけ

まして、本町への移住・定住を促進するため、移住観光情報の発信などのプロモー

ション活動をはじめ、移住体験住宅の管理運営や体験プログラムの企画に取り組む

地域おこし協力隊員１名の設置・活動経費として４４６万２，２８３円を執行して
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います。 

次に、決算書４８ページ上段、子ども室内遊戯施設整備事業では、子ども室内遊

戯施設の取得に係る公有財産購入費として９億３７２万７，０００円を執行してい

ます。取得した施設につきまして、場所は美園３丁目、中央公園内。構造は木造平

屋建、延床面積は９９９．８８平方メートルです。４８ページ中段をごらんくださ

い。 

５目企業誘致推進費、支出済額２，７７９万２，４３８円。企業誘致推進事業で

は、企業訪問に係る経費、準工業用地の整備にあわせて、物流・食品加工施設に関

連した企業へのアンケート調査に係る経費、南幌工業団地の立地企業である北海道

農販株式会社、株式会社アグリフォレストマシーンの２社に対する企業立地奨励金

の交付など２，７７９万２，４３８円を執行しています。以上です。 

総務課長  次に４９ページになります。 

６目公平委員会費、支出済額１万３００円。公平委員３名分の報酬を執行してい

ます。以上です。 

戸籍年金Ｇ主幹  ４９ページ上段から次ページをごらんください。 

７目交通安全対策費、支出済額４７２万９，４９８円。交通安全対策推進事業で

は、交通安全推進員及び指導員設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免

許証自主返納支援事業委託料、交通安全運動推進協議会への補助金などを執行して

います。以上です。 

総務課長  続きまして、５０ページ中段になります。 

８目防災諸費、支出済額６５０万３，０２２円。防災対策事業として、食料品、

寝袋、非常用トイレなど１０品目の備蓄用消耗品の購入、防災行政無線に係る保守

点検及び全国瞬時警報システム保守委託料、次ページになります。ポータブル発電

機、大型ストーブなど、１３品目の備蓄用備品の購入などの経費を執行していま

す。 

次に、９目職員給与費、支出済額７億９，２８２万９，９８５円。次ページにか

けまして、職員給与費として、特別職及び一般職、会計年度任用職員、あわせまし

て９７名分の給料、各種職員手当、共済費を執行しています。 

次に、１０目諸費、支出済額７３４万１，４９１円。防犯対策推進事業として、

行政区等における街路灯などの設置、維持・管理に係る経費、生活安全推進協議会

への補助など４３４万６６０円を執行しています。 

次に、行政区長活動経費として、全１９名の行政区長・町内会長への報酬及び費

用弁償１８１万５，１５８円を執行しています。 

次に、総合賠償補償経費として、全国町村会総合賠償補償保険料５０万１５１円

を執行しています。 

次に、次ページ、諸経費として、各種団体等への負担金・補助金として６８万

５，５２２円を執行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、５３ページ下段をごらんください。 

１１目総合計画費、支出済額３万４，１００円。行政評価システム事業では、行

政評価委員会の開催に伴う委員報酬を執行しています。以上です。 
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総務課長  次に、１２目１３０年記念事業推進費、支出済額２８８万７，６０５

円。次ページにかけまして、１３０年記念事業経費として、開拓１３０年・町制施

行６０周年に係る式典、講演会等の経費を執行しています。以上です。 

税務課長  ５４ページ中段になります。 

２項１目税務総務費、支出済額はございません。不用額２万４，０００円。固定

資産評価審査委員会の開催に伴う、委員の報酬及び費用弁償を計上していました

が、委員会の開催がなかったことから不用額となっております。 

２目賦課徴収費、支出済額８６３万８，１２２円。町税等徴収業務事業として、

町税の徴収、収納管理業務全般に要する経費として１万８，７３３円を執行してい

ます。 

次に、租税教育事業として、小学校５年生を対象とした標語コンクールの記念品

として２万１，３４９円を執行しています。 

次に、賦課徴収経費として、５５ページにかけて、町税の賦課徴収用務に要する

経費として８５９万８，０４０円を執行しています。２２節償還金利子及び割引料

では、過年度還付金及び加算金として、個人及び法人の申告による還付金が発生し

た場合に対応するためのものですが、不用額が７２万２，３３３円となっていま

す。以上です。 

戸籍年金Ｇ主幹  ５６ページをごらんください。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、支出済額１，０４７万６，８９５円。戸籍住民経

費では、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に係る事務、パスポート交付事務、マイナ

ンバーカード関連事務に係る経費を執行しています。なお、備考欄１２節委託料で

は、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化を推進するた

め、住民基本台帳ネットワークの更新業務経費２６４万円を、全額国の補助を受

け、前年度から繰り越して実施しています。マイナンバーカードの交付実績は、令

和４年度で２，５０５枚。累計交付枚数５，５６２枚、交付率７５．４％となって

います。以上です。 

総務課長  続きまして、５６ページ下段になります。 

４項１目選挙管理委員会費、支出済額５万８，５５６円。次ページにかけまし

て、委員４名分の報酬及び費用弁償などを執行しています。 

次に、２目参議院議員選挙費、支出済額７３９万７，４５２円。次ページにかけ

まして、昨年７月１０日に執行されました参議院選挙に係る経費を執行していま

す。 

次に、３目知事・道議選挙費、支出済額４２７万７，０４７円。次ページにかけ

まして、本年４月９日に執行された知事道議選挙に係る令和４年度分の経費を執行

しています。以上です。 

議会事務局長  ５９ページ中段の５項統計調査費につきましては、産業振興課で

後ほど説明することとなります。 

 同じく５９ページ下段になります。 

６項１目監査委員費、支出済額１３７万３，８０８円です。事業名、監査委員運

営経費では監査委員２名分の報酬、旅費及びその業務に係る経費を支出しておりま
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す。ほぼ予算どおりの執行となっております。以上です。 

総務課長  続きまして、同時審査科目の説明を行います。決算書の９５ページを

ごらん願います。成果説明書につきましては１７ページになります。 

５款１項６目ふれあい館管理費、支出済額１，０１４万２，６１９円。ふれあい

館管理経費として、管理清掃業務に係る２名分の委託経費をはじめ、管理運営に必

要な経費のほか、外壁の雨漏り修繕、体育館カーテン設置工事費を執行していま

す。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  私のほうから２点質問させていただきます。まず資料の３ページ、知名

度向上対策事業についてお伺いします。テレビコマーシャルが１３回あったとのこ

とですが、テレビコマーシャルをやったことでの効果や反響等をお聞かせ願いたい

と思います。 

次に、資料４ページのエリアマネジメント事業、観光周遊策推進事業なんですけ

れども、いずれも令和４年度予算と比較して大幅な増額となっていますが、その要

因をお聞かせ願います。以上です。 

地域振興Ｇ主査  まず１点目の、知名度向上対策事業で実施したテレビコマーシ

ャルの効果や反響ということなんですけれども、今回このテレビコマーシャルをや

った目的として、３０秒間の短いＣＭでしたので、子どもたちを中心に出演をして

もらって、南幌町は子育てのまちという点を伝えたかったということですとか、あ

とはお祭りの様子などの町民の温かい雰囲気、それから自然豊かな所というＰＲと

あわせて、最後に本当に短い数秒間ですけども、はれっぱが５月にオープンします

というＰＲを行いました。効果を数字として出すのはなかなか難しいんですけれど

も、移住を検討されている方ですとか、実際に宅地購入をされている方が昨年度に

引き続き継続してお問い合わせいただいている件ですとか、あとははれっぱも、オ

ープン当初大変好評でたくさん来ていただいて、それが継続して今もたくさん来て

いただいているというところでは、ＰＲにつながっているのかなというふうに思い

ます。また、反響という所でも、移住を検討されて問い合わせいただいた方から、

テレビＣＭを見ましたというような声を、数組ですけども聞いたりですとか、あと

は南幌町という話をすると、子育ての町だよねというような声などもいただいてい

ますので、全てがテレビＣＭの効果かは分からないんですけれども、そういったこ

とも取り組みの一つの反響というか、成果かなというふうに思っています。 

それから２点目の、エリアマネジメント推進事業と観光周遊策推進事業の令和４

年度予算に対しての決算が増額しているという内容をご説明させていただきます。

まず、エリアマネジメント推進事業につきましては、令和４年度の６月補正で１２

４万１，０００円を増額させていただいています。この増額の内容としまして、子

ども室内遊戯施設のプロモーション業務が中心となっています。令和４年度の当初

予算の段階では、子ども室内遊戯施設の整備の財源としていた地方創生拠点整備交

付金の採択がまだ決定していなかったので、当初予算では計上せずに、３月に拠点

整備交付金の採択が決定して、この子ども室内遊戯施設の整備を進めることが決定

しましたので、あわせて６月補正でプロモーション業務の予算を計上して、令和４



 ８ 

年度に実施したという理由になります。また、観光周遊策整備事業に関しては、町

内の公共施設誘導看板ですとか、観光案内看板とあわせてデジタルサイネージを整

備するものになります。当初予算ではデジタルサイネージ１基分を整備予定だった

のですが、ちょうどこの時期は国のほうでデジタルを全面的に推進していた時期

で、デジタル田園都市国家構想推進交付金というものが公表されまして、こちらが

国からの９割補助という有利な財源でもあったことから、こちらの申請を出しまし

て、採択を受けることができたという経過がありましたので、このデジタルサイネ

ージを１基から４基に拡充することといたしまして、それに伴う増額補正をして、

決算額が大幅に増額しているというような理由になります。以上です。 

星委員  理解いたしました。ありがとうございます。 

熊木委員長  それでは次に質問ございませんか。 

石川委員  私も２点お伺いいたします。１点目は成果説明書の３ページ、みどり

野団地販売管理の関係で、住宅供給公社の管理用地の草刈りですね。これはもうず

っと前からやっていることなんですけども、ここ数年で宅地の販売が増えて、まだ

未販売の土地の草刈りをしていただいていると思うんですけども、その面積も当然

減ってきているのかなというように思ったのですが、そういった面で、去年に比べ

ても草刈り業務の金額がさほど減っていないと。去年と比べただけでも２７万円く

らいしか減っていないので、これは面積単位で考えた量を委託料として支払ってい

るのか、その辺りは実際には住宅供給公社からお金をいただいての支払いだと思う

んですけども、どのような形で契約されているのかをお伺いしたいと思います。 

２点目は、成果説明書４ページの高度無線環境整備推進事業の中で、農村部のほ

うを中心に光ファイバの工事をしていただいたわけですけども、今回申込者数が１

４９件ということです。農村部はなかなか光ファイバの事業に対して後回しにされ

ていた経緯もあったので、今回やっと開設していただいたかなと思うんですが、実

際この事業の前から開通していた方も含めて、農村地帯での光ファイバの開通の割

合はどのくらいになっているのかを押さえておられるのであれば、その辺りをお聞

きしたいなと思います。また、もし全町的にも押さえているのであれば、それも教

えていただきたいと思います。以上です。 

地域振興Ｇ主査  まず、１点目の草刈業務の関係を回答させていただきます。令

和３年度の実績と令和４年度の実績を比較しますと、約３万１，０００平方メート

ル草刈りをする面積が減っています。それで、先ほど委員おっしゃったように、こ

ちらの積算の基礎としては、面積掛ける単価ということで積算をしておりますの

で、通常でいきますと令和３年度の単価でそのまま３万１，０００平方メートルが

減りますと、大体６０万円くらいが減ることになるんですけれども、燃料の高騰で

すとかそういった物価上昇がありまして、草刈作業、またロールの運搬ですとか、

機械を使っていますので経費が掛かっておりまして、単価が若干上がっておりま

す。ですので、実際の減額については先ほど委員おっしゃったように、２７万５，

０００円の減となっております。以上です。 

企画情報Ｇ主査  光ファイバの整備の関係でご回答いたします。昨年整備されま

した光ファイバですが、３月末時点では１４９件ということで先ほどご説明させて
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いただきましたが、７月末時点では１７５件と増えてきております。企画情報グル

ープで把握している件数としては、光ファイバで整備した部分に対する申し込みの

件数しか把握できないものですから、昨年整備した以外のものでいえば、市街地が

先に導入されていまして、一応公設民営で整備したのは農村地区ということで、そ

の件数としては１７５件という件数を押さえております。この件数に関しては、Ｉ

ＲＵ料金ということでＮＴＴ東日本のほうから貸付料が入ってきておりまして、そ

の関係で件数の報告があるので件数が把握できるということになっております。以

上です。 

石川委員  まず１点目の質問ですけども、ということはあくまで基本的には面積

に応じての単価での支払いという形がずっと今まで続けられていたという解釈して

よろしいですね。ただ、おっしゃられたように燃料の高騰だとか、いろいろと機材

などの値段もあるので、それも加味していただいた形でされたということですね。

以前は７区の農家の方々に委託していたかと思うんですけども、今はどちらに委託

されているのか、変更があればお聞きしたいと思うんですけれども、これから当然

やはり宅地が販売されていくと、その分はやはり支払額も減っていくと考えてよろ

しいんですね。今も燃料が高騰していますので、またそれも加味していただけるな

らばそれはよろしいんでしょうけども、その辺りについて再度お伺いいたします。 

それから２点目の光ファイバの関係で、実はこれは光通信という事業を開始し

て、いろんな双方向での事業ができるということ。これはもう光ファイバが全国的

に普及する時に、遠隔地との双方向通信だとか、テレビ電話だとか、そういった形

もいろいろできるんだよという形で言われて、ある農村部のほうではそれを使って

事業展開している所もあったんですけども、うちの町はそういう事業はしてはいな

いにしても、場合によってはこの普及が高まったことによって、そういった事業に

もさらに広められるのかなというような期待を持っておりました。実際、農村部で

１７５件というのは、農家の世帯から考えたら結構比率が高いのかなとは解釈しま

すが、農家ではない方だとか、それに関していない人だったら、やはり開通してい

ない、農村世帯から考えていくと、半分までいっていないという形で見たところで

すけども、その辺りで実際押さえていないものに関しては調べようもないというこ

とで解釈しますが、そんなところでよろしいのでしょうか。以上です。 

地域振興Ｇ主査  草刈りの委託先についてなんですけれども、議員おっしゃられ

たように、未造成地の一部は個人の方に委託しているものがあります。ただ、住宅

団地の草刈りについては、現在道路維持事業協同組合のほうに委託をしておりま

す。以上です。 

企画情報Ｇ主査  ただいまの光ファイバの関係なんですが、直接光の申し込みが

ＮＴＴにされるということで、役場のほうで把握する方法としては、先ほどのＩＲ

Ｕの利用料の件数を把握するということしか今の中では手段としてはないものです

から、一応把握としてはそのような方法で件数を把握しているところでございま

す。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

それでは、次に質問ございませんか。 
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西股委員  何点かお聞きしたいと思います。まず決算書の３７ページ、広報・広

聴のほうで、ホームページの改修費が２０万３，５００円という関係で、ホームペ

ージはどのような改修をなされたのかということをまずお聞きします。 

それと成果説明書の２ページ、移住促進事業の移住体験事業実績です。今、結構

住宅というか、移住が増えてきているという中において、昨年は４組８件を受け入

れしたということなんですが、南幌町への移住につながるような形は見えてきてい

るのかということをお聞きします。 

それと、３ページの生活路線の関係です。これはあいるーとの関係ですが、当初

からスマホを利用して予約をしていく、スマホを活用していくということで出てい

たんですが、現在あまりＰＲをしていないのかなというように思っています。これ

はスマホを利用した予約状況というのはどのようになっているんだろうかというこ

とをお聞きします。 

それと代金の決済については、ＷＡＯＮカードを使って決済させるというような

形で当初あったわけなんですが、この関係についてはどんどん普及されているのか

どうかということもお聞きしたいと思います。 

それと、成果説明書５ページの交通安全対策の中で、このあいるーとの普及によ

って、免許返納というのはかなり増えてきているのかという部分についてお聞きし

たいと思います。 

企画情報Ｇ主査  まず、ホームページの改修内容についてご回答いたします。内

容としましては３点ございまして、まず１点目は議会のトップページの改修で、９

万９，０００円。ホームページ全体のトップページの検索窓を設置するということ

で３万８，５００円。あと、観光バナーの位置を変更するということで６万６，０

００円で、あわせて２０万３，５００円となっております。 

次に、あいるーとのスマホの予約状況と、ＷＡＯＮの普及に関してのご質問なん

ですが、まず予約状況に関しましては、電話とインターネットの両方から予約でき

るということでパンフレット等にも記載はしているんですが、特段スマホからやっ

てくださいという特別なＰＲは、今はしてはおりません。パーセンテージで計算す

ると、スマホというか、インターネットでの申し込みが６．１％となっておりま

す。なので、令和３年度の時とそれほど大きな差はない状況になっております。 

続いてＷＡＯＮの普及に関してですが、全体で９，６７０人の乗車がございまし

て、その中でＷＡＯＮの支払いは７０５件となっております。パーセンテージでは

７．３％の利用ということで、現金が８４．３％の利用があるものですから、ＷＡ

ＯＮが当時から普及をしているかというと、それほど普及は進んでいないのかなと

いうのが実感です。以上です。 

地域振興Ｇ主査  ２点目の質問の移住体験住宅利用者の方の移住の実績というこ

とですが、令和４年度に受け入れしました４組の方については、移住の実績はござ

いません。ただ、平成１９年度からこの事業をスタートして、これまで令和４年度

末までに１５７組が利用されているんですが、そのうち４組の世帯が南幌町に移住

されています。また、今年度新たに住宅を建築しまして、現在７組目の方が入居し

ているんですけども、その中で小さいお子さんがいるような子育て世帯の方も２組
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利用されていますので、まだ移住にというところではないのですが、そういった状

況も見受けられます。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  あいるーとによる免許返納が増えているかという部分でござい

ますけども、免許返納の実績につきましては栗山警察署の受付分のみになります

が、令和４年度が４１名、あいるーとが始まりました令和３年度が３５名というこ

とで、６名増えているという実績がございます。ただ、直接的にあいるーとがあっ

たからという部分についてはなかなか難しいところでございますけども、ハイヤー

券の利用実績という部分では、４年度で１，３４５回でございますが、うち３割程

度の４２４回があいるーとを利用しているという部分を考えますと、返納の際に決

断をする一つの要因としては考えられるのかなとは思ってございます。以上です。 

西股委員  今の交通安全対策につきましては分かりました。 

それとホームページの改修の関係だったんですが、前回の予特か全員協の中で、

ちょっとトップページの関係が見づらくないか、操作しづらくないかという質問を

した時に、そういう声はないというような返答があったのですが、それにも関わら

ず改修をしてきたということは、どこかでやはり問題があったのかという点につい

て、ちょっとお聞きしたいと思います。 

それと移住体験の実績の関係なんですが、これは聞き方がちょっと悪かったので

すが、これだけ住宅が増えてきているんだけども、南幌に移り住みたいという気持

ちになる方はいたのかという点についてお聞きしたかったんです。ですから、今ま

での方で４組が入ってきたということではなくて、これだけ団地に人が増えてきて

いる中で、移住体験を利用されていて、こういう町だったら入ってもいいなと思わ

れた方はいたのかということをお聞きしたいと思います。 

それと、生活路線の関係というのは、これはやはりスマホですとか、そういうア

プリケーションについて、私もちょっとやってみたのですが、実際やりづらいとい

うのはあるんです。ですからそこから今度進まないというのはあるのですが、これ

は未来シェアのほうでそういうようなことを直すように、こちらのほうから申し入

れをしているかどうか、そういうことも聞いてみたいというふうに思うんです。東

京でも今そういうような形でやられているんですが、アプリを開いてぽんぽんと押

しただけで来るというような感じになっています。どんどんそういうように変わっ

てきているということがあるのであれば、南幌町でもそういうことをできないのか

なということで、この活用の状況ということを今質問させていただいています。 

あわせて、カード決済も伸びていないということであれば、やはりこれも増やし

ていく方法というのは何か考えていないのかということもあわせてお聞きしたいと

思います。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  まず１点目の、ホームページの改修の関係でございます。ホー

ムページにつきましては、現在の形に改修してからアクセス数につきましても約倍

以上に伸びているという状況がございまして、前回の委員会でも西股委員おっしゃ

ったとおり、使っている方から直接我々のほうに、特に使いづらいという声はあり

ませんでした。ただ、議会の議員さんの何名かからは言われたんですけれども、ペ

ージを探すのに検索窓は付けたんだけれどもその場所が分かりにくいですとか、あ
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とはサイトマップがどこにあるか分かりづらいですとか、そういったこともありま

して、内部で協議しまして、やはり今のホームページというのが移住ですとかそう

いった部分を前面に出しているものですから、その形を残しつつ、そういった検索

もしやすいようにしたほうがよりいいのかなということで、改修のほうを進めさせ

ていただきました。 

それと、順番が少し飛ぶのですが、あいるーとの関係になります。スマホの申し

込み等が使いにくいですとか、カード決済の部分がございます。どういった対応を

しているのかということなんですけれども、あいるーとの利用者は登録の際に年齢

は要していないので、具体的な年齢ということは分からないんですけども、もちろ

ん高齢者の方が大部分を占めているという状況がございます。そういった中で、高

齢者の方にいきなりスマホを使ってですとか、カードを使ってというのはハードル

が高いのかなというところがございます。そういったこともありまして、我々とし

ましてはまずデジタルデバイドの対策ということで、高齢者のスマホ教室といった

ところから進めていって、まず高齢者がスマホを使い慣れていただくと。その上で

あいるーともこういう使い方ができますよということでＰＲをしていこうかなとい

ったこともありまして、昨年は南空知の加速化事業の中でスマホ教室を実施したん

ですけれども、今年はそれに加えまして、国の事業を使ってさらに数を増やして、

高齢者だけではありませんけれども、スマホ教室をかなり手広く進めているところ

でございます。そういったことで、直接あいるーとに対してスマホを使ってという

ことではなくて、まずはスマホを使えるようにしていただいてから、そういったこ

とを進めてもらえればということで、特にあいるーとに限ってそういったことは今

進めていないという状況でございます。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  ２点目の移住体験事業の関係でございます。先ほど担当主査の

ほうからもお話をさせていただきましたとおり、令和４年度につきましては、移住

の実績ということについてはございませんでした。しかしながら、うち１件が大阪

で開催をした移住相談会でも相談者がこちらに来るなど、南幌町に興味を持たれて

いる方が移住体験住宅を利用しているというような形になっております。移住体験

住宅の利用の際には、みどり野団地の販売状況、そして現地の視察なども行った上

で、何とか移住につなげるような対策を講じているんですけれども、１件はちょっ

とご家族のご都合で南幌町への移住が叶わなかったということにはなるんですけれ

ども、４件ともに将来的な移住先として引き続き検討したいというアンケート調査

の回答もいただいておりますので、追跡という形の中で、令和５年度から新たな移

住体験住宅も活用した上での再度の移住の検討ということで、お願いするような形

も促しているところでございます。以上です。 

西股委員  ホームページの関係と移住促進は分かりました。 

それから、先ほどスマホを利用してうんぬんと言ったのですが、このアプリケー

ションの改修ということを、元請というか、開発した未来シェアとの協議などはし

ているのかということを聞いたと思うんですが、その辺についての回答をお願いい

たします。 

企画情報Ｇ主幹  そういった協議は、今のところ行ってはいません。以上です。 
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熊木委員長  今後行うとかそういう計画はまだないですか。 

企画情報Ｇ主幹  現時点では、すぐに協議を行うという予定は今のところはして

おりませんが、今日こういったご意見をいただきましたので、改修の可能性がある

のならどういった方法があるのかということを、前段調査はしてみようかなと思っ

ております。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

それでは、少し休憩を取りたいと思います。１０時４０分まで休憩にします。 

（午前１０時２４分） 

（午前１０時３９分） 

熊木委員長  ４０分にはなってないんですけれども、休憩を閉じ、会議を再開し

ます。 

それでは引き続き、質問ございませんか。 

家塚委員  成果説明書５ページ中段の、防災対策の関係でございます。まず、年

次的にこの災害備蓄品を整備していると思うんですが、令和４年度末で、この全体

の整備率がどの程度になるのかを伺います。 

それともう１点、非常食も当然年次的に備蓄していると思うんですが、災害時に

避難場に避難をしてくる方々の食料ということで、今の備蓄がどの程度の人数と日

数に対応できるのか、この２点をお願いしたいと思います。 

総務Ｇ主査  災害備蓄品のご質問にお答えいたします。はじめに、備蓄品計画の

整備率についてですけども、第２次南幌町災害備蓄品整備計画につきましては、食

料品や生活必需品、災害資機材など、５年間で３１品目を年次により整備を行って

おります。そのうち２５品目について整備済みとなっておりまして、発電機、投光

器、大型ストーブなどの大型資機材につきましては整備を行っております。一部未

整備の６品目につきましては、寝袋、組立式トイレ、それに附属する消耗品など、

数量が多いものが一部未整備となっている状況です。第３次の災害備蓄品整備計画

では、令和９年までの５年間としておりまして、２４品目の整備を計画し、先ほど

の一部未整備となっていた消耗品の整備を予定しているところです。 

２点目の、非常食の人数と日数についてですけども、南幌町の災害備蓄品整備対

象人口につきましては、北海道公表の内陸型地震で避難者９４１人と想定している

ことや、昭和５６年の５６水害で９６４人が避難していることを考慮し、南幌町で

は対象人口を１，０００人としておりまして、１日３食、３，０００食を目標に整

備を進めているところです。以上です。 

家塚委員  わかりました。それで、今回の監査委員の決算審査の意見書の中に、

令和５年４月計画更新に向け策定作業に取り組んでいるということで、これが先ほ

どお話のあった第３次計画ということで解釈していいのかお伺いします。 

総務Ｇ主査  おっしゃるとおり、第３次南幌町災害備蓄品整備計画というのは、

令和５年から令和９年までの５年間の計画として整備をしたものです。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかに質問はございませんか。 

細川委員  決算書の３７ページ、庁舎等管理経費の関係で質問いたします。令和
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２年度に役場庁舎が改修されまして、とても快適な庁舎となり、また窓口もカウン

ター等大変よくなったと思いますが、正面から入った時に案内看板が見づらい状況

にあると思います。こちらで見ていますと、カラープリントしたものをパウチし

て、個人カウンターの仕切版に張っておられるので、東側の玄関から入ると、ある

程度動いていくと見えるんですけども、正面から入ると見えないと。それで、この

ことを行う時に、何かもう少し大がかりな案内看板の設置だとか、そういうことは

検討しなかったのか伺います。それから、改修以前に総合案内の看板があって、迷

ったらそこを見て、いろんな方がこれはどこへ行ったらいいんだとか、そういう話

があったんですが、今見ていると総合案内の看板がないように思われるんですけど

も、その辺は今どういう扱いをされているのか。今は特に本町の場合は転入者が多

いですし、保健福祉課や教育委員会が別庁舎となっていますので、そういった関係

をどのように扱っているのかのお話をお聞きしたいと思います。 

２点目なんですけども、成果説明書の４ページ、子ども室内遊戯施設整備事業

で、今回５月からオープンしましたはれっぱについてです。運営は指定管理者とな

っていますが、これから間もなく冬季を迎えるんですけども、指定管理者のほうで

中央公園を冬季活用して何かイベントや事業を行うだとか、そういうお話があるか

どうかをお聞きしたいと思います。以上です。 

総務Ｇ主幹  １点目の細川委員からのご質問についてお答えいたします。委員お

っしゃるとおり、令和２年に役場庁舎大規模改修をした際に、案内看板についても

ユニバーサルデザインというような形で、誰もが快適に利用していただけるような

案内看板について検討してございます。今ごらんのとおり、役場の事務室と廊下の

間の柱にある、色分けされた課の表示があるかと思います。あちらについて、ユニ

バーサルデザインという形で実施をさせていただきました。また、正面玄関に入り

ました、それぞれの課の業務ですとか、１階にどこがあってというような表示につ

いても、正面玄関に入って右側に表示をしてございます。そういったような形で役

場庁舎の改修の際には検討し、実施をしました。委員おっしゃったとおり、実はこ

ういった改修をしたんですが、正面玄関に入ってやはり見やすくて、窓口も分かり

やすいというご意見もあるんですが、どこに行ったらいいんだろうといったような

形で悩んでいる来庁者の方も当然いらっしゃいます。そういった方のために、１階

の職員を中心として、まず来庁者にはご挨拶をするのは当然なんですけども、それ

と一緒にどちらへ行きますかといった形で質問をして、どこへ行けばいいか迷って

いる方を誘導しているというような対応をしてございます。ですので、総合案内看

板を取ったことについては、おそらく令和２年の改修の際に看板を取ったと思われ

ますが、今は総合案内というような形は取りませんが、職員全体でそういった来庁

者に対する対応をすることで、悩まないような形を取らせていただいております。

しかし、実際にどこの課で何をやっているかということを見て分かりやすい表示と

いうものが必要であると、実は昨年度から職員のほうでは検討してございます。で

すので、今委員からのご指摘もございましたので、これからそういった形で、ユニ

バーサルデザインの色を活用して天井から吊るす形がいいのか、それとも何か貼り

つける形がいいのかというような形で、設置について検討してまいりたいと思いま
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す。 

地域振興Ｇ主査  今ご質問いただきました、はれっぱの冬季間の中央公園の活用

ということで、イベントなどというところの回答をさせていただきます。 

側瀬議長  この質問は５年の予算だから、４年の決算の質問じゃないですよね。

その辺は精査してやらないと何でもありきになってしまうので、休憩を取って参考

に答えてもらうという形にしてください。 

熊木委員長  今、議長のほうからそういう意見がございましたので、暫時休憩に

します。 

（午前１０時５１分） 

（午前１０時５２分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

庁舎管理について先ほど答弁がありましたけれども、これについて細川委員から

何かございますか。 

細川委員  お話を聞きまして、これから検討しているということですので、よろ

しくお願いしたいということで終わりたいと思います。 

熊木委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ２点ほどお聞きいたします。成果説明書の４ページで、先ほどエリア

マネジメント推進事業のことでお話があったんですけれども、関連でお聞きしたい

と思います。この中にまちづくりサロン等運営ということで、まちづくりサロンを

３回ほど行っているようなんですけれども、その内容や、参加者の人たちの声や反

響、また今後続ける予定はあるのかどうかが１点目です。 

それと２点目に、観光周遊策推進事業について、先ほどもご質問があったと思う

んですけれども、デジタルサイネージの設置について先ほどご説明を伺った時に、

予算が付いて１台から４台に増えたというお話でしたけれども、この中で役場庁舎

に設置していない理由を教えていただきたいと思います。 

地域振興Ｇ主査  エリアマネジメント推進事業の、まちづくりサロンの内容につ

いて回答させていただきます。昨年度は３回実施しまして、１回目が令和４年７月

２３日に実施しています。内容としましては、ゲストに札幌市で活動されています

ｈｕｇ＊ｃａｆｅという所の代表の方をお招きして、子育てしやすいまちにするた

めにというテーマで講演をいただき、それに対してワークショップを行っておりま

す。２回目につきましては、令和４年１２月１０日に実施しておりまして、この際

も札幌市で活動されているＮＰＯ法人のボラギャングという所があるのですが、そ

この代表の方に来ていただきまして、テーマとしては子ども達のために、大人がで

きることは何かというところで講演をいただいた後に、ワークショップをして意見

交換を行っております。最後に、３回目は令和５年３月２５日に開催をしました。

この時はエリアマネジメント推進事業を受託しているグローカルデザイン代表の方

に講演をしていただいて、テーマとしては、はれっぱを中心とした、南幌町の子育

てしやすいまちづくりのためのネットワークづくりということで、ワークショップ

を行っております。反響ですとか、その中で出た意見としましては、例えばはれっ

ぱができて子どもたちがたくさん集まるのに対して、高齢者の関わりとして、例え
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ば何か特技を持っている人たちがそこで一緒に活動したりですとか、あるいは保育

ではないですけれども見守りというような形で、高齢者の関わりはできないかとい

う意見をいただきました。ほかには、はれっぱでということではないのですが、地

域食堂、子ども食堂みたいな取り組みができないかですとか、あるいは今やはり移

住者が増えているので、農家の方、あるいは南幌町の野菜とかそういう所を知った

りつながったりするような取り組みができないかといったような、はれっぱを中心

ということだけではなくて、地域としてこれからまちづくりにつながっていくこと

と、子どもという部分のテーマがありますので、子どもたちと関わりを持っていく

という部分を中心に意見交換を行って、アイデア等をいただいているような内容に

なります。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  デジタルサイネージの設置につきましてご回答させていただき

ます。デジタルサイネージにつきましては、先ほどエリアマネジメントの説明の中

でありましたとおり、当初は１台ということで、そちらにつきましては、はれっぱ

のほうに多くの方が来られるということで設置を検討しておりました。その前段の

観光周遊策推進計画の中で、４か所程度ということで出てきておりました。その４

か所の選定理由ということなんですけれども、まずはれっぱにつきましては、町外

からの方がたくさん訪れるということで、南幌町を知ってもらうということで１

台。それと温泉につきましては、南幌町の観光の１番の所になりますので、温泉に

１台。それとビューローにつきましては、バスターミナル的な所になりますし、観

光協会も入っているというところで１台。それと、この計画をつくる際に南幌町の

歴史についてということが少し話題になりまして、教育委員会のほうで史跡標柱を

めぐるパンフレットなどもつくっていますので、そういったものに対しても興味を

持たれる方がいるのではないかということもありまして、その発信地としましてぽ

ろろに１台ということで４台設置しております。こちらはあくまでも観光周遊策の

中でサイネージを設置しているものですから、役場庁舎は観光施設ではないという

ことで、設置というお話は出てきませんでした。以上です。 

佐藤委員  まちづくりサロンなんですけれども、今後も続ける予定があるのかど

うかということもお聞きしていたと思うので、その部分も追加でお願いいたしま

す。 

それと、デジタルサイネージは議会のほうでも最初こういうものですよという説

明をしていただいて、資料も見せていただいたんですが、やはり現物を見るとすご

いものなんだなというか、やはりこれだけのものでそれだけの金額が掛かったんだ

なと納得できました。ただ、先ほど観光周遊ということを基本にというお話だった

んですが、やはり庁舎も新しいですし、目的ということもあるんですけれども、庁

舎にないというのはどうなのかなという思いがあります。やはり顔ですし、そうい

う部分としては、私はＷｉ－Ｆｉが通っていないから付かなかったのかなと思った

りしたのですが、やはり観光ということで庁舎には設置を考えていかないというお

考えでなのしょうか。 

地域振興Ｇ主査  先ほど答弁に漏れがありまして、大変失礼いたしました。今後

まちづくりサロンを続けていく計画はということなんですけれども、当初よりエリ
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アマネジメント推進事業につきましては、令和２年度から３か年の令和４年度まで

計画をしておりまして、こちらは子ども室内遊戯施設の整備とあわせて実施してお

りました。ですので、今年度以降このエリアマネジメント推進事業、あわせてまち

づくりサロンの実施の計画は今のところございません。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  サイネージの役場庁舎への設置なんですけれども、委員からも

ご指摘ありましたとおり、こちらは国の地方創生の補助金が当たりまして、１台か

ら４台に増やすことができました。先ほど委員おっしゃったとおり、結構な値段が

掛かるということもありまして、その中で４台４か所を選定して設置をしておりま

す。当然役場にもあると便利だなとは思うんですけれども、これは先ほど説明があ

ったとおり９割補助ということで、かなり有利な補助の中でできたものですので、

今予算が許すのであれば役場への設置はやぶさかではないと思いますけれども、現

時点では役場庁舎への設置については考えていないというのが現状でございます。

以上です。 

佐藤委員  このまちづくりサロンの計画としては４年までだったので、今後はさ

れないという今のお話だったと思うんですけれども、参加された人の話を聞いたり

すると、新しく引っ越されて来た方が随分このまちづくりサロンに参加されて、反

響がよかったということを聞いております。そういう中で、こういう住民の人たち

の声を聞いていく、そういう小さなサロンというものは大事かなと思うんですが、

そういう計画の中で令和４年までというふうになっているので、もうできないとい

うお話だったんですけど、やはりそういういい結果で終わったので、そのあとも続

けていこうという気持ちにはならないのかというのが１点です。 

それと、デジタルサイネージに関しては分かりました。補助金が絡んでいて、そ

ういう基準の中でつくっているので致し方ないのかなという部分では理解しまし

た。 

地域振興Ｇ主査  今、委員おっしゃったように、反響というか、よかったという

声もいただいているということだったので、具体的には計画はないんですけれど

も、今後どういった形ですとか、どういったテーマですとか、やり方なども検討は

必要かと思うのですが、今後そういう声が多いようであれば、実施に向けても検討

していきたいと思います。以上です。 

まちづくり課長  ただいまのまちづくりサロンの関係ですけれども、子育てや社

会教育の分野でもこういった活動がされております。また、高齢者のほうでも地域

に出向いたサロン等を開催されておりまして、目的に沿った中では、それぞれ各分

野でこういったものが開催されているかなというふうに考えております。また、今

回本町でこの企画振興費でやりましたエリアマネジメントの推進業務につきまして

は、補助金を活用した３か年事業としてやらせていただいたところでございますの

で、その辺については、町の単独の事業費の中でできるのかどうか、他分野で行っ

ているサロンとの兼ねあいも踏まえて検討していきたいと思います。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。午前中に予定していました総務費の質疑は終わ
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りましたので、１３時まで休憩といたします。 

（午前１１時０６分） 

（午後 １時００分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の３番目、第３款民生費について審査を行います。説明をお願いいたし

ます。 

保健福祉課長  決算書の６０ページ上段をごらんください。 

３款１項１目社会福祉総務費、支出済額１億６，５５７万２，８３９円。実績

は、決算資料の６ページ上段からとなりますので、あわせてごらんください。社会

福祉協議会運営補助事業では、事務局職員２名分の人件費の一部補助並びに町から

の業務委託を行っている福祉サービス事業に関わる経費３７３万６，０００円を執

行しています。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金１８０

万４，０００円を執行しています。 

次の、民生委員児童委員活動経費では、協議会に対する活動支援補助金など、１

８４万１，９９２円を執行しています。 

国民健康保険特別会計繰出金では、一般会計からの繰出金７，２５３万１，００

０円を執行しています。詳細は、国保特別会計決算で説明いたします。６１ページ

をごらんください。 

避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守に対する費用など、１８

万４，８００円を執行しています。 

生活応援チケット事業では、延べ９，４５２名に対しまして、総額２，７７３万

円を支給しています。 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業では、非課税世帯並びに家計

急変世帯８９９世帯に対しまして、総額４，４９５万円を支給しています。 

社会福祉総務経費では、戦没者追悼式の開催経費、各福祉関係団体への負担金や

灯油価格高騰に対する支援としまして、あったか灯油支援事業で支給した経費など

５６２万６，３４３円を執行しています。決算書６３ページ中段から６４ページに

かけてをごらんください。 

２目障がい者福祉費、支出済額３億４，４０９万４，４８０円。実績は、成果説

明書の６ページ下段から７ページ上段までとなりますので、あわせてごらんくださ

い。地域生活支援事業では、障害のある方への日中一時支援や日常生活用具の給付

などに関わる経費として、４９５万９，７０５円を執行しています。６４ページ上

段をごらんください。 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある方が利用するハイヤーの初乗

り運賃に対する助成金５４万６，０６０円を執行しています。 

人工透析患者等通院交通費助成事業では、人工透析治療のために公共交通機関等

を利用されている方に、交通費一部助成金３０万４，５００円を執行しています。 

精神保健福祉事業では、自殺予防対策事業に関わる経費６５万３，３８７円を執

行しています。 
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障がい者自立促進交通費助成事業では、就労継続支援事業所などへ公共交通機関

を利用している場合の交通費一部助成金５１万２，３２０円を執行しています。 

難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等

度の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、補聴器購入費一部助成金１１

万２，１４８円を執行しています。６５ページ上段をごらんください。 

障がい者福祉経費では、次ページにかけまして、障害のある方の自立支援に関わ

る医療や給付事業の経費として３億３，７００万６，３６０円を執行しています。

６６ページをごらんください。 

３目高齢者福祉費、支出済額１億２，４３４万２，８８１円。実績は、決算資料

の８ページとなりますので、あわせてごらんください。高齢者在宅支援事業では、

緊急通報装置設置及び除雪サービス、屋根の雪下ろし助成事業などに関わる経費と

して４２９万５，２０３円を執行しています。 

６６ページ下段から６７ページにかけまして、老人クラブ助成事業では、町内の

単位老人クラブ１７団体と連合会への補助金として８４万９，８００円を執行して

います。 

介護保険特別会計繰出金では、一般会計からの繰出金１億１，６６１万９，５０

２円を執行しています。詳細につきましては、介護保険特別会計決算で説明いたし

ます。高齢者福祉経費では、自宅で養護することが困難な高齢者の老人福祉施設入

所措置費などの経費として２５７万８，３７６円を執行しています。以上です。 

戸籍年金Ｇ主幹  続きまして、決算書６７ページ下段から次ページになります。

あわせて成果説明書８ページ中段をごらんください。 

４目重度心身障害者福祉費、支出済額１，７２５万７，３１１円。重度心身障が

い者医療費助成経費では、重度心身障がい者の医療扶助に係る経費を執行していま

す。 

次に、５目ひとり親家庭等福祉費、支出済額２９６万３，１２０円。ひとり親家

庭等医療費助成経費では、ひとり親家庭等の医療扶助に係る経費を執行していま

す。以上です。 

保健福祉課長  決算書６８ページ下段をごらんください。 

６目地域包括支援センター事業費、支出済額３２０万３，２２０円。地域包括支

援センター事業では、高齢者の介護予防サービス計画の作成や、日常生活全般に関

わる総合相談窓口である南幌町地域包括支援センターの運営経費を執行していま

す。以上です。 

戸籍年金Ｇ主幹  続きまして、６８ページ下段から次ページをごらんください。 

７目後期高齢者医療費、支出済額１億４，９１９万３，２６７円。後期高齢者医

療事業では、特定健診に係る経費、広域連合への療養給付費負担金、保険料軽減措

置に係る公費負担、広域連合への事務費負担金の特別会計繰出金のほか、高齢者の

保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師・管理栄養士の人

件費や消耗品などを執行しています。詳細につきましては、後期高齢者医療特別会

計決算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  決算書の６９ページ下段から７０ページにかけて、実績は決算資
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料の７ページをあわせてごらんください。 

８目住民税非課税世帯臨時特別給付金事業費、支出済額５，２３７万７，６０４

円。新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、低所得の世帯等の生活を支援す

るために、１世帯当たり１０万円を全額国庫補助で支給している事業で、５２２世

帯に対しまして、総額５，２２０万円を支給しています。決算書７０ページ中段を

ごらんください。 

２項１目児童福祉総務費、支出済額９，２６２万７，１６６円。実績は、決算資

料の８ページとなりますので、あわせてごらんください。学童保育事業では、南幌

小学校内で実施している、なんぽろ児童会の運営に係る経費７４６万６１１円を執

行しています。７１ページ上段をごらんください。 

早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などの個別訓練や、発達相談などに

関わる経費２１万６，１１０円を執行しています。 

児童生徒等医療費助成事業では、本町独自の子育て支援施策事業として、高校生

までの医療費の一部助成１，４４２万５７１円を執行しています。７１ページ下段

から７２ページをごらんください。 

児童福祉総務経費では、乳幼児等医療費助成事業や障がい児支援給付事業とし

て、障がいのある１８歳未満の児童生徒が利用する放課後等デイサービスなどに関

わる経費６，３９３万７，４５２円を執行しています。決算書７２ページ下段から

７３ページ、決算資料９ページをあわせてごらんください。 

子育て世帯生活支援特別給付金事業では、低所得の子育て世帯の生活を支援する

ために、児童一人当たり国から５万円、北海道から１万円の、あわせて６万円を児

童手当受給者世帯や家計急変世帯等の３７世帯、７１名に対して、総額４２６万円

を支給しています。決算書７３ページ下段をごらんください。 

２目児童措置費、支出済額７，９９６万５，０００円。児童手当支給経費では、

中学校修了までの児童生徒延べ７，２５９人を対象に、児童手当を支給していま

す。決算書の７３ページから７４ページにかけてごらんください。 

３目保育所費、支出済額２億５，３６６万５，３４０円。実績につきましては、

決算資料の１０ページから１１ページとなりますので、あわせてごらんください。

保育所等運営補助事業では、主に南幌いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園

に通園している子どもたちの施設型給付や、延長保育、一時預かり事業などに関わ

る経費を執行しています。決算書７４ページ下段をごらんください。 

４目子育て支援費、支出済額１，０１２万５，９９６円。実績につきましては、

決算資料の１１ページとなりますのであわせてごらんください。地域子育て支援セ

ンター運営事業では、南幌いちい保育園への業務委託料として７１１万７，０００

円を執行しています。 

子ども・子育て支援事業では、養育支援訪問事業や、ファミリー・サポート・セ

ンター事業に関わる経費３１万１，５２９円を執行しています。 

病児・病後児保育事業では、運営費として２６９万７，４６７円を執行していま

す。以上で、民生費の説明を終了します。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 
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星委員  成果説明書の１０ページの保育所等運営補助事業について、その中で主

食給食費補助金、３歳児以上とあるのですが、自己負担額はいくらなのかお伺いし

ます。 

健康子育てＧ主査  ただいまの星議員のご質問にお答えいたします。給食費は主

食分と副食分に分かれており、いちい保育園、みどり野幼稚園の保育認定の３歳以

上のお子さんに対し、主食分５００円の補助を行い、それぞれ１，０００円の保護

者負担をいただいております。以上です。 

星委員  １，０００円の保護者負担ということですが、今後は補助の拡充などを

お考えでいるかどうかお聞きします。 

健康子育てＧ主査  拡充は、現在のところ考えておりません。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

それではほかにございませんか。 

家塚委員  成果説明書１１ページの中段、保育士等就労支援事業補助金です。こ

れは令和４年度の新規事業ということで、制度設計をして運営事業者のほうに補助

をするということなんですが、当初予算を１１０万円ほどみていて、結果的には決

算額が３０万円ほどということで、ちょっと大きな開きがあるのかなという感じが

します。まずその要因は、結果的に雇用がなかったということになるのかもわかり

ませんが、その要因お教えいただきたいと思います。 

もう１点は、この制度の中で、就労祝い金、保育士手当、勤続祝い金などの基準

を設けて、事業者のほうに支出をしているんだろうと思いますけども、それぞれ南

幌いちい保育園では１７万円、認定こども園の１３万円という決算額の内訳を教え

ていただけますか。 

健康子育てＧ主査  ただいまの家塚委員のご質問にお答えいたします。当初予算

では、いちい保育園、みどり野幼稚園とも、各２名ずつ町内在住者として１１６万

円を予算計上しておりましたが、実績では、いちい保育園は４月採用で町外在住者

１名、就労祝い金が５万円、月額手当が１２万円の計１７万円となっております。

みどり野幼稚園では、１２月採用が町内在住者で１名おりまして、就労祝い金が５

万円、月額手当が８万円、計１３万円の支給となっております。合計で３０万円の

実績額となっております。 

家塚委員  事業者のほうで、新規採用をしても思うように来なかったというのも

あるんでしょうけど、それでは保育士が今それぞれの施設の中での定員を十分満た

しているのかどうか１点と、あとは待機児童がなかったのかどうか。この２点をお

伺いします。 

健康子育てＧ主査  まず保育士の確保ですけれども、令和４年度の実績では、新

規採用２名にとどまっておりますが、令和５年度では、いちい保育園２名、みどり

野幼稚園４名の新規採用がございます。一応まだ保育士が不足はしておりますが、

令和４年度よりは充足しております。 

次に、２点目のご質問でございますが、待機児童はゼロでございます。以上で

す。 

熊木委員長  それではほかにございませんか。 
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西股委員  成果説明書の７ページ、こころの健康相談関係でお聞きします。昨年

の開設数が６回で、実利用者が７名ということですが、なかなか聞きづらいんです

けれども、今年に入ってから身近なところで５０代の方が２件自殺されているとい

うようなことがありまして、この辺のところで相談とかに来ていたのかどうかとい

うことです。 

それと、こころの健康スクリーニングで受診者数が７２０名もいるという中で、

どのようなことが行われているのかという部分をお聞きしたいと思います。 

健康子育てＧ主査  まず、こころの健康相談についてです。こちらの事業につき

ましては、精神科医師による個別の相談事業となっておりまして、昨年度はご本人

からの相談が多く、ご自身の悩みに対してどう対処したらいいのかというところを

精神科の医師にアドバイスをしてもらっております。こころの健康相談の受診者に

つきましては、自死で亡くなったというような情報は私たちのほうで把握はしてお

りません。 

続いて、こころの健康スクリーニングにつきましては、特定健診などの検診の場

で、受診者に心のチェックリストというものを配付させていただいておりまして、

そちらのほうで項目に心当たりのある所にチェックをしていただいて、チェックを

した点数によって、今は大丈夫ですねだとか、ちょっと心配がありますよというと

ころを紙に落とし込んで、ご本人に配付させていただいております。その中で、心

配のある方につきましては個別に保健師のほうで面談をさせていただいて、先ほど

のこころの健康相談ですとか、医療機関ですとか、そういった所の相談の勧奨をさ

せていただいたり、あとはご自身の心の健康について、そういったところを大事に

していただくような声掛けをさせていただいております。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかにございませんか。 

細川委員  成果説明書の７ページ、福祉ハイヤー利用料金助成事業と、人工透析

患者等通院交通費助成について質問いたします。まず、この２つの事業なんですけ

ども、福祉ハイヤーの利用料金助成事業というのが、たしか初乗り料金の助成だと

思っていたんですけども、この人工透析患者等の通院交通費助成とあわせてという

か、両方の事業を受けることができるのかどうかということが１点です。 

それと、人工透析の交通費助成のほうなんですけども、当初聞いていた話では３

０人くらい該当者がいるということで、実利用者が１３人ということで、１７人く

らいは受けていないということなんですけども、それは医療のほうの無料のバスか

何かで通院されているのか、それとも全く申請をしてないのか、もし分かれば教え

ていただきたいと思います。あとはその内容で、私が聞いている話ですと、これは

人工透析の度合いにもよるのかもしれないんですけども、去年人工透析の合併症か

何かで、自分では交通手段がなくてタクシーで行くしかないということで、月に７

万円から８万円交通費が掛かるという方がおられたんですね。そういった場合に、

多分所得制限とかがあって、３万円でしたか。そういった上限があるので、多分相

当な負担になっているというような話を聞いたんですけども、そういった観点か

ら、利用者から助成額の増額の希望はなかったのかということをお聞きしたいと思
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います。以上です。 

福祉障がいＧ主幹  ただいまのご質問についてお答えします。まず、福祉ハイヤ

ー利用料金助成につきましては、心身に障害のある方に対し、生活圏の拡大及び福

祉の増進を目的として助成を行っております。また、人工透析患者等通院交通費助

成につきましては、経済的負担の軽減と福祉の増進を目的として負担しているもの

でございまして、お互いの事業目的が違いますので、実際にそれぞれの助成金につ

きましては、申請をされて利用されている方がいらっしゃいます。ですので、重複

して使用することは可能でございます。 

また、助成金の拡充というご質問につきましては、今のところ拡充の考えはあり

ません。また、そういうお声もこちらのほうには届いておりませんので、今のとこ

ろ拡充をするという考えはございません。なお、今後国の動向等を十分に注視して

いきたいと考えております。 

それと、現在人工透析の対象者につきましては、３０名の対象者がいらっしゃい

ます。その方たちのうち、１３名の実利用者がいらっしゃいます。それ以外の方に

つきましては、送迎付きの医療機関を利用されていることと思われますので、特に

漏れているだとか、そういったものはございません。以上です。 

細川委員  回答ありがとうございます。今のお話ですと、私のほうにはちょっと

そういった要望があったんですけども、実際には、担当のほうには助成額の増額の

要望は出ていないということで、わかりました。ありがとうございます。 

熊木委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

続いて審査順序の４番目、第４款衛生費について審査を行います。説明をお願い

いたします。 

保健福祉課長  決算書７５ページ下段から７７ページをごらんください。 

４款１項１目保健衛生総務費、支出済額１，６４１万８，５７４円。実績につき

ましては、決算資料の１１ページ下段から１２ページとなりますので、あわせてご

らんください。母子保健事業では、妊婦及び乳幼児の健診や妊婦あんしん支援金、

乳幼児期防災備蓄品支援などの経費を執行しています。また、新規事業の出産・子

育て応援事業では、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよ

う、伴走型相談支援を実施した上で、支援金として妊婦５６人、子ども３３人に対

し、それぞれ５万円、総額４４５万円を支給しています。決算書７７ページ中段を

ごらんください。 

２目予防費、支出済額８，８０７万８，５４１円。実績につきましては、決算資

料の１２ページ中段から１３ページとなりますので、あわせてごらんください。成

人保健事業では、各種がん検診や健康教育・健康相談事業に関わる経費１，６１０

万５，９４３円を執行しています。７８ページ下段から７９ページ、８０ページを

ごらんください。 

感染症予防事業では、各種予防接種や感染症予防対策に伴う経費１，４３９万

２，７４４円を執行しています。 
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新型コロナウイルスワクチン接種事業では、あいくるでの集団接種や医療機関で

の接種等に関わる経費費用として、５，７５０万１，９４８円を執行しています。 

８０ページ下段の予防経費では、狂犬病予防対策に関わる経費７万７，９０６円

を執行しています。以上です。 

戸籍年金Ｇ主幹  続きまして、８０ページ下段から次ページをごらんください。 

３目環境衛生費、支出済額７２０万１，２１３円。環境衛生経費では、墓地管

理、生活環境の保全対策に係る経費４９万４，２１３円を執行しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金では、組合への負担金６７０万７，０００円を執行

しています。なお、前年度に実施した伏古斎苑の火葬炉２基、動物炉、冷暖房空調

設備の更新に伴う施設整備事業負担金が減少しています。 

次に、下段、４目病院費、支出済額２億８，６７２万７，０００円。詳細は病院

事業会計決算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ８１ページをごらんください。 

５目保健福祉総合センター管理費、支出済額４，６０２万６，９１９円。保健福

祉総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理運営に関わる経費を執行し

ています。なお、利用状況等の実績については、決算書資料の１３ページ下段に記

載のとおりで、管理・清掃業務や事務所環境改善工事等を執行しています。以上で

す。 

戸籍年金Ｇ主幹  続きまして、決算書８３ページ中段から次ページになります。

あわせて成果説明書１４ページ中段をごらんください。 

２項１目じん芥処理費、支出済額１億４，１４９万５１４円。ごみ処理対策事業

では、不法投棄された処理困難物の処理等に係る経費のほか、南空知公衆衛生組合

及び道央廃棄物処理組合への負担金を執行しています。なお、道央廃棄物処理組合

は、令和元年度から焼却処理施設建設事業に着手しており、令和３年度からは計画

どおりに建築工事が進められ、令和６年４月の供用開始を予定しています。 

次に、２目し尿処理費、支出済額１，２８２万６，８００円。し尿等処理委託事

業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を執行しています。 

３目合併処理浄化槽整備事業費、３項上水道費は、下水道事業特別会計での同時

審査となります。以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

星委員  衛生費のコロナワクチンのことについてお伺いします。成果説明書では

１３ページになります。新型コロナウイルスワクチンの接種が始まったんですけれ

ども、期限切れのワクチン等、使えなくなってしまったワクチンがあったのかどう

かお聞きします。 

健康子育てＧ主幹  新型コロナウイルスワクチンの使用期限切れワクチンがあっ

たかどうかについてお答えいたします。現状、ワクチン接種を進めていますが、使

用期限切れのため廃棄したというワクチンはありません。使用期限内に集団接種等

での使用に至っております。ワクチン管理については、使用期限及び国からの通知

を守り、複数職員で確認を取って、適正な管理、ワクチン接種事業の推進に努めて

おります。以上です。 
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星委員  ご回答ありがとうございます。やはり期限があるものなので、すごく大

変な取り扱いだったと思うのですが、ないということで理解いたしました。ありが

とうございます。 

熊木委員長  ほかに質疑ございませんか。 

家塚委員  成果説明書の１２ページ、成人保健事業のがん検診の関係です。それ

ぞれ胃・肺・大腸と検診をやっているんですが、そこで検診をして、異常があって

再検査してくださいということになって、そこで腫瘍が見つかりましただとか、検

診によってがんが発見された割合がどのくらいあるのかわかれば、可能であれば過

去３年くらい遡って教えていただきたいと思います。 

それともう１点、ここに載っているがん検診の受診率が、胃でいえば２５．２％

などそれぞれ出ているんですが、この受診率を担当課としてどう捉えているか。こ

の受診率が多いのか少ないのか、その辺の見解を聞かせていただきたいと思いま

す。 

健康子育てＧ主幹  １点目のご質問の、がんの発見率についてお答えいたしま

す。がんの発見率ですが、がん検診を受けていただいた中で、詳しい検査が必要で

すということでお勧めした中で、詳しい検査に行っていただいた方について、まず

令和３年度にがんが発見された方は、胃がん検診が２名、大腸がん検診が１名、乳

がん検診が１名いました。令和４年度につきましては、大腸がん検診が２名で、こ

の２名は、がん検診発見率として数字で割合を出しましたら０．２７％に当たりま

した。あとは、令和４年度の乳がん検診受診者のうち、がんが発見された方は２名

で、発見率は０．６２％となっております。国に評価指標がございまして、その数

字と比較したところ、南幌町のがんの発見率は、高い数字・低い数字と比較しても

標準の数字なので、がん検診の精度は保たれているものと担当としては評価してい

ます。 

２点目の、がん検診受診率について担当課としてどのように捉えているかについ

てお答えいたします。北海道で公表しています直近の数字で、令和３年度市町村別

のがん検診受診率が公表されております。南幌町は５つのがん検診、胃がん、肺が

ん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん検診において、全国・全道と受診率を比較した

ところ、受診率は高い数字となっています。特に、令和４年度より早期発見を目的

に利用者の負担金無償化を図って行いました女性のがん検診について、受診数を報

告いたしたいと思います。令和３年度と比較して、子宮頸がん検診は、令和３年度

は２９４名の受診が、令和４年度は３５４名の受診となり、６０名受診数が増加し

ました。乳がん検診は、令和３年度は２９０名の受診が、令和４年度は３２２名の

受診となり、３２名の増加が見られていました。がん検診は、就労されている仕事

や加入されている医療保険の種類によって、検診を受ける機会が様々です。町とし

ましては、町民ががん検診を受けやすいように、休日に検診を実施する、就労の前

の早い時間に検診を実施する、また、検診内容、検診の実施日時などを分かりやす

い内容で案内を行うということに今後も努めていきつつ、受診率を高めることで、

がんの発見に努めたいと思っています。以上です。 

家塚委員  令和３年度と４年度を比べると、受診率は上がっているということな
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んですね。ただ、けんぽ協会というか、それぞれの所での受診があるんでしょうけ

ども、それぞれの事業者で積極的に従業員に勧奨して受診させる。そこも国保だと

か、そういうところは南幌の中で十分やれるんでしょうけど、そうじゃない所の部

分がまだまだ検診に上向きになっていないというふうに私は思うんですが、そこま

で町として関与ができるのかどうか、どう考えているかお願いしたいと思います。 

健康子育てＧ主幹  町としましては、子宮頸がんは２０歳以上、それ以外は４０

歳以上の方に対しまして、加入されている医療保険に関係なく、がん検診受診券と

いう形で、５月に皆様にがん検診の受診券を送ることで、あなたはがん検診の対象

ですという周知をしています。それから、今年については南幌町でこのような場所

で、このような時間に検診の機会を設けていますということで、あいくるで行う検

診車が来ての集団検診及び働いている方だと札幌の医療圏のほうで受けやすいとい

うことで、町が個別に委託契約を取り交わしまして、個別健診という名称で、各医

療機関でのがん検診を周知しています。ということで、年齢要件に当てはまる方に

は検診案内文及び受診券の送付ということで、検診の必要性を呼びかけています。

以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

それではほかに質疑はございませんか。 

細川委員  成果説明書１４ページの関係なんですけども、保健福祉総合センター

管理事業の各室利用状況で、木工室の利用者がゼロとなっておりますが、令和３年

度の決算では４名で、利用金額がゼロという結果だったと思います。このゼロにな

って使われていないという、何か主立った理由があったのかどうかを教えていただ

きたいと思います。 

福祉障がいＧ主査  木工室につきましては、元々教育設備として設置されて利用

されていた状況ですが、平成２７年度にぽろろができまして、そこに木工室ができ

たことに伴いまして、今は施設の利用をしていない状況となっております。という

ことで、今回の利用実績がゼロとなっております。以上です。 

細川委員  今後はもうあいくるでは木工室を使わないという解釈でいいですか。 

福祉障がいＧ主査  はい。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  成果説明書の１２ページ、母子保健の子育て支援アプリ改修等なんで

すけれども、これは今まで利用されてきた子育てアプリをより使いやすく改修する

ということで予算が付いたものなんですが、この利用者からどのような声があった

のか。また、改修することによってどういう効果があったのかということが１点で

す。 

それと病後児保育は民生費のほうなんですけれども、担当が健康子育てグループ

なのでここでお聞きしますが、アプリで病後児保育の申し込みなどができるように

なっているのかをお聞きいたします。 

健康子育てＧ主査  アプリの改修についてなんですけれども、伴走型の相談支援

ということで、妊婦さんの８か月の時にアンケートをするのと、産後のアンケート

というのを改修の際にアプリでできるようにしました。あとは４歳と５歳の健康相
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談を希望者に行っているんですけれども、それもアプリで予約ができるようにしま

した。それによってどのくらい利用率が上がっているかということなんですけれど

も、防災リュックを配布したご家庭は、結構利用率が上がってきているんですけど

も、必ずしもアプリを登録したからといって、アンケートをそれで実施できている

かというと、まだそこまで実施が浸透していないというのが現実でして、保健師が

新生児訪問に行った際に、やはり紙でやっていただく、対面でお話ししながらアン

ケートに答えるということのほうが、結構ニーズが高いというような状況です。 

健康子育てＧ主幹  ２点目のご質問にお答えいたします。子育て支援アプリを用

いまして、病児・病後児保育の予約を使えないでしょうかというご質問なんです

が、病児・病後児保育については、子育てアプリを通じての予約は現在考えており

ません。病児・病後児保育は、お子さんの具合が悪いですとか、病状等の兼ね合い

もありますので、今のシステムとしましては、まず事前に年度始めに登録をいただ

きます。そして実際に利用したいという時に、窓口となっています保健福祉課にご

相談いただき、そのあとは医師の診察が必要ですので、町立病院と連携の上、町立

病院への受診等につないでいることから、予約・相談に関しましては、現状の保健

福祉課、町立病院で対応と考えています。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

高橋委員  決算書の１３ページの感染症予防と新型コロナウイルスワクチン接種

なんですけども、こちらの副反応や後遺症などは、全国的にちょっと高齢者のほう

でも増えていると思うんですけど、それらの申告や呼びかけですとか、そういうも

のを含めた全数調査みたいなものは南幌町でもやっていらっしゃるんでしょうか。 

健康子育てＧ主幹  南幌町で、副反応等の全数調査は行っていません。接種後、

保健師・看護師が接種会場におりますので、１５分もしくは３０分まず接種会場で

お休みいただき、その中で調子が悪い場合はすぐご相談いただいて、そこには医師

もいますので対応しております。そのほか、ご自宅に帰りまして具合が悪いという

方には、保健師がお電話で相談に乗らせていただいています。以上です。 

高橋委員  そういった方で、具合の悪い方とか、病院に行っても検査では何も異

常が出ないで、接種後に体調が悪いという方も現実にはいらっしゃるんですけど

も、そういう方でもお電話で何かやりとりをされているとして、そのあとに、その

方たちに対する対処みたいなものを何かこちらからやってあげるようなものはあり

ますでしょうか。 

保健福祉課長  新型コロナワクチン接種後の体調不良ということで、電話で保健

師が対応しているわけなんですけれども、後遺症とか、あとは長く病状が続くとい

う場合、保健所経由で後遺症外来というものをやっている病院につなぐということ

で、特定の相談窓口を紹介してございます。そのあとは、保健所と病院の後遺症の

外来のほうで対応していただいている状況でございます。以上です。 

高橋委員  ありがとうございます。わかりました。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。職員の入替えがありますので、暫時休憩といた
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します。 

（午後 １時５２分） 

（午後 １時５３分） 

熊木委員長  それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序の５番目、介護保険特別会計について審査を行います。説明をお願いい

たします。 

保健福祉課長  令和４年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。

初めに、歳入の説明をいたします。決算書の１８１ページをごらんください。 

１款１項１目第１号被保険者保険料、収入済額１億６，１８３万４，９９６円。

収入未済額１１０万３，１２５円。収納率につきましては、現年度分が９９．８

８％、対前年度比０．０３ポイントの増、滞納繰越分につきましては２１．６

３％、９．８１ポイントの増となっています。 

２款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億２，８６１万４６７円。施設給付

費の１５％、居宅給付費の２０％が交付されたものです。 

２項１目調整交付金、収入済額４，７４６万円。給付費及び地域支援事業費の約

６％が交付されたものです。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額２１９万

３，４００円。事業費の保険者負担分の２０％が交付されたものです。１８２ペー

ジにまいります。 

３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収

入済額４９７万４，２００円。事業費の保険者負担分の３８．５％が交付されたも

のです。 

４目保険者機能強化推進交付金、収入済額１６２万９，０００円。地域包括ケア

システムや保険運営の安定化に資する施策の推進状況に応じて交付されたもので

す。 

５目介護保険保険者努力支援交付金、収入済額１６２万９，０００円。介護予

防・健康づくり事業に資する取り組みの状況に応じて交付されたものです。 

３款１項１目介護給付費交付金、収入済額２億７７３万１，０００円。施設給付

費並びに居宅給付費の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者の第２号被

保険者が納めた保険料です。 

２目地域支援事業交付金、収入済額２９８万６，０００円。介護予防・日常生活

支援総合事業費の保険者負担分の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者

の第２号被保険者の保険料です。次ページにまいります。 

４款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億１，３２３万９，３２５円。施設

給付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％が道負担分として収入されたもので

す。 

２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額１３

７万８７５円。介護予防事業費の保険者負担金の１２．５％が道補助金として収入

されたものです。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収
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入済額２４８万７，０９９円。事業費の保険者負担分の１９．２５％が道補助金と

して収入されたものです。 

１８３ページ下段から１８４ページにかけて、５款１項１目利子及び配当金、収

入済額９０９円。基金の利息でございます。 

６款１項１目介護給付費繰入金、収入済額９，０５６万９，１９４円。施設給付

費及び居宅給付費の１２．５％の町負担分です。 

２目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業、収入済額１３５万

８，４０３円。介護予防事業・日常生活支援総合事業の１２．５％の町負担分で

す。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収

入済額２２８万３，５７４円。事業費の１９．２５％の町負担分です。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額１，１４８万１，４００円。別枠公費

による繰入金で、財源内訳は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、国、道補助

金は一般会計で受け、町負担４分の１とあわせて特別会計に繰り入れるものでござ

います。 

５目その他一般会計繰入金、収入済額１，０８８万２，０３１円。歳出の総務費

相当額を事務費として町が負担するために繰り入れをしています。次ページにまい

ります。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、予算計上をしましたが、財源が確保され

ていたことから繰り入れを行わなかったものです。 

７款１項１目繰越金、収入済額４，８５３万４１０円。令和３年度からの繰越金

です。 

８款１項１目第１号被保険者延滞金、収入済額２，５００円です。 

２項１目第三者納付金、２目返納金につきましては、実績はございません。 

３目雑入、収入済額５万３００円。地域支援事業に関わる利用者負担金です。 

以上、歳入合計、予算現額８億４，６２７万３，０００円、調定額８億４，２４

０万７，２０８円、収入済額８億４，１３０万４，０８３円、不納欠損額０円、収

入未済額１１０万３，１２５円でございます。 

次に、歳出の説明をいたします。１８６ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額１５６万１，２０４円。介護保険全般に関わ

る事務処理経費を執行しています。 

２項１目賦課徴収費、支出済額６０万８，１６０円。保険料の賦課等に関わる経

費を執行しています。 

１８６ページから１８７ページにかけまして、３項１目認定調査等費、支出済額

５１４万８，２７６円。介護認定調査を行う会計年度任用職員をはじめ、介護認定

に関わる経費を執行しています。 

２目認定審査会共同設置負担金、支出済額２１０万８，６１０円。栗山町、由仁

町と共同設置している審査会に関わる負担金を執行しています。次ページにまいり

ます。 

４項１目計画策定委員会費、支出済額１４５万５，７８１円。第８期介護保険事



 ３０ 

業計画の進捗状況管理のために、委員会を開催した経費を執行しています。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、支出済額１億８，５８４万６，４９２

円。訪問介護、通所介護、通所リハビリなどの給付に関わる経費を執行していま

す。 

２目地域密着型介護サービス給付費、支出済額１億６，３４４万７，０５９円。

グループホームや認知症対応型デイサービスなどの給付に関わる経費を執行してい

ます。１８９ページにまいります。 

３目施設介護サービス給付費、支出済額２億７，２０６万１，７２１円。食費及

び居住費を除く介護老人福祉施設等の入所給付に関わる経費を執行しています。 

４目居宅介護福祉用具購入費、支出済額９５万６，３４１円。福祉用具購入の給

付に関わる経費を執行しています。 

５目居宅介護住宅改修費、支出済額１４５万９，６０４円。住宅改修の給付に関

わる経費を執行しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、支出済額３，０４８万７，４０７円。サービ

スを利用する際のケアプラン作成に関わる経費を執行しています。 

１８９ページ下段から１９０ページにかけまして、２項１目介護予防サービス給

付費、支出済額２，２３９万１円。介護予防における通所リハビリをはじめとする

各種サービスの給付に係る経費を執行しています。 

２目地域密着型介護予防サービス給付費は、実績がございません。 

３目介護予防福祉用具購入費、支出済額２４万９，４００円。福祉用具購入の給

付に関わる経費を執行しています。 

４目介護予防住宅改修費、支出済額１５２万９，２５５円。住宅改修の給付に関

わる経費を執行しています。 

５目介護予防サービス計画給付費、支出済額３８４万６，７２０円。介護予防サ

ービスを利用する際のケアプラン作成に関わる経費を執行しています。次ページに

まいります。 

３項１目審査支払手数料、支払済額６３万６，５０５円。１万７８７件の手数料

を執行しています。 

４項１目高額介護サービス費、支出済額１，７８４万１，８６９円。要介護者の

利用者負担限度額を超えた部分についての、払い戻しに関わる費用を執行していま

す。 

２目高額介護予防サービス費、支出済額１万１，７２５円。要支援者の利用者負

担限度額を超えた部分についての、払い戻しに関わる費用を執行しています。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、支出済額３０６万７，１２１円。介護と

医療の両方を利用して、自己負担限度額を超えた部分についての払い戻しに関わる

費用を執行しています。 

次の２目につきましては、実績はございません。１９２ページにまいります。 

６項１目特定入所者介護サービス費、支出済額２，０７２万２，３３５円。要介

護者で所得の低い方の食費並びに居住費の自己負担分に関わる経費を執行していま

す。 
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２目につきましては、実績はございません。 

１９２ページから１９３ページにかけまして、３款１項１目介護予防・生活支援

サービス事業費６５０万１，４８７円。訪問型サービス事業と通所型サービス事業

に関わる経費を執行しています。 

２目介護予防ケアマネジメント事業費、支出済額６５万６，４７２円。介護予

防・生活支援サービス事業に関わる対象者のケアプラン作成に関わる経費を執行し

ています。 

３目一般介護予防事業費、支出済額３７３万４，８６９円。快足シャキッと倶楽

部や水中運動教室、ボランティアポイント事業、サロン事業などに関わる経費を執

行しており、事業の一部を社会福祉協議会に委託しています。１９４ページにまい

ります。 

２項１目包括的支援事業費、支出済額３２万６，１１１円。介護支援専門員の研

修等に関わる経費を執行しています。 

２目在宅医療・介護連携推進事業につきましては、実績はございません。 

３目生活支援体制整備事業費、支出済額３７５万円。事業を推進するための生活

支援コーディネーター配置などに関わる経費を執行しています。 

４目認知症総合支援事業費、支出済額２８万６，６２５円。認知症のある高齢者

に早期から関わりを持ち、適切な医療やサービスにつなげる事業で、主に認知症サ

ポーター医師に関わる経費を執行しています。次ページにまいります。 

５目地域ケア会議推進事業、支出済額１０万７，０８２円。２回実施した地域包

括ケア推進会議の委員報酬や、自立支援に向けた個別会議の開催に関わる研修会の

経費を執行しています。 

６目任意事業費、支出済額７４４万３，２０６円。介護者のつどいや配食サービ

ス、シルバーハウジング生活援助員派遣事業など、町の実情に応じて実施している

事業の経費を執行しています。 

１９５ページから１９６ページにかけまして、４款１項１目介護給付費等準備基

金積立金、支出済額３，３３７万８，９０９円。詳細は、備考欄のとおりでござい

ます。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、支出済額５万４，０００円。内訳に

つきましては、申告による所得更正が主なものです。 

２目償還金、支出済額２，２２３万７，７４６円。国費、道費、支払基金の令和

３年度精算に伴う償還金です。 

６款１項１目予備費、実績はございません。 

以上、歳出合計、予算現額８億４，６２７万３，０００円、支出済額８億１，３

９１万２，０９３円、不用額３，２３６万９０７円です。１９７ページにまいりま

す。 

実質収支に関する町調書の説明をいたします。 

１歳入総額８億４，１３０万４，０８３円、２歳出総額８億１，３９１万２，０

９３円、３歳入歳出差引額２，７３９万１，９９０円、５実質収支額は２，７３９

万１，９９０円でございます。 
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次に、決算資料の説明をいたします。２６ページをごらんください。２６ページ

から２８ページまで、項目ごとに件数並びに支出額を記載しております。 

令和４年度の介護保険事業の主な概要を申し上げます。２６ページ中段の認定結

果につきましては、合計が３３７人で、前年度対比で９４人の減となってございま

す。減少の理由につきましては、認定期間が２年になっていることに伴いまして、

令和４年度は更新対象が少ない年度のためでございます。 

２６ページ中段の２．保険給付費につきましては、（１）居宅サービス給付費で対

前年度比、件数は２３０件の増であり、給付費は約８５５万円の増加となってござ

います。２７ページにまいります。 

（２）施設サービス給付費では、対前年比、件数では７０件の増、給付費では約

２，１０３万円の増額でございます。 

（３）介護予防サービス給付費では、対前年度比、件数では１９９件の増、給付

費では、約４８０万円の増額でございます。保険給付費全体では、対前年度比で約

３，５９１万円の増、１．０５２％の増額となっています。２８ページ上段をごら

んください。 

③介護予防事業では、一般高齢者等に対する各種介護予防事業実施しており、通

年で実施している事業につきましては、新型コロナウイルスの感染予防対策を講

じ、北海道や本町の感染状況を考慮しながら事業を実施しました。結果としまして

は、昨年度よりも回数や参加延べ人数が多くなっている状況にあります。以上で、

介護保険特別会計の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

西股委員  決算書の１８１ページ上段の保険料の関係で、まず１点目が、現年分

の収入未済が２０万１，９００円とあって、その中に括弧書きで、過誤納金還付未

済額３万９，４００円というように出ているんですが、この内容を説明していただ

きたいと思います。 

もう１点は、滞納繰越分の中に９０万１，２２５円と出ているんですが、この件

数を教えていただきたいのと、滞納繰越分として２４万８，７９６円と出ているん

ですが、この繰越分というのは３年の分という考え方でいいのでしょうか。この辺

の中身を説明してください。 

高齢者包括Ｇ主査  まず１件目の、１８１ページに括弧書されております過誤納

金還付未済額につきましては、令和４年度中に保険料が過納になった分でして、そ

れが年度内に還付できなかった分になります。内容としましては、現在介護保険料

の納付が特別徴収といいまして、年金から納めてもらう形になっているんですけ

ど、年度末に亡くなられた場合は、年金の還付先を本人としてお返しするのか、そ

れとも年金機構にお返しするのかといって、その判断が年金機構から来るんですけ

れども、大体２、３か月くらい遅れてくる形になります。それで、今回のこの分に

つきましては、還付先が不明になっている分ということで記載させていただいてお

ります。 

そして２点目の滞納繰越分についてなんですけれども、件数は後ほど回答させて

いただいてもよろしいですか。申し訳ありません。こちらの備考のほうに記載して
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あります滞納繰越分の収入状況なんですけれど、令和３年度以前の分も含む形とな

っております。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

では、件数は後ほどということでお願いいたします。ほかに質問ございません

か。 

高橋委員  ここで聞いていいのかという内容なんですけど、２８ページの高齢者

いきいき健康マージャン事業というのは、マージャンをするという事業なんです

か。それ以外に健康に関する何かががあるのでしょうか。 

高齢者包括Ｇ主幹  ただいまの高齢者いきいき健康マージャンという事業なんで

すけども、こちらはあいくるで本当にマージャンを行うという事業になります。賭

けない、吸わない、飲まないということで、高齢者の方々が生きがいづくりのため

皆さんで集まって、いろいろな会話だとかをしながらマージャンをするということ

で、それを通してコミュニケーションを取って、それぞれ家から出る機会だとかを

つくった中で、少しでも健康になりましょうということで実施しているところでご

ざいます。ちなみに６０歳以上の方で実施してございます。以上です。 

高橋委員  やはりそれをやることによって、いきいきとされているというか、頭

が回るようになっているとか、何かそういう実感的なものがあるわけですか。 

健康子育てＧ主幹  保健師の立場から、健康マージャンにいらっしゃっている方

の様子をご報告させていただきます。マージャンというのは、まず頭を使うこと、

手を使うこと、それから今申しました集団でやるということで、外に出る場という

ことで介護予防に適している事業だということで、開始に至っております。皆さん

とても楽しみにしていらっしゃるのが参加の時間で見てとれるんですが、開始前か

らたくさんあいくるに集まっていただいて、開始の時間を待っている様子がありま

す。参加者が減っていかないこと、それから参加した方がまた違う方をお誘いいた

だくという状況から、皆さん楽しんでいらっしゃる事業だと判断しております。以

上です。 

熊木委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。ここで、説明員の入替えがありますので、１４

時３５分まで休憩といたします。 

（午後 ２時２５分） 

（午後 ２時３５分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の６番目、国民健康保険特別会計について審査を行います。説明をお願

いいたします。 

国保医療Ｇ主幹  令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたし

ます。初めに歳入から説明いたします。決算書の１４１ページをごらんください。 

１款１項１目国民健康保険税、収入済額２億２６１万７，８０５円。不納欠損額

３１万６，９５７円。収入未済額５，１５７万８，１８８円。不納欠損の内訳は、

滞納処分の執行停止後、死亡による無資力により即時消滅となったもの５４件、１
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名。収入未済額の内訳は、現年課税分５５７件、５０名。滞納繰越分１，８８０

件、８９名となっています。収納率は、現年課税分が９７．３８％で前年度対比

０．７ポイントの減少、滞納繰越分が１０．５２％で前年度対比２．４６ポイント

の減少となっています。 

２款１項１目手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目災害臨時特例補助金、交付実績はありません。 

４款１項１目保険給付費等交付金、収入済額６億７，４５１万８，２３９円。次

ページ、１節普通交付金として６億４，６５１万３，２３９円。２節特別交付金と

して２，８００万５，０００円がそれぞれ交付されたものです。 

２項１目財政安定化基金交付金、交付実績はありません。 

５款１項１目利子及び配当金、収入済額２，５１７円。基金積立金の利子収入で

す。 

６款１項１目一般会計繰入金、収入済額７，２５３万１，０００円。国の基準に

基づく一般会計からの繰入金です。内訳は備考欄に記載のとおり、基盤安定繰入

金、未就学児均等割保険税繰入金、財政安定化支援事業繰入金、出産育児一時金等

繰入金、事務費等繰入金となっています。 

次ページ、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、当初予算で計上して

いましたが、財源が確保されたため、基金繰入実績はありません。 

７款１項１目繰越金、収入済額１，６４０万９，４５５円。令和３年度国民健康

保険特別会計からの繰越金です。 

８款１項１目延滞金、収入済額１０万７，１００円。被保険者１名分の延滞金収

入です。 

２項１目第三者行為納付金、収入済額５万６，２７３円。交通事故の第三者行為

損害賠償納付金が１件です。 

２目過誤払給付費返納金、収入実績はありません。 

３目雑入、収入済額４１万８，０００円。特定健康診査一部負担金です。 

以上、下段、歳入合計、予算現額９億７，７４５万４，０００円、調定額１０億

１，８５５万５，５３４円、収入済額９億６，６６６万３８９円、不納欠損額３１

万６，９５７円、収入未済額は５，１５７万８，１８８円です。 

次に、歳出の説明をいたします。次ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額３７２万２，１０１円。国民健康保険全般に

係る事務経費を執行しています。 

２目連合会負担金、支出済額１０４万３，３９８円。北海道国保連合会への負担

金を執行しています。 

次ページ、２項１目賦課徴収費、支出済額６１万４，６８５円。納税通知書印刷

や収納手数料などの経費を執行しています。 

３項１目運営協議会運営協議会費、支出済額７万２，３３２円。国保運営協議会

委員９名分の報酬などの経費を執行しています。 

４項１目医療費適正化対策事業費、支出済額６７万３，７８８円。特定健診受診

勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品の利用促進に係る
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経費などを執行しています。 

次ページ、５項１目収納率向上対策事業費、支出済額３２０万９４９円。一般事

務報酬、職員時間外勤務手当などの保険税収納率向上対策に係る経費を執行してい

ます。 

２款１項１目療養諸費、支出済額５億６，１８１万９，８００円。北海道国保連

合会に対する、被保険者の療養に係る負担金、審査支払手数料などを執行していま

す。 

次ページ、２目高額療養費、支出済額８，３２７万９，４６２円。被保険者の高

額療養費に係る保険者負担分の経費を執行しています。 

３目出産育児諸費、支出済額２１０万１，０５０円。１件当たりの交付金限度額

は４２万円で、５件分を執行しています。 

４目移送費、予算の執行はありません。 

５目葬祭諸費、支出済額５１万円。１件３万円で、１７件分を執行しています。 

６目傷病手当金、支出済額３万８，４８２円。新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策として、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより療養し、給与等の

支払いを受けることができなくなった場合において、一定期間に限り、傷病手当金

を支給するもので、２件分を執行しています。 

次ページ、３款１項１目医療給付費分、支出済額１億９，５５７万５，０００

円。医療給付費に係る北海道への納付金を執行しています。 

２目後期高齢者支援金等分、支出済額５，４２８万５，０００円。後期高齢者支

援金等に係る北海道への納付金を執行しています。 

３目介護納付金分、支出済額２，０９６万５，０００円。介護納付金に係る北海

道への納付金を執行しています。 

４款１項１目共同事業拠出金、予算の執行はありません。 

５款１項１目特定健康診査等事業費、支出済額１，３９９万９，００６円。特定

健診、特定保健指導などに係る経費を執行しています。 

次ページ、備考欄下段、１２節委託料では、特定健診受診率向上対策として、健

康ポイント委託業務、北海道及び国保連合会並びに市町村の共同事業で、特定健診

等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行う、特定健診受診

率向上支援共同事業の経費を執行しています。 

次ページ、２項１目保健衛生普及費、支出済額２２６万１，８９２円。医療費通

知、各種検診などに係る経費を執行しています。 

６款１項１目基金積立金、支出済額１，４１２万９，５１７円。基金の利子及び

特別会計剰余金の基金積立金を執行しています。 

次ページ、７款１項１目財政安定化基金償還金、予算の執行はありません。 

８款１項１目保険税等還付金、支出済額１３４万５，５００円。保険税月割の異

動などに伴い、１３件分を還付したものです。 

２目保険給付費等交付金償還金、予算の執行はありません。 

３目その他償還金、予算の執行はありません。 

２項直診施設勘定繰出金、支出済額６７万３，０００円。町立病院における医療
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機器整備に係る特別調整交付金分を、病院事業会計への繰出金として執行していま

す。詳細は、病院事業会計決算の中で説明します。 

９款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

以上、次ページ下段、歳出合計、予算現額９億７，７４５万４，０００円、支出

済額９億６，０３０万９，９６２円、不用額は１，７１４万４，０３８円です。 

次に、次ページの実質収支に関する調書について説明をいたします。 

１歳入総額９億６，６６６万３８９円。２歳出総額９億６，０３０万９，９６２

円。３歳入歳出差引額は６３５万４２７万円。４翌年度へ繰り越すべき財源はあり

ません。５実質収支額６３５万４２７円。６については該当ありません。 

次に、決算資料成果説明書の２５ページをごらん願います。国民健康保険特別会

計です。令和４年度の国民健康保険事業の主な概要を申し上げます。 

初めに、２保険給付費（１）療養給付費の状況です。被保険者数は１，８１６人

で、前年度対比１５人の増加となっています。１人当たりの費用額は４２万７３８

円で、前年度対比２万８，２９８円の増加となっています。１人当たりの受診件数

につきましては１６件で、前年度対比で１件の増加となっています。保険給付費全

体では６億４，７７４万８，７９４円となっており、前年度対比で５，０３５万

３，３５２円の増加となっています。 

次に、３国民健康保険事業費納付金の状況です。北海道への国民健康保険事業費

納付金は２億７，０８２万５，０００円となっており、前年度対比で３２万１，０

００円の微増となっています。今後においても、この事業費納付金の推移に留意し

ながら、国民健康保険事業における財政基盤の安定化を図ってまいります。 

次に、４番の保健事業費の状況です。特定健診受診者数は５８９人で、前年度対

比４５人の増加、受診率は３８．８％で、前年度対比２．７ポイント増加していま

す。新型コロナウイルス感染症による行動制限等が緩和傾向になったことが影響し

ているものと考えています。以上で、令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは、審査順序の７番目、後期高齢者医療特別会計について審査を行いま

す。説明をお願いいたします。 

国保医療Ｇ主幹  令和４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明をいた

します。初めに歳入から説明いたします。決算書の２０３ページをごらんくださ

い。 

１款１項１目後期高齢者医療保険料、収入済額８，２４５万７，８００円。収入

未済額２２万６，４００円。収入未済額の内訳は、現年度分５件、２名。滞納繰越

分１７件、２名となっています。収納率は、現年度分及び滞納繰越分とあわせて９

９．７３％で、前年度対比０．６８ポイントの増加となっています。 

２款１項１目督促手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目事務費繰入金、収入済額５６９万６，０００円。国の基準に基づく
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繰入金で、内訳は備考欄に記載のとおりです。 

２目保険基盤安定繰入金、収入済額３，１２２万７，３４０円。国の基準に基づ

く繰入金で、後期高齢者医療保険料の軽減額を繰入れしたものです。 

４款１項１目繰越金、収入済額１１万２，０６３円。令和３年度後期高齢者医療

特別会計からの繰越金です。 

次ページ、５款１項１目延滞金、収入実績はありません。 

２項１目雑入、収入済額１万５００円。後期高齢者医療広域連合からの還付金等

負担金です。 

以上、下段、歳入合計、予算現額１億１，９５９万６，０００円。調定額１億

１，９７３万１０３円、収入済額１億１，９５０万３，７０３円、収入未済額は２

２万６，４００円です。 

次に、歳出の説明をいたします。次ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額１６８万２，５３１円。電算システム保守な

どの事務経費を執行しています。 

２項１目徴収費、支出済額３４万６，８７１円。保険料の通知・徴収に係る経費

を執行しています。 

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額１億１，６３０万２，２

４０円。北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担金、保険料等負担金、

保険基盤安定負担金を執行しています。 

次ページ、３款１項１目保険料還付金、支出済額１万５００円。保険料更正など

に伴い、３件分を還付したものです。 

４款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

以上、下段、歳出合計、予算現額１億１，９５９万６，０００円、支出済額１億

１，８３４万２，１４２円、不用額は１２５万３，８５８円です。 

次に、次ページの実質収支に関する調書について説明をいたします。 

１歳入総額１億１，９５０万３，７０３円。２歳出総額１億１，８３４万２，１

４２円。３歳入歳出差引額１１６万１，５６１円。４翌年度へ繰り越すべき財源は

ありません。５実質収支額は１１６万１，５６１円。６については該当ありませ

ん。 

次に、決算資料成果説明書の２９ページ下段をごらん願います。後期高齢者医療

特別会計です。本特別会計は、広域連合の管理のもと、保険料を徴収し、広域連合

に対し必要な費用を納付するための特別会計です。ただいま説明したとおりの内容

を記載しております。被保険者数は１，３６４人で、前年度対比２４人の増加とな

っています。以上で、令和４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明を終

わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。本日予定しておりました審査項目が終了いたし

ました。明日８日午前９時３０分まで延会といたします。 
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（午後 ２時５４分） 

  



 ３９ 

決算審査特別委員会会議録 

（２日目 R5.9.8 9:30～14:17） 

 

熊木委員長 

皆さんおはようございます。昨日より延会となっておりました、決算審査特別委員会

をただいまから再開いたします。本日の出席人員は８名であります。湯本議員からは

欠席の届出が出されております。それでは直ちに会議を再開いたします。 

審査順序の８番目、第５款農林水産業費について審査を行います。それでは説明を

お願いいたします。 

農業委員会事務局長  決算書８４ページをお開きください。下段になります。 

５款１項１目農業委員会費、支出済額６８１万７，１４６円。農業委員会運営費と

して、農業委員１２名の報酬、旅費並びに事務局経費として、農地台帳システムに係

る保守更新の経費の執行となっています。不用額の主なものは、１２節委託料で、農

地情報の地図更新について、令和４年度に国によるシステム改修にあわせて、地図デ

ータの改修を行ったことから、町での更新が不要となったためです。 

産業振興課長  決算書８５ページ中段でございます。 

２目農業振興費支出済額、８億１，４４９万６，９６０円。不用額３５１万９，０

４０円。不用額の主なものは、１８節負担金補助及び交付金では、農業経営高度化促

進事業負担金の執行残によるものです。備考欄の説明にまいります。 

農業振興経費では、総合農政推進協議会運営経費をはじめ、次ページの農業関係団

体への負担金など１４６万７，８１２円を執行しています。 

続いて、次ページにかけて、有害鳥獣対策事業では、有害鳥獣捕獲等業務委託料、

狩猟免許取得支援事業助成金など３０１万４，６８７円を執行しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町農

業再生協議会に対する補助金として４６２万６，６６０円を執行しています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、農地の良好な生産環境を維持するため、地域

での共同利用機器購入備品購入費として１５０万７，０００円を執行しています。な

お、導入した機械は、西幌地区の貸出し用畦塗り機１台を購入しています。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対する

一部助成として４００万円を執行しています。 

次ページにかけまして、農業経営高度化促進事業では、農地・農業水利施設の整備

に伴う農家負担の軽減負担と、工事により休耕する農家の所得損失補填の負担金とし

て２億９，７０７万８，４０６円を執行しています。 

次に、スマート農業推進事業では、ＲＴＫ基地局の光回線利用料として１０万１，

６４０円を執行しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、認定農業者や農業後継者が借入れた制度資

金の利子補給として２１１万１，３６９円を執行しています。 

次ページにかけて、担い手育成対策事業では、４Ｈクラブ活動補助金や、新規就農

者３名に対する奨励支援のほか、補正予算にて追加しました、国産小麦産地生産性向
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上事業、水田麦・大豆産地生産性向上事業の補助金などの経費として２億４，４９７

万８，６８２円を執行しています。 

次に、地産地消活動推進事業では、農産物加工センター指定管理料、キャベツキム

チ町民還元事業の負担金などの経費として２８１万４，７８４円を執行しています。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、農業者が実施するグリーンツーリズム事

業への助成や、北海道日本ハムファイターズ主催ゲーム６試合にて、本町の農産物を

提供しＰＲする経費として２０万５，９４８円を執行しています。９０ページにまい

ります。 

食育活動推進事業では、小学生によるバケツ稲づくり事業や子育て支援米支給事業、

食育セミナーや講演会などの経費として４５７万８，９９１円を執行しています。 

次に、多面的機能支払事業では、農地の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、

地域内の３つの地域資源保全協力会への交付金など１億９，７１６万８３２円を執行

しています。 

９０ページ下段から次ページにかけて、環境保全型農業直接支援対策事業では、環

境保全型農業を推進する生産者への補助金として１，０８５万１４９円を執行してい

ます。 

次に、緊急営農支援事業では、肥料や飼料などの価格高騰による農業経営の負担軽

減対策で、農業者に対する営農支援として４，０００万円を執行しています。 

続いて、３目農地費、支出済額１億１，６３０万２，９３３円、不用額２０３万８，

０６７円。不用額の主なものは、１４節工事請負費にて、農業水路等長寿命化・防災

減災事業南７線排水路地区排水路改修工事の入札執行残によるものです。備考欄の説

明にまいります。 

次ページにかけまして、土地改良事業経費では、西幌ほか４地区の道営経営体育成

基盤整備事業換地業務のほか、南７線排水路地区排水路改修工事費、道央圏連絡道路

整備に係る公有財産購入費及び国営造成施設管理体制促進事業補助金など１億８０

５万１，９３３円を執行しています。 

次に９２ページ下段、農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、特別会計

決算の中でご説明いたします。続いて、９６ページをお開き願います。下段になりま

す。 

２項１目林業振興費、支出済額５２５万７，２０２円、不用額４万８，７９８円。

林業振興経費では、防風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布委託料、町有

林の倒木処理経費などを執行しています。以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

石川委員  成果説明書１５ページの、スマート農業推進についてお伺いいたします。

ＲＴＫ基地局運営ということで、これは光回線の使用料だということでしたけども、

実際に利用されている方から聞くところによると、南幌の基地局が故障しているとい

うふうな形でお伺いするんです。それで、故障しているんだったら使えないんじゃな

いのかと思ったら、近隣の長沼だとか、江別にあるのかどうかわからないんですけれ

ども、ホクレン系のやつだとか、そういったアンテナによって何とか利用できている

んだという話なんですけども、南幌の基地局についてはどんな形でこれからされてい



 ４１ 

くのかお伺いしたいと思います。 

農政Ｇ主幹  ＲＴＫの基地局ですけれども、今年の２月にＲＴＫのアンテナが故障

し、衛星が受信できない状況になっています。それで、アンテナの修繕に多額の費用

が掛かるということと、今言われましたように、令和元年から、ホクレンが長沼町に

ＲＴＫの基地局を設置しています。この状況の中で農協と今後の利用の協議を行いま

して、町のＲＴＫ基地局については修繕をしないで、今後はホクレンのＲＴＫシステ

ムに移行しようということで、今年の４月から完全にホクレンのＲＴＫシステムに移

行しております。ですので、現在ＲＴＫについては利用できているという状況です。

以上です。 

石川委員  そのような形で利用できているという話でありますけども、まだこれは

ＲＴＫの基地局を設置して日が浅いですよね。どうしてそんな形になってしまったの

でしょうか。 

そして最初からそういったホクレンが利用できるエリアとして南幌が入るのであ

れば、設置しなくてもよかったんじゃないのかなという気もするんですけども、その

辺りはどういうふうに捉えているでしょうか。 

農政Ｇ主幹  まず、町のＲＴＫについては、平成２８年に設置をしております。こ

れは農家の方からの強い要望があって設置をして、自動操舵などの運転をしていると

いうことになります。それで、ホクレンのシステムについては令和元年からの本格始

動ということで、その時点ではホクレンはまだありませんでしたので、先に設置をし

たということになっております。 

アンテナの故障については、確か年数は浅いんですけれども、風ですとか、雨です

ね。南幌は雪もあるんですけども、これで故障することはあり得るという話でしたの

で、それであれば経費が安く済むということで、ホクレンのＲＴＫシステムについて

は複数のＪＡで一つの基地局を共有するということで、利用料が非常に安くなってい

るということと、不具合があった場合に近隣の基地局を利用できるという安定性があ

りますので、そういった面で町のほうの基地局については修繕しないということに決

めました。以上です。 

石川委員  利用者にとっても問題ないということであれば安心しました。ただ、平

成２８年に南幌につくったものは、補助を受けて設置したんでしたっけ。これからず

っと使わないということになれば、撤去することになるのかなという気もするんです

けども、その辺りはどのように考えておられるか、再度お伺いいたします。 

農政Ｇ主幹  導入については、町と農協の負担で行っておりますので、国・道の補

助は受けておりません。それで、利用しませんので、３月に撤去済みです。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

西股委員  成果説明書の１４ページ、有害鳥獣の関係です。これはどらちかという

と予算の段階で話が出ていたのですが、南空知鳥獣被害防止対策協議会等と連携して、

広域での捕獲対策を強化するということで４年度に言われていたのですが、その実施

状況を教えていただきたいと思います。 

農政Ｇ主幹  鳥獣の被害防止対策ですけれども、鳥獣の生息範囲が市町村を超えて

広範囲にわたるということで、駆除の体制については広域で取り組むほうが有効だと
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いわれております。その中で、平成２６年に南空知の１市４町で、広域の被害防止対

策協議会を立ち上げたところです。この協議会の中で、まず広域での被害防止計画を

立てて、その計画をもとに捕獲に係る経費の補助金ですとか、箱罠といった捕獲機器

の導入の補助を受けているという状況です。それと、昨年からといいますか、コロナ

で一時中断しておりましたけれども、１市４町合同で捕獲技術に関する研修ですとか、

野生鳥獣の習性に関する研修というのも再開しております。また、アライグマに限定

したお話になりますけれども、令和２年に空知全域でのアライグマ対策広域連携部会

というものも立ち上げております。こちらのほうでは、春の繁殖期の一斉捕獲ですと

か、市町村担当職員を対象とした捕獲講習会ということで、人材育成を行っていると

いう内容になっております。それと鹿に限定いたしますと、さっぽろ連携中枢都市圏

の中で、鹿対策の具体的な取り組みに向けた検討を始めています。この中では、猟友

会ですとか、ハンターの高齢化・減少問題についても協議を始めております。以上で

す。 

西股委員  再質問させていただきますけれども、ハンターの関係などは、他町村に

行って捕獲するなりの交流などはしているんでしょうか。 

農政Ｇ主幹  ハンターのほうですけれども、捕獲ということではなくて、それぞれ

趣味で山に行って鹿を打つ方はいらっしゃると思います。有害鳥獣の捕獲ということ

になりますと許可の問題がありますので、簡単にほかの市町村行ってできるというも

のではありませんので、そこら辺はないかと思います。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑ございませんか。 

佐藤委員  成果説明書１６ページの、食育活動推進事業です。北海道文教大学包括

連携事業の南幌産米ＰＲ事業という項目で、この内容を少し具体的に説明していただ

きたいのですが。 

農政Ｇ主幹  文教大学との連携事業ですけれども、令和３年に包括連携協定を結ん

だということから、食育の授業ができないかということで、まず令和４年は１２月に、

南幌町産の米のＰＲ事業ということで、南幌ピュアライスの新米１００キロを、農協

と一緒に文教大学に贈呈をしています。文教大学には健康栄養学科という学科があり

まして、３年生・４年生が、おにぎりプロジェクトということで、毎週月曜と水曜に

学生に無料でおにぎりを配布するという事業をしております。それにあわせて、南幌

のピュアライスののぼりやポスターを掲示して、南幌産のお米のＰＲを行ったという

ことです。以上です。 

佐藤委員  大学と連携してこのような形でやっていただける取り組みは本当にす

ばらしいと思います。今後も続けていっていただきたいと思うんですけれども、この

大学の連携事業とは別の形で、南幌産米のＰＲ事業をやっていることはあるのでしょ

うか。食育活動推進の中で、これとは別の形でやっていることがあれば内容をお聞か

せ願いたいと思います。 

農政Ｇ主幹  南幌産米のＰＲについて、農協を除いて町だけということになります

と、まず町内向けについては、子育て支援米の中でＰＲを行っております。あとは町

外向けにつきましては、空知フェアへの出展といった形で、米の消費拡大に向けてＰ

Ｒを行っております。それと町内ですけれども、南幌朝市の支援ということでＰＲを
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行っております。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

細川委員  成果説明書の１４ページになります。農業振興対策事業補助金の関係で、

予算時に、農協さんの事業なんですけども、令和４年度重点施策事業ということで、

５つ助成事業の項目を挙げられていたんですけども、最終的に、金額的にはどのよう

な規模の助成とか支援の額になったのか。また、それに伴って農協さんから成果の報

告がありましたら教えていただきたいと思います。 

農政Ｇ主幹  農業振興事業の重点施策ですけれども、まず考え方として、農協の中

期３か年計画と、町の総合計画の内容の一致したものということで選定しております。

内容については、今、予算の中で言われたものと同じになりますけれども、収益性の

高い農業の確立、経営基盤の強化、担い手の育成と環境と調和した農業の推進、それ

と活力のある農村の構築という項目になっております。金額を先に言いますと、農協

の振興策事業の実績としては１，３４４万３，６０２円となっております。補助金の

考え方ですけれども、２分の１以内を予算上限にしています。４００万円を上限にし

ておりますので、補助金としては４００万円という形になっております。具体的な内

容ですけれども、全部今言うわけにいかないので主なものを言いますと、担い手の育

成の部分であれば、青年部の道外視察研修への助成、それから収益性の高い農業でい

いますと、土壌診断に基づく土壌改良剤の取り組みということで、土壌のｐＨを上げ

るということで、ケイ酸資材の配布の支援を行っております。それとスマート農業の

関係になりますけれども、営農管理台帳統合システムということで、栽培履歴が地図

上で確認できるシステムということで、こちらについても収益性の高い農業というこ

とで補助をしております。あとは経営基盤の強化に向けてというところで、高収益作

物、野菜の新品種導入、それから野菜の新規作付者に対する支援を行っています。そ

のほか、活力ある農村の構築の部分では、収穫祭ですとか、各種イベントに係る費用

の助成を行っております。以上です。 

細川委員  金額的に２分の１以内で算出しているということで、１，４４０万円ほ

ど使っているということで、わかりました。今簡単にご説明いただいた内容ですが、

確かに必要なことをやっておられるので、これからも継続していっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

熊木委員長  答弁は要らないですね。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。 

高橋委員  全体を通してなんですけど、農家さんの収益というか、所得というか、

そういうものが上がっているのか、下がっているのか。１点だけお聞きしたいと思い

ます。 

農政Ｇ主幹  南幌町の農業は米が主体ということもあって、米の米価、それと転作

に関する補助金が収入の大部分を占めると思います。コロナがありましたので、米価

が非常に下がったということで、その部分は厳しかったのかなと思うんですけれども、

米農家にとっては交付金が充実しています。それと、令和元年から令和５年まで、米・

麦に関しては豊作と言っていいと思うんですけども、収量が非常に多かったというこ

とで、生産資材の高騰ですとか、厳しい面はあるんですけれども、農家の経営として
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は悪くないだろうとみております。以上です。 

高橋委員  取れ高が多い時はもちろんそれはいいと思うんですけれども、資材の高

騰というところで、まあ高止まりということであればまだましだと思うんですけど、

高くなり続けるような感じでやっていった時に、農家さんとしてもそうかもしれない

ですけど、南幌町としてもどのような対策をしていこうとか、そういう何か計画や流

れみたいなものはあるのでしょうか。 

農政Ｇ主幹  農業経営については、市町村よりも農協が主体で、そこに協力してい

くというような形になるのかなと思います。そういった面からも、農協と連携して、

先ほどの農業振興対策事業ではないですけども、そういったものを連携していくです

とか、収入の大部分を占める米、それと米の転作部分については、農業再生協議会と

いうものを農協と町でつくって作業を進めておりますので、そういった形の支援で進

めていきたいと思います。 

高橋委員  わかりました。ありがとうございます。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは次に、審査順序の９番目、第６款商工費について審査を行います。同時審

査として、統計調査費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

産業振興課長  決算書は９７ページ中段でございます。主要施策の成果説明書は１

７ページの中段からとなりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

６款１項１目商工振興費、支出済額１億１，９９３万５，０１４円。不用額４８６

万２，９８６円。不用額の主なものは、１８節負担金補助及び交付金において、緊急

経済支援事業及び空き店舗活用支援事業に係る補助金の執行残によるものでござい

ます。備考欄の説明にまいります。 

商工会運営助成事業では、商工会が実施する経営改善普及事業及び地域振興事業に

対する補助金として７６４万４，３１７円を執行しています。 

次に、観光協会運営助成事業では、特販場販売員の配置経費に対する補助金として、

４７７万９，１０１円を執行しています。 

次ページにかけて、中小企業資金利子補給事業では、北海道中小企業総合振興資金

を活用した事業者１５社並びに中小企業等経営支援事業を活用した事業者３社に対

する利子補給助成として、１１５万９，２４８円を執行しています。 

次に、南幌温泉経費では、施設指定管理料、町民無料入館料配布事業負担金、昨年、

第３回議会定例会一般会計補正予算にて計上しました、貯湯槽移設改修工事に係る経

費として４，９９６万５，８５０円を執行しています。 

主要成果説明書１７ページ中段、南幌温泉管理事業をごらんいただきたいと思いま

す。令和４年度の町民無料入館券での利用者数は１万２，５４３人です。町民５，５

５８人に、１万６，６７４枚を交付しております。利用率は７５．２％でございます。

また、令和４年度の年間利用者数につきましては、１７万９，７３７人です。新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、令和２年度より大きく減少していますが、対前年

で比べますと、１万２，８２８人の増加となってございます。決算書９８ページに戻

ります。 
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下段から次ページにかけて、地域おこし協力隊設置事業では、観光掘りおこし隊員

の１名の報酬、共済費のほか、活動経費として７５１万５，２８６円を執行していま

す。 

次に、緊急経済支援事業では、新型コロナウイルス感染症の影響及びエネルギー価

格高騰の影響に対する、町民や事業者への支援として、プレミアム付商品券事業の補

助金など、６事業の経費４，７８８万２，２１２円を執行しています。１００ページ

にまいります。 

商工振興経費では、南空知４町で実施しています、消費生活相談窓口業務など、関

係団体への負担金のほか、空き店舗活用支援事業の補助金として９８万９，０００円

を執行しています。 

続きまして、２目ふるさと物産館管理費、支出済額１，５２７万１２８円。不用額

４１万８７２円。ふるさと物産館管理経費では、施設の維持及び管理運営に係る経費

を執行しています。 

主要成果説明書１８ページ上段、ふるさと物産館管理事業をごらんいただきたいと

思います。ここでは施設の利用者数を記載しています。全体では５万５，９５８人の

利用でありまして、対前年比５，４０２人、の増加で、１０．７％の増でございます。

内訳におきましては、一般来館者が前年より４，９１６人増加しております。昨年秋

に観光協会で実施しました、秋の収穫祭イベントの来場者での増が主な要因かと思い

ます。以上で、商工費の説明を終わりたいと思います。 

引き続き、同時審査ということで統計調査費をご説明します。決算書５９ページ中

段になります。 

２款５項１目統計調査費、支出済額１２万８，８８５円です。統計調査経費では、

法定的に実施される学校基本調査と経済センサスのほか、周期に行われます２つの法

定統計調査に係る経費を執行しています。以上で説明終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

星委員  ２点質問させていただきます。まず１点目は、資料の１７ページ、観光協

会運営助成事業についてなんですけれども、観光協会特販所販売員で４７０万円ほど

の人件費を出しているんですけれども、この販売員の人数と職務内容を教えていただ

きたいです。 

それと２点目なんですけれども、ふるさと物産館３階会議室を使用している企業に

ついて、現在の状況と今後の状況がわかれば教えていただきたいです。 

商工観光Ｇ主査  観光協会特販所の人件費についてご説明させていただきます。ま

ず、観光協会の特販所につきましては、売店部分と軽食コーナーの部分がございます。

売店部分の従業員につきましては、１日１名が販売員としております。軽食コーナー

につきましては、調理員が１名、それからホールスタッフが１名アルバイトで入って

いる状況でございます。職務内容としましては、売店のほうでは特産品の販売、こち

らは発注業務など、そういった内容も含めた業務を行っております。そのほか、バス

の回数券、定期券の販売、ふるさと納税の返礼品の発送業務、それからふるさと物産

館を訪れて、ちょっといろいろ教えてほしいという方について観光案内の対応を行っ

ております。軽食コーナーにつきましては、開店時間が１１時半から２時までの間な
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んですけれども、調理員さんは前後１時間ずつ勤務時間があって、１０時から３時ま

で勤務しております。それで、開店時間中は調理にどうしても専念してしまうため、

開店時間中はアルバイトの方１名をホールスタッフとして、ホール業務を行っていた

だいている状況です。以上です。 

商工観光Ｇ主幹  ２点目の、３階会議室の現在の利用状況と今後の状況ということ

で、現在レンタルオフィスとして進出しております株式会社ＮｉｅＶなんですけれど

も、現状は全国でリモート試験を行っておりまして、終わった後の回答用紙がビュー

ローのほうに配送されます。それを振り分けまして、再度配送する拠点というような

形での運用を現在行っております。今後におきましては、今の業務内容にプラスしま

して、リモート試験前の用具一式を送っていただいて、それを各都道府県の試験会場

ごとに分けて配送する配送拠点ということで、試験前、試験後の両方を担うような形

というものを計画しております。それに伴いまして、会議室のほうも今現在は１部屋

ということになっておりますけれども、状況に応じて２部屋、もしくは全部というよ

うな形の展開も検討されております。あわせて、リモート試験の受付業務のほうも現

在試験的に試しているような状況でございまして、可能であればそこも担うというこ

とです。なおかつ当初の計画でありましたリモート試験につきましては、スタートと

してクレベリン検査というものがあるんですけれども、こちらのほうを実施できない

かということで、現在試行している最中でございます。あわせて設備のほうも一部変

わりまして、会議室ではセキュリティーロックシステムということで、認証しないと

入れないような状況のものに改装されております。これは今年度、春からの話でござ

います。以上です。 

星委員  再質問させていただきます。その３階の株式会社ＮｉｅＶの従業員という

か、会社の関係の方は、毎日３階のほうに常に在駐しているような形になっているの

でしょうか。 

商工観光Ｇ主幹  ＮｉｅＶの社員につきましては、ポイントポイントでこちらに来

て、それで指導するような形。もしくは１週間なりいてレクチャーして、その後戻ら

れるというような形で、常時いるわけではございません。現状こちらでその業務を担

っているのは、橋本さんを中心として運用しております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

家塚委員  成果説明書１７ページの下段になりますが、空き店舗活用支援事業補助

金の関係でございます。実績は１件ということになっていますが、今まで出店に関わ

る相談等もあったんだろうなと思います。ただ、それが出店までつながらなかったと

いう理由といいますか、要因といいますか、この辺をお知らせ願いたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  空き店舗の相談件数につきましては、昨年度においても複数件あ

りまして、特に今年度に入ってからは増えているような状況でございます。昨年度の

相談状況の中身としましては、壇ビル横の、現在ダイヤモンドカフェが入っている建

物の道路側の空き店舗ですね。あそこは２軒入ることができるような形になっている

んですけれども、その前側のほうの店舗、元愛林の場所なんですけれども、こちらに

ついては当初複数ありまして、まずはパン屋さんということでお話があり、最初は賃

貸という話もあったんですけれども、建物を購入するということになりまして、途中
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まで改装を進めたんですけれどもオープン前に断念し、売却するというような流れに

なりました。その売却先がシテイ管理ということで、その所有物件となっております。

その後、スナックとして契約されたんですけれども、所有者と光熱費の関係で折り合

いがつかず、空き店舗の申請前にキャンセルとなった経緯があります。そのあと、そ

ば屋の話がありまして、こちらも契約して準備を進めていたんですけれども、その店

主の体調が不良になりまして、断念せざるを得ないというようなことで、今現在に至

っております。そのほかとして、北広島の方で鮮魚や野菜などを販売する店舗ですと

か、札幌の方でクレープ屋やアウトドアショップをしたいというような話等々ありま

したけれども、なかなかマッチングの関係がうまくいかず、具体的な進展には至って

おりません。また、今年度に入ってからは、Ｎプラザビルにカジュアルバーの申請が

ありまして、ミスターバナナが現在営業しております。その他としては、古民家カフ

ェの相談が複数件、カレー屋さんやフォトスタジオなども希望があります。希望が多

いのは、住居兼店舗物件というような形のものを求められる方が非常に多く、その希

望に沿う物件が現在ないということで、残念ながら出店に至っておりませんけれども、

相談者の方からも、これからこの南幌は需要がある地域というふうに捉えていますと

いうことで、条件のいい物件が出てくれば先に押さえておきたいというような、お気

持ちをお話しされておられました。以上です。 

家塚委員  いろんな状況の中で、結果的にはつながらなかった部分もあるんでしょ

うけども、ただいま説明があったようにいろんな問い合わせがあるということで、例

えばこの制度設計を拡大するだとか、そういう考えは現時点で持っているのかどうか

を含めてお伺いしたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  制度につきましては、平成２９年からこの助成制度を実施してお

りまして、当初は店舗の賃借料の部分での半額助成ということでございました。その

間の見直しとしては、令和３年度から創業に関わる経費も補助対象とするということ

で、改装費用や備品購入費なども対象としまして、制度を拡充してきた状況でござい

ます。今後においては、今のところは現状維持でいきたいというふうに考えておりま

して、家賃のほうについても、今登録されている相場が大体８万円くらいで、補助が

４万円なんですけれども、現行の制度は４万円が上限ということで、このままで当面

はいいのかなというふうに考えております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  先ほど星議員の質問の中で言われていました、観光協会の特販所の話な

んですけども、先ほどの説明の中で、売店のほうではふるさと納税の返礼品の発送業

務をされているという話でしたが、先達て聞いた中では、町の地域おこし協力隊の人

が独立して店を立ち上げて、そちらで今度はやっていくというような話を聞いており

ます。そちらでやるとなると、この観光協会での業務はそっくりそちらに移行するよ

うなになっていくというように解釈してよろしいんでしょうか。 

財務Ｇ主査  ふるさと納税発送業務についてお答えいたします。ビューローで行っ

ているふるさと納税の発送業務は、観光協会で取り扱っている特産品の発送業務です。

それで、今財務グループで勤務しております、ふるさと納税を特にメインとして行わ

れている地域おこし協力隊の方は、確かに事務所を構えてやっている部分もあるんで
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すが、その業務に関しての発送業務ではございませんので、その方が例えばもしこの

後独立したとしても、観光協会で行っている発送業務とは全く別の業務になりますの

で、移行するというようなことはありません。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

高橋委員  １７ページの南幌温泉改修なんですけども、以前にラドン泉のお話とか

で違うものに活用していくとか、あとはランドリーの設置みたいな話も出ていたんで

すけど、それは今どのような状況になっているのでしょうか。 

商工観光Ｇ主幹  温泉の改修の関係で、途中からのお話としてあったラドンについ

ては、いろいろ調べまして、業者のほうにも問い合わせなどをしました。ただ、現状

でラドンを取り扱っている業者がないというのがわかりまして、対応不能な状態にな

っております。インターネット等々でもいろんな情報を調べたんですけれども、はっ

きりとお答えできるような科学的根拠というのは難しいというのが正直なところで

ございまして、予算の準備の関係もありますので、つい先日この部分は断念するとい

うようなことになりました。 

もう１点のランドリーの部分なんですけれども、こちらについては今補助の申請業

務を進めている最中でございますが、そこの中身にも近隣との周遊策を積極的に活用

するというような中身を入れ込むように考えておりまして、そこの部分で今現在進め

ている、ファイターズのボールパークとの連携事業で自転車事業等々、それと空知全

体の市町村で進めている、こちらもサイクル事業なんですけども、そういった形の

方々を積極的に取り込みたいというようなことでいきますと、ランドリーの設置が不

可欠ということになります。ですのでこちらの部分においては対応可能かなというふ

うに考えておりますので、それを今設計業者さんのほうに振って、台数や場所等々を

投げている状態ですので、入れ込むことができるのかなというふうに考えております。

以上です。 

高橋委員  １点だけ再質問なんですけど、サウナのほうのお話でラドンがだめにな

ったということで、このままいくのか、また新たな何か付加価値みたいなものを付け

るような予定とか、そういうのがあればお伺いしたいです。 

商工観光Ｇ主幹  ラドンの関係は最終的には断念ということなんですけれども、途

中経過ではサウナのほうに入れ込む、もしくは水風呂のラドン式水風呂といった形で、

残す策はないのかということでいろいろ検討したんですけれども、なかなか難しく、

それ以外のものも検討したのですが、大幅な工事費増ということもありまして、なる

べく今現在あるものを有効活用しつつ、付加価値を上げていきたいというような方向

で今まで検討してきた流れもありますので、ちょっと今のところ難しいというのが正

直なところでございます。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。説明員の入れ替えもありますので、１０時３０分

まで休憩といたします。 

（午前１０時２０分） 

（午前１０時３０分） 
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熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に、審査順序の１０番目、第７款土木費について審査を行います。同時審査とし

て、機場施設管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

都市整備課長  決算書１０１ページをお開きください。決算書資料は１８ページか

ら２０ページになりますので、あわせてごらんください。 

７款１項１目土木総務費、支出済額６５万４，１５０円。土木積算システムなどに

係る経費の執行となっています。 

２項１目道路橋梁総務費、支出済額１６７万６，３００円。道路台帳修正に係る経

費、次ページにかけまして、道路、治水など関連６団体の負担金の執行となっていま

す。 

２目道路維持費、支出済額３億５，８８２万３，０６１円。町道管理経費は、町道

及び排水路の維持管理経費、道路・橋梁の長寿命化計画に基づく改修工事等に係る経

費として、修繕料、委託料、工事請負費、原材料費など１億７，３６３万４，８２７

円の執行となっています。決算書資料１８ページをごらんください。町道長寿命化改

修のうち、橋梁長寿命化修繕は、補修設計と補修工事をそれぞれ１橋行っております。

決算書にお戻りください。 

１０３ページ下段、町道除排雪事業は、町道及び公共施設などの除排雪業務に係る

経費として、燃料費、修繕料、委託料など１億８，３６４万６，９２１円の執行とな

っています。令和４年度は、降雪量が過去１０年平均より４０センチ以上多かったこ

と及び集中的な積雪による排雪作業の増により、委託料は当初予算から約２，９００

万円の増額となりました。不用額は、除排雪の追加補正後の降雪量が少なかったこと

によるものです。 

次ページ、１０４ページ中段、総合保安センター管理経費は、施設の維持管理に係

る経費として１５４万１，３１３円の執行となっています。次ページにまいります。 

３項１目都市計画総務費、支出済額９６６万８，４０８円。都市計画審議会運営経

費及び関係団体の負担金、立地適正化計画策定業務の委託料の執行となっています。 

次に、１０５ページ中段、２目公園費、支出済額２億２８８万７，４０１円。公園

施設管理事業は、１０７ページにかけて、公園及び緑地帯などの維持管理に係る経費

及び中央公園トイレ基本計画・実施設計業務などの委託料、中央公園の整備として、

取付道路工事、臨時駐車場整備工事、大型滑り台改修工事などの工事請負費の執行と

なっています。決算書資料１９ページには、公園の利用状況等を記載しておりますの

で参照してください。 

次に、１０７ページ中段、３目公共下水道費、支出済額６，７８９万２，０００円。

下水道事業特別会計繰出金です。後ほど特別会計決算にて説明いたします。 

４目街路事業費、支出済額４１４万６，３５３円。街路事業経費は、街路灯の電気

料等の経費を執行しています。 

４項１目住宅管理費、支出済額３，３３７万４，８３６円。建築事務経費は、建築

業務の設計積算に必要な経費として２５万９，０５１円の執行となっています。 

町公営住宅管理事業は、町公営住宅の維持管理、栄町公営住宅浴室設置工事に要す

る経費として７２６万７，８７４円の執行となっています。 
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次に、１０８ページ下段、道公営住宅受託管理事業は、道営住宅の維持管理に係る

修繕料、委託料等に要する経費として１，９５８万３，９１１円の執行となっていま

す。決算書資料１９ページから２０ページには、公営住宅管理事業として、町公営住

宅、道公営住宅の管理内容、年度末の入居状況などを記載しています。決算書資料２

０ページ上段をごらんください。 

住宅リフォーム助成事業は５６１万４，０００円の執行となっています。住宅リフ

ォーム助成事業は８年目となりますが、申請件数２３件、総工事費３，７６５万６０

０円のうち、５６１万４，０００円を申請者に助成しています。 

次に、空き家対策事業は、空き家等解体助成金１件１５万円、中古住宅購入助成金

２件５０万円を申請者に助成しています。以上で、土木費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査の機場施設管理費の説明をいたします。決算書の９３ページを

ください。 

５款１項４目機場施設管理費、支出済額１億９，１７６万１，８７１円。機場基幹

水利施設管理事業は、５つの排水機場、４つの揚水機場の維持管理及び機場の運転に

必要な経費として、電気料、点検整備に要する修繕料、委託料、工事請負費では、南

幌向揚水機場取水ゲート・除塵機設置更新工事などの執行となっています。以上で説

明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

石川委員  成果説明書の１８ページ、町道除排雪の関係についてお伺いいたします。

南幌町の除雪は近隣の町に比べてとてもきれいだという話は早くから広く言われて

いますけども、今の除雪体制を維持していく上で、やはり作業員の確保というのはや

はり大事なことではないかと思うんです。民間のほうではいろいろとその確保に対し

て取り組んでおられるというのは聞きますけども、町としてはそういう作業員の確保

を今の現時点でどのような形でされているのかお聞きしたいと思います。 

土木Ｇ主査  本町では、除雪委託業務は借上げ機械、除排雪機械運転委託業務、町

の機械の運転になりますが、その２つの契約が基本となっております。まず、委託業

務先が中心となり人を集めてもらっておりますが、町のほうも情報提供等を行い、連

携して行っております。以上になります。 

石川委員  委託先というのは道路維持組合なのかなと思うんですけども、連携され

ているということですが、実際のところ、路線について今はいいですけども、これか

ら先は住宅も売れて、今まで除雪していない路線も増えていくという話を聞きます。

あとは今準工業団地が造成されていくと、またこれから先道路が増えていくというこ

とで、作業の距離が延びていくわけでして、そうなると車も１台増やさないといけな

いのかなという気もします。そういった面で作業員を確保する上で、今の連携体制で

十分確保されていくと思われるでしょうか。いろいろと業界の情報誌などを見ると、

そのために町としても、要請する上での別な予算を付けたりしてやっているというこ

とも聞くんですけども、うちの町の場合はどういうふうに捉えておられるのかお伺い

いたします。 

土木Ｇ主幹  今のご質問についてなんですけれども、毎年業務が終わりましたら道

路維持組合と今年度の除雪体制についての情報交換を行っておりまして、それに伴い
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まして、逐次我々としましても、路線が増える所はこのような形で来年考えていると

いうことで情報提供をしながら、それに向けて人員確保していただいているというこ

とで、今後もそういった情報共有・情報交換の場を通じて、人員確保に向けて持続可

能な除雪体制の維持に向けて進めてまいりたいと思っております。以上です。 

石川委員  実際のところ、作業に当たる方は私と同じ農家の若い人たちが多いわけ

でして、結構今はそれでもそのような年齢の方がやっていますが、その人たちもリタ

イアせざるを得なくなっていくだろうと。それで、今の免許の制度からみても、なか

なか大型免許を取るというのも、中型だとかそういった形で終わったりして、なかな

かその除雪車の大型免許を取得する人が少ないなどということで、なかなかその作業

に当たる人も少ない傾向にあるといわれています。近隣では月形町で、それに向けて

資格取得のために助成を出すというような形もあるそうなんですけども、うちの町と

してそれについてはどういうふうに捉えておられるのか、再度お伺いいたします。 

都市整備課長  今の質問なんですけれども、助成金につきましては旭川など、道内

で既にもう３つか４つ、既にスタートしているんですよね。そんな中で、うちの除雪

体制につきましては、先ほども説明しましたけれども、幹線道路については町分とい

うことで、機械については町で保有して、運転手の派遣は道路維持組合にお願いをし

ている形です。また、団地については、民間の事業者、建設業者さんが割り当てによ

って作業されているという状況になっています。当然今言われる作業員の不足部分、

また、免許の取りやすい環境というところがあると思うんですけれども、これについ

ては十分道路維持組合との協議を今現在しているところでございます。従前、内田元

議員からの質問の中でも、こういう免許の制度があるので助成金を検討されたらどう

だという質問をいただきましたけれども、令和４年度につきましては人員の不足が生

じていなかったというのが実際のところありますし、将来的に今言われた部分につき

ましても、その体制になれば当然人員の確保、機械の更新等も含めて、総合的に検討

してかなければいけないのかなということは、十分道路維持組合ともお話し合いをし

ておりますので、今言われる点につきましては、必要な部分があれば町として施策と

して検討させていただきたいと考えております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  成果説明書２０ページの公営住宅管理事業です。現在、柳陽団地とシル

バー住宅で、柳陽団地が６０件あるところで６０件管理している、２０件あるところ

で２０件管理しているということで、管理しているということと全部埋まっていると

いうことはちょっと違うのかなとは思うんですけど、今日は特にシルバー住宅のこと

で１件お聞きしたいと思います。昨年、平均での入居の倍率はどのくらいだったのか

ということと、シルバー住宅に入る時の入居条件として、障がいの度合いで入居が優

先になるのか、またはあくまでも抽選なのかということを伺います。 

都市施設Ｇ主査  まず、昨年のシルバーの平均倍率なんですけども、一応シルバー

ハウジングのほうは抽選では行っていませんので、なかなか倍率というのはないんで

すけども、一応去年でいけば随時公募にしていますので、毎回１戸につき何件かとい

うのはないんですけども、平均の多い時で、去年は１戸に対して３件の入居希望はあ

りました。そのほかには１戸について１件ということで、そういったところで倍率は
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１倍だったんですけども、一応平均倍率を出すとすれば、１戸につき３件来ています

ので、３倍かなとは考えております。 

それと条件につきましては、今おっしゃったように、シルバーハウジングの場合は

一般住宅と違いまして入居条件というのがありまして、まず抽選にはならないので、

南幌町の中でシルバーハウジング運営協議会というのがありまして、そちらの中で入

居を希望されている条件を運営委員会の中で協議して決めているんですけども、その

条件につきましても、シルバーハウジングのほうは夫婦世帯と単身世帯というのがあ

りまして、単身世帯の場合は、基本的には要支援か要介護、両方持っている方が対象

になるんですけども、単身入居の場合はやはり要支援や要介護の介護度数が悪ければ

悪いほどいいというわけでもないんですね。やはり単身の場合はその人が自立して住

まなければいけないので、悪すぎるとこの方はちょっと厳しいだろうねということで、

運営協議会の中で協議して決めていく状況になっています。それで、世帯のほうは夫

婦２人世帯で、お１人の方がそういった要支援だとか要介護を持っている方で、そち

らのほうは単身で生活するわけではないので、例えば奥様のほうの身体がちょっと不

自由だとして、それは悪すぎたとしても、ご主人がそれをサポートしていくというこ

とで、一応それで入居のほうは可能だという条件になってございます。以上です。 

佐藤委員  今、きちんとしたそういう入居基準があると。抽選ではなくて、障害の

度合いとか高齢化の度合い、またいろんなことで認定委員会の中で決められるという

お話で納得したんですけれども、ただ、年々私の所に相談に来られる方は、基準のこ

とは話すんですけれども、シルバーに申し込んでもなかなか入ることができないとい

う方がいらっしゃいまして、だんだん高齢化によって、シルバーハウジングに入りた

いと思う方が増えてきているんだなというのは感じています。それで、今後そういう

介護が必要だったりとか、そういう方が住む場所としては本当にすばらしい住宅だと

思いますし、入居者が増加していくと思うんですけど、今後の考え方ですね。シルバ

ー住宅の入居希望者がどんどん増えてきたら、どのようにするとか考えていることが

あれば教えていただきたいと思います。 

都市施設Ｇ主幹  今、町のほうの住宅施策というような形で、いろいろマスタープ

ランとかにもあると思うんですが、それこそ元町のほうとか柳陽団地の所で、今道営

住宅のある部分で、一般棟を建てられるような町の敷地というものもしっかり持って

います。なので、将来的には佐藤委員おっしゃるように、一般の公営住宅が需要と供

給のバランスなどをみて不足してくるということであれば、そういったことも考えな

ければいけないですし、町営のシルバー住宅ということも将来的には視野に入れてい

かなければいけないとは考えています。ただ、現状として、道営住宅のシルバー住宅

は、なかなか空きが出ないような状況が続いているところです。ただ、空き家はあり

ますかというような町へのご連絡というのも、そこまで頻繁にはないような状況には

なってはいるのですが、入院されて施設に行くなどという形でなければ、シルバー住

宅はなかなか空きが出ないという部分があるので、そういった部分のバランスを気に

しながら、やはり将来的な部分としては、そういう新しい町営住宅のシルバーの建設

を視野に入れなければいけないということは考えております。ただ、現状ではまだそ

こまでの需要というものがみられていないものですから、今は道営住宅のシルバーと、
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一般的なサ高住、グループホーム等で対応できるものについては対応していっていた

だきたいなというように考えているところです。 

それと先ほど説明にもありましたが、あくまでも抽選というわけではないものです

から、保健福祉課の保健師も入れて、要は要望された方の度合いを検討しまして、誰

を入れたら一番そこの部分で快適な生活、必要最低限のサポートを受けながら生活で

きるかということを考えながら入居を決定しているものですから、その辺については

今後も十分内容を精査しながら、入居者を選定していくような形をとっていきたいと

いうふうに考えているところです。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

では、質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の１０番目、下水道事業特別会計について審査を行います。同時審

査として、合併浄化槽整備事業費、上水道費の説明についてもあわせてお願いいたし

ます。 

都市整備課長  それでは、下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。

歳入の説明をいたします。決算書１５９ページをごらんください。 

１款１項１目下水道事業負担金、収入済額９０２万５，９３６円。１節受益者負担

金、収入金はありません。２節管理費負担金、収入済額９０２万５，９３６円。北海

道住宅供給公社からの南幌及び江別市に対します起債償還負担金です。 

２款１項１目下水道使用料、収入済額１億１，０３４万２，７４６円。１節現年度

分使用料、収入済額１億９８２万７，１８２円、収入未済額５２万３，８９２円です。

２節滞納繰越分、収入済額５１万５，５６４円、収入未済額３３万９，７２７円です。

収納率は、現年度分が９９．５％で対前年から０．１％減となり、滞納繰越分が５９．

８％で、５％の増となっています。 

３款１項１目国庫支出金、収入済額１，０９０万円。１節下水道事業費国庫補助金、

収入済額１，０９０万円です。社会資本整備総合交付金で、晩翠ポンプ場改築計画策

定及び晩翠汚水中継ポンプ場実施計画策定業務並びに公営企業会計システム導入業

務に対する補助金です。 

４款１項１目一般会計繰入金、収入済額６，７８９万２，０００円。一般会計より

管理費、建設費、公債費の不足分として繰り入れられたものです。 

次に、１６０ページ、５款１項１目繰越金、収入済額７１３万３，６６２円。前年

度決算により繰り越したものです。 

６款１項１目延滞金、収入金はありません。 

２項１目雑入、収入済額１万１，７８２円です。公務災害補償負担金の過年度精算

分です。 

７款１項１目下水道事業債、収入済額８７０万円。江別市の南幌関連事業の負担額

及び公営企業会計移行に係る経費を起債により借入れたものです。以上、歳入合計、

予算現額２億１，３９９万７，０００円、調定額２億１，４８７万５，４４２円、収

入済額２億１，４００万６，１２６円、収入未済額８６万３，６１９円でございます。 

次に、歳出の説明をいたします。１６１ページをごらんください。 
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１款１項１目総務費、支出済額８万６，５９０円。日本下水道協会の負担金の執行

となっています。 

２目管理費、支出済額１億２，１７７万１，７１２円。１６１ページから１６３ペ

ージになりますが、管理費では、管理業務職員の給与、ポンプ場及び下水道施設の維

持管理に係る経費、使用料徴収業務及び公会計移行などの委託、江別市に対する汚水

処理に要する施設維持管理負担金、施設整備に借入れした起債償還負担金及び消費税

等の執行となっています。 

次に、１６３ページ中段、３目建設費、支出済額２，１１８万７，９９０円。晩翠

ポンプ場改築計画策定及び晩翠汚水中継ポンプ場実施計画策定業務委託料、江別市に

おいて本町が関係します、汚水処理施設の改修に係る工事負担金などの執行となって

います。 

２款１項１目元金、支出済額５，９７９万９，２４１円。 

次に１６４ページ、２目利子、支出済額５８２万３，４８９円。下水道事業の整備

に要しました費用の一部について、起債の借入れを行いました下水道事業債などの償

還費の執行となっています。以上、歳出合計、予算現額２億１，３９９万７，０００

円、支出済額２億８６６万９，０２２円、不用額５３２万７，９７８円でございます。 

次に、１６５ページをごらんください。実質収支に関する調書の説明をいたします。 

歳入総額２億１，４００万６，１２６円、歳出総額２億８６６万９，０２２円、歳

入歳出差引額５３３万７，１０４円、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、実

質収支額は５３３万７，１０４円となります。続いて、決算書資料２９ページをごら

んください。 

公共下水道事業特別会計における下水道普及率を記載しており、水洗化率は９９．

８％となっています。続きまして、決算書資料５４ページをごらんください。 

下水道事業特別会計では、下水道事業債で４００万円、公営企業会計適用債で４７

０万円の借り入れを行い、臨時財政特例債も含めた年次償還を行っており、状況は記

載のとおりでございます。以上で、下水道事業特別会計決算の説明を終わります。 

次に、同時審査の合併処理浄化槽整備事業及び上水道費の説明を行います。決算書

８４ページ中段をごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、支出済額２５５万７，０００円。合併処

理浄化槽設置補助金で、設置戸数は６戸でございます。設置戸数の内訳は、決算書資

料１４ページに記載してございますのでご参照ください。続いて、８４ページ下段を

ごらんください。 

３項１目上水道施設費、支出済額４，７９２万２，３３５円。１８節負担金補助及

び交付金、支出済額４，７９２万２，３３５円は、第１浄水場及び第２浄水場の施設

改修に係る起債負担金、企業長の給与費の一部を負担する運営負担金です。以上で説

明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の１２番目、農業集落排水事業特別会計について審査を行います。
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説明をお願いいたします。 

都市整備課長  農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。歳入

の説明をいたします。決算書１７１ページをごらんください。 

１款１項１目農業集落排水事業分担金、収入金はありません。 

２款１項１目下水道使用料、収入済額６４５万６，４６６円。１節現年度分使用料、

収入済額６４４万２，６２１円、収入未済額２万４，１７９円です。２節滞納繰越分、

収入済額１万３，８４５円で、収入未済額はありません。収納率は、現年度分が９９．

６％で対前年比０．２％の減、滞納繰越分が１００％で、対前年比と同率となってい

ます。 

３款１項１目一般会計繰入金、収入済額８２５万１，０００円。一般会計より管理

費、建設費、公債費の不足として繰入れられたものです。 

４款１項１目繰越金、収入済額３４万６，９８９円。前年度決算により繰越したも

のです。 

５款１項１目延滞金の収入金はありません。 

次ページ、６款１項１目下水道事業債、収入済額２６０万円。公営企業会計移行に

係る経費を起債により借り入れたものです。以上、歳入合計、予算現額１，８０９万

円、調定額１，７６７万８，６３４円、収入済額１，７６５万４，４５５円、収入未

済額２万４，１７９円でございます。 

次に、歳出の説明をいたします。１７３ページをごらんください。 

１款１項１目管理費、支出済額１，１３０万９，２７４円。管理費では、浄化セン

ター及び下水道施設の維持管理に係る経費及び使用料徴収業務及び公会計移行業務

などの委託に要した費用などの執行となっております。 

１款１項２目建設費、支出済額１９８万円。次ページにかけて、建設費では、夕張

太浄化センター内流用調整弁取付工事の費用を執行しています。 

２款１項１目元金、支出済額３４１万２，８６０円。 

２目利子、支出済額２４万６，３８０円。農業集落排水事業の整備に要しました費

用の一部について、起債の借入れを行いました下水道事業債などの償還額の執行とな

っています。以上、歳出合計、予算現額１，８０９万円、支出済額１，６９４万８，

５１４円、不用額１１４万１，４８６円でございます。 

次ページの実質収支に関する調書の説明を行います。歳入総額１，７６５万４，４

５５円、歳出総額１，６９４万８，５１４円、歳入歳出差引額７０万５，９４１円、

翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、実質収支額は７０万５，９４１円となり

ます。続いて、決算書資料２９ページをごらんください。 

農業集落排水事業特別会計における下水道普及率を記載しており、水洗化率は９９．

７６％となっています。次に、決算書資料５４ページをごらんください。 

農業集落排水事業特別会計では、公営企業会計適用債で２６０万円の借り入れを行

い、下水道事業債及び臨時財政特例債も含めた年次償還を行っており、状況は記載の

とおりでございます。以上で、農業集落排水事業特別会計決算の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 
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それでは質疑を終了します。本日午前中に予定していました審査項目が終了いたし

ましたので、１３時まで休憩といたします。 

（午前１１時０７分） 

（午後 １時００分） 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１３番目、第９款教育費について審査を行います。同時審査として、農

村環境改善センター管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

生涯学習課長  それでは、教育費について説明いたします。決算書は１１０ページ

中段です。主要施策の成果説明書は２１ページからとなりますので、あわせてごらん

ください。 

９款１項１目教育委員会費、支出済額１９１万１，６４２円。ここでは、教育委員

会運営経費として、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を執行していま

す。 

次に、２目事務局費、支出済額８９万５９８円。ここでは、学校運営協議会委員な

どの報酬、旅費のほか、教育委員会事務局に係る経費を執行しています。 

次に、１１１ページ中段、３目教育振興費、支出済額５，０５２万２２６円、繰越

明許費２００万円。繰越明許費は、小・中学校において新型コロナウイルス感染症対

策として、消毒液など校舎消毒に必要な経費などに係る経費を、翌年度へ繰り越して

執行するものです。ここでは、外国語指導助手招致事業、南幌高等学校支援事業、特

別支援教育推進事業、高等学校等通学費補助事業など、教育振興に係る経費を執行し

ています。成果説明書２１ページをごらんください。 

中学生国際留学プログラム事業につきましては、令和元年度以来３年ぶりの事業実

施となりましたが、派遣先を海外から国内、派遣期間を１０日間から４日間へと規模

を縮小しての実施とし、中学生６名を山梨県へ派遣しております。 

次に、英語検定料助成事業につきましては、英語力、学習意欲の向上を図るため、

英語検定料の２分の１を助成しており、令和４年度からの新規事業となっております。

決算書１１６ページにお戻りください。 

４目教育財産管理費、支出済額３８７万７５７円。ここでは、教職員住宅など教育

財産の維持管理に係る経費を執行しています。 

次に、５目通学バス運営費、支出済額１，８３５万３０４円。ここでは、通学バス

運営事業として、スクールバス３台分の運行経費を執行しています。 

次に、１１７ページ、２項１目学校管理費、支出済額３，２２２万５，４５８円。

ここでは、小学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。次に、１１

８ページ下段になります。 

２目教育振興費、支出済額１，４４５万６，７９５円。ここでは、小学校の総合的

な学習事業、教育コンピューター施設整備事業、教育振興経費として要保護及び準要

保護児童の就学援助に係る経費などを執行しています。１１９ページ中段の、１２節

委託料におきまして、学校図書館システム導入に係る経費を執行しております。 

次に、１２０ページ、３項１目学校管理費、支出済額２，８９３万５，６１７円。

ここでは、中学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。１２２ペー
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ジ上段の１２節、委託料におきまして、中学校体育館改修実施設計に係る経費を執行

しております。 

次に、２目教育振興費、支出済額１，３４７万７，７３６円。ここでは、中学校の

総合的な学習事業、教育コンピューター施設整備事業、教育振興経費として要保護及

び準要保護生徒の就学援助に係る経費などを執行しています。次に、１２３ページ中

段になります。 

４項１目社会教育総務費、支出済額４４万１，５３６円。ここでは、社会教育審議

会委員１２名の報酬、旅費のほか、社会教育総務全般に係る経費を執行しています。

次に、１２４ページです。 

２目社会教育振興費、支出済額３８１万９，３３２円。ここでは、社会教育振興事

業として、さわやかカレッジ、ふるさと南幌みらい塾、二十歳を祝う会などの運営に

係る経費のほか、青年団体協議会などの社会教育関係団体への支援、青少年健全育成

事業として、放課後子ども教室などに係る経費を執行しています。成果説明書２２ペ

ージをごらんください。 

青少年健全育成事業におきまして、令和４年度からの新規事業としまして、前向き

に夢を目指す子どもたちを育成することを目的に、プロフェッショナル講演会を実施

しております。決算書１２５ページ中段にお戻りください。 

３目子ども未来費、支出済額４万４，７２６円。ここでは、家庭教育支援事業とし

て、すくすく広場などの子育て支援事業に係る経費を執行しています。 

次に、４目文化振興費、支出済額１０４万７９４円。ここでは、芸術・文化推進事

業として、芸術鑑賞会や、書初め大会の開催のほか、文化協会に対する支援、読書活

動推進事業として、読み聞かせ業務の委託に係る経費を執行しています。 

次に、１２６ページ中段、５目社会教育施設費、支出済額２１８万３６０円。ここ

では、社会教育施設管理経費として、三重レークハウスの管理経費を執行しています。 

次に、６目生涯学習センター管理費、支出済額２，７７８万４，１８０円。ここで

は、生涯学習センター運営に係る経費を執行しています。次に、１２８ページ下段に

なります。 

５項１目保健体育総務費、支出済額５３７万８，３６８円。ここでは、スポーツ推

進委員８名に対する報酬、旅費やスポーツ教室の運営に係る経費、スポーツ少年団な

どの社会体育関係団体に対する支援に係る経費のほか、スポーツ振興に係る経費を執

行しています。次に、１３０ページ中段になります。 

２目スポーツセンター管理費、支出済額６，２８９万７，３８７円。ここでは、町

民プールを含むスポーツセンターの維持管理に係る経費を執行しています。１３１ペ

ージ中段になります。１２節委託料において、スポーツセンター改修実施設計業務に

係る経費を執行しております。 

次に、３目給食センター運営費、支出済額９，４０１万３，９６６円。ここでは、

給食センターの管理運営及び給食賄材料などに係る経費を執行しています。以上で、

教育費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査、農村環境改善センター管理費をご説明いたします。決算書の

９４ページ下段をごらんください。 
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５款１項５目農村環境改善センター管理費、支出済額１，３５６万５，７８３円。

ここでは、改善センターの維持管理に係る経費を執行しています。以上で、教育委員

会関係の説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  大きく２点質問させていただきます。まず１点目、成果説明書の２１ペー

ジになるんですけれども、ＩＣＴの活用についてお伺いします。スマイルネクストと

いう小・中学校授業支援ソフトがあるんですけれども、これについての詳細を教えて

いただきたいです。あわせて、ＩＣＴを活用することでタブレットを子どもたちは使

っていると思うんですけれども、破損や故障の数はどのくらいあるのか教えていただ

きたいです。 

次に２点目として、成果説明書２３ページの健康づくり・体力向上事業についてお

伺いします。軽スポーツ教室の参加人数が令和３年と比べると横ばいか減少傾向にあ

りますが、その要因を教えていただきたいです。 

学校教育Ｇ主幹  まず、スマイルネクストについてです。小・中学校向けの学習ソ

フトでして、教務支援や学習ツール、情報教育教材などの機能が一つになっているソ

フトでありまして、ドリル学習や共同学習、またプログラミング教育ができる教材と

なっております。学習ツールの部門に関しましては、ドリル形式となっておりまして、

問題を解いた時に正解になると画面に丸が付いたり、不正解だとバツやチェックが付

いたりするようになっています。また、クラスの取組状況や正答率を一覧で教員が確

認できたり、つまずきの多い問題や、どの生徒がどの問題でつまずいているかという

のもすぐ確認できるようなものになっています。また、学習ソフト支援以外としまし

ては、キーボードを早く正確に入力する練習機能も兼ねそろえておりまして、情報活

用能力を育成できる機能もそろっているような状況になっています。それと、クロー

ムブックの故障台数なんですが、令和４年度に２台故障して、修理をしております。

それ以降に故障となったものが１３台ございまして、１３台の内訳としましては、小

学校が８台と、中学校が５台となっている状況です。主な故障の原因につきましては、

液晶が割れるとか、キーボードの１か所が押せなくなったという部分になっています。

液晶のひび割れについては大きなひびではないのですが、やはり生徒さんが使用する

ものですから、予備のクロームブックと交換をして使用している状況になっておりま

す。以上です。 

社会教育Ｇ主幹  健康づくり・体力向上事業の参加人数の傾向についてのご指摘で

ございますが、ご指摘のとおりメニューによっては、横ばいや減少しているものもご

ざいます。成果説明書に記載をしている数字につきましては、延べ人数でございます。

メニューの中には、コロナの影響で開催回数が減少したものもございます。そのため

延べ人数が減少しているというものも中にはございます。例えば、チューブストレッ

チ・ヨガにつきましては、比較で延べ人数が８名微減してございますが、登録者数と

いう観点でみれば、令和３年度が１７名、令和４年度が２２名でございました。もち

ろん出席率、出席の状況にもよりますので一概にはいえませんが、メニューそれぞれ

の状況もございます。また、令和３年、４年につきましては、コロナによる社会的な

外出自粛の風潮・傾向もございました。その中でこの２か年の参加人数の増減の要因
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につきましては、何か教室の中での変化ですとか、大きな課題や問題などによるもの

ではなく、起こりうる誤差・差異の範囲内であったものとこちらのほうでは押さえて

おります。以上です。 

星委員  健康づくり・体力向上の増減については理解いたしました。ありがとうご

ざいます。再質問させていただきます。まず、学習支援のスマイルネクストについて

なんですけれども、この学習支援ソフトを導入することで、授業の進みや取りかかり

について以前とどう変わって、教育委員会のほうではどのような評価をされているの

か教えていただきたいです。 

２点目に破損についてなんですけれども、破損で使えなくなった生徒さんは、代替

のタブレットで対応しているのか、どのような対応策を取られているのかをお伺いし

ます。 

学校教育Ｇ主幹  このスマイルネクストを利用することに当たりまして、先ほども

説明させていただいたんですが、学校の教員が、どの子どもたちがどの部門でつまず

いているかという所がすぐにわかるということと、このソフトの中に教材がセットに

なっていますので、例えば授業の開始にプリントを配布することはなく、すぐに皆さ

んタブレットで授業を開始できるという利点もあります。 

また、使えなくなったタブレットなんですけども、代替ということではなく、同じ

くクロームブックを購入してございますので、それを破損した子どもに使っていただ

くというような対応をさせていただいております。以上です。 

星委員  ＩＣＴのタブレットを使う際に、通信の障害などが起きたことはないので

しょうか。 

学校教育Ｇ主幹  通信障害については、今のところ報告が入ってございませんので、

皆さんスムーズに使えていると感じております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑ございませんか。 

佐藤委員  成果説明書２２ページの、青少年健全育成事業の放課後子ども教室（あ

そびの達人）なんですが、令和３年度の登録者数が１０２人で、昨年度が６９人とい

うことで、住宅団地に子どもたちも増えている中で、登録者数が減っているという要

因を教えていただきたいと思います。 

また、実施回数が２５回ということで、コロナ禍で本当に苦労されたんだなと思い

ます。場所の確保や事業のやり方ですとか、その中で分かる範囲でいいのですけれど

も、コロナ禍でどのように実施されたのかを伺います。 

それと３点目に、以前からなんですけれども、このあそびの達人のボランティアス

タッフについて、支える側の人たちの人員を確保するのに、だんだん高齢化というこ

ともあって人が少なくなっているということを聞いているんですけれども、どのよう

にして確保しながらやっていかれているのか、この３点をお聞きします。 

社会教育Ｇ主幹  青少年健全育成のあそびの達人についてのお尋ねでございます。

登録者が令和３年度から令和４年度にかけて減少しているという部分につきまして

は、学童保育に登録している児童も合算して、その人数の中に入っております。令和

３年度につきましては、学童の児童さんが多くて７０名でございました。令和４年度

につきましては、学童の児童の数が減っているという部分もございます。また、窓口
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登録といって、学童に入っていない子どもたちの参加につきましては、全体の合算数

ほど多くはないということが内訳の数字としてはあります。 

２点目の、コロナ禍においてどのようにあそびの達人教室を行っていたのかという

部分でございますが、まず、コロナ前は全学年が一つの教室で参加しておりました。

昨年につきましては、１・２年生のクラス、３年生以上のクラスの２クラスに分けま

して、それぞれを隔週で人数を少し減らして対応したところでございます。ただ、学

級閉鎖ですとか、学校のほうでコロナの感染が流行している時期については、開催を

断念するというようなこともございましたので、ご指摘のとおり開催数としては減少

している部分はございます。 

３点目のボランティアスタッフでございますが、人員の確保につきましては、こち

らのほうとしても工夫、苦慮している部分がございます。ただ、昨年から児童の保護

者の若いお父さんが入っていただいたりですとか、その中で今まで長年スタッフとし

て活躍、活動していただいている年配の方もいらっしゃいます。現状は１０名弱くら

いのサポーターの中から、毎回約５名、６名の方々に参加していただいております。

今年につきましては７０名以上の登録がなされていて、非常に多い日もあるんですけ

どれも、指導者の中でしっかりと打ち合わせをしながら役割を分担して子どもたちを

見守るということで、現状の参加人数の中ではスタッフは足りているということで、

こちらのほうとしては認識をしているところでございます。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

質疑がないようですので、終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

（午後 １時２２分） 

（午後 １時２３分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１４番目、第８款消防費について審査を行います。説明をお願いいたし

ます。 

総務課長  決算書の１０９ページをお開きください。 

８款１項１目消防費、支出済額２億３，７０５万１，０００円。南空知消防組合負

担金事業では、本部費負担金、南幌支署費負担金、南幌消防団費負担金、南幌支署施

設費負担金を執行しています。成果説明書の２０ページをごらん願います。 

消防支署運営事業では、救急救命士処置拡大のための講習会経費、救急隊員等新型

コロナウイルス感染防止対策事業として、感染防止衣と消耗品購入経費を執行してい

ます。なお、火災・救急件数、火災出動の内訳、救急出動の内訳につきましては、記

載のとおりでございます。 

次に、消防団運営事業では、消火栓７基の本体取替経費と、消防団員活動服更新に

係る経費を執行しています。以上です。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、質疑を終了いたします。 

続いて、審査順序の１５番目、第１０款公債費について審査を行います。審査順序
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の１６番、第１１款予備費についても同時に審査を行います。説明をお願いいたしま

す。 

総務課長  それでは、決算書の１３３ページをごらん願います。 

１０款１項１目元金、支出済額５億９，０８３万５，９４２円。地方債元金の償還

金です。令和４年度末の地方債残高につきましては、前年度と比較して２億４，２９

４万７，０００円増加し、７２億９，３５５万４，０００円となります。 

次に、２目利子、支出済額２，１７５万４，７７４円。ここでは、地方債の償還金

利子、一時借入金利子、基金繰替運用利子を執行しています。 

続きまして、１１款予備費の説明を行います。 

１１款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

最後に、１３４ページ下段、歳出の合計です。予算現額８２億６，６７４万９，０

００円、支出済額８１億１，９３９万５，６９７円、不用額は１億４，７３５万３，

３０３円です。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。ここ暫時休憩いたします。 

（午後 １時２７分） 

（午後 １時２８分） 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１７番、一般会計歳入について審査を行います。説明をお願いいたしま

す。 

税務課長  決算書の７ページをお開きください。 

１款１項１目個人、収入済額３億３，０３６万６，５２３円、不納欠損額２万６３

８円、収入未済額１，００９万７，０５１円。不納欠損の内訳は、執行停止３年経過

２名で、２件でございます。収入未済額の内訳は、現年課税分３１名と２社で９４件、

滞納繰越分７８名と２社で４７８件でございます。 

次に、２目法人、収入済額５，１８７万８，０００円、不納欠損額１７万円、収入

未済額６万円。不納欠損の内訳は、執行停止３年経過１社で３件でございます。収入

未済額の内訳は、現年課税分１社で１件でございます。 

次に、２項１目固定資産、収入済額３億２，１６５万９，９６２円、不納欠損額１

８万９，３００円、収入未済額５４１万４，５４８円。不納欠損の内訳は、執行停止

３年経過１名で２２件、消滅時効２名で２件でございます。収入未済額の内訳は、現

年度課税分２７名で１０３件、滞納繰越分３５名で３１１件でございます。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金、収入済額１７４万２，０００円。北海道

と国が所有する町内の固定資産に対して交付金として交付されるものです。 

次に、３項１目環境性能割、収入済額１７３万５，１００円。新車の軽自動車の取

得に対してかかるものです。 

次に、２目種別割、収入済額２，５９９万５，５００円、不納欠損額１万２，９０

０円、収入未済額６万８，３００円。不納欠損の内訳は、消滅時効１名で１件でござ

います。収入未済額の内訳は、現年課税分４名で４件、滞納繰越分２名で２件でござ
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います。 

次に８ページ、４項１目町たばこ税、収入済額６，８８８万９７９円。売渡し等に

係るたばこの本数に基づき納付されるものです。 

次に、５項１目入湯税、収入済額１，３４８万７，２５０円。南幌温泉の入湯行為

に係るものです。次に、決算書資料の１ページをお開きください。 

決算書資料の数値は、過去３か年分の決算数値を記載しております。なお、各調書

は、右側の令和４年度でご説明いたします。初めに、町税に関する収入調書につきま

しては、現年課税分と滞納繰越し分を合算したものでございます。 

上段の町民税、個人、収入済額前年比２５５万２，０００円の減。主な要因は、農

業所得の減によるものです。 

法人、収入済額前年比８９万６，０００円の増。主な要因は、各法人の収益の増に

よるものです。 

次に、固定資産税、土地、収入済額前年比１００万９，０００円の増です。主な要

因は、工業団地宅地売却に伴い、非課税から課税になったことによるものです。 

家屋、収入済額前年比１，３８２万８，０００円の増。主な要因は、新築住宅建築

が多かったことによるものです。 

償却資産、収入済額前年比８８２万８，０００円の増。主な要因は、令和３年度に

実施した新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した中小事業者に対する軽

減特例の終了によるものです。 

交付金、収入済額前年比９４万１，０００円の減。主な要因は、５年ごとの価格改

定に伴うものでございます。 

次に、軽自動車税、環境性能割、収入済額前年比９４万５，０００円の増。主な要

因は、新車購入台数の増によるものです。 

種別割、６２万６，０００円の増。主な要因は重課車両・課税台数の増によるもの

です。 

次に、たばこ税、収入済額前年比５１１万円の増。主な要因は、電子たばこ換算特

例の終了及び課税本数の増によるものです。 

次に、入湯税、収入済額前年比６９万２，０００円の増。要因は、宿泊・日帰りの

利用客の増によるものです。 

以上、町税の収入済額合計は８億１，５７４万５，０００円、収入済額前年比２，

８４４万１，０００円の増でございます。 

続きまして、左下の納税義務者等に関する調書についてご説明いたします。数値は、

現年課税分を記載しております。町民税、個人、前年比５９人減の３，６６４人。法

人、前年比１５件増の２１８件でございます。次に、固定資産税、前年比２５人増の

３，４５８人でございます。次に、軽自動車税、前年比７３台増の４，３６４台でご

ざいます。次に、入湯税、前年比７，８６２人増の１７万１，１７７人でございます。

続きまして、新築住宅評価数の推移でございます。前年比５３件増の９２件でござい

ます。内訳は、町内８件、町外からの転入８４件でございます。最後に、法人町民税

の納税状況でございます。法人全体で、前年比４件の増、納税額は９０万８，０００

円の増で、２１８件、５，１６９万８，０００円でございます。以上で、１款町税の
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説明を終わります。 

続きまして、別途配布しております町税等の収納対策関係資料につきましては、担

当より説明いたします。 

収納対策Ｇ主幹  私のほうからは、別途お配りしております収納関係資料の２点に

ついてご説明をさせていただきます。最初に、表紙に決算特別委員会「町税等収納対

策関係資料」と記載されているほうをごらんいただければと思います。表紙をめくっ

ていただきまして、１ページから５ページまでは、過去５年間の各種町税及び国民健

康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納状況について記載しております。

それでは、税目ごとに令和４年度の現年課税分の収納状況を中心にご説明いたします。 

１ページ目上段の個人町民税をごらんください。令和４年度の現年度分につきまし

ては、収納率９９．５５％で、前年度とほぼ同率となっております。未納者は３３名

で、その半数以上の方が納付誓約による分割納付を行っており、年度内での完納がで

きない状況となっております。収入未済額は、収納率が０．０１ポイント減少したこ

とから、前年度より３万３，０００円ほど増加しております。次に、下段の法人町民

税をごらんください。令和４年度の現年度分につきましては、収納率９９．８８％で、

前年度より０．１２ポイント減少しております。未納者は１社で、収入未済額は前年

度より６万円増加しております。次ページになります。 

２ページ目上段の固定資産税をごらんください。令和４年度分の現年度分につきま

しては、収納率９９．６３％で、前年度より０．０５ポイント増加しております。未

納者は２５名、２社で、うち７名が納付誓約による分割納付を実施しております。な

お、収入未済額は、収納率が若干増加したことから、前年度より５万４，０００円ほ

ど減少しております。次に、下段の軽自動車税をごらんください。令和４年度の現年

度分につきましては、収納率９９．８４％で、前年度より０．０５ポイント減少して

おります。未納者は４名で、前年度より２名増加しております。結果、収入未済額も、

わずかですが１万６，０００円ほど増加しております。 

次ページの３ページにつきましては、入湯税とたばこ税についてですが、ともに収

納率１００％になっております。次ページになります。 

４ページ目上段、国民健康保険税をごらんください。令和４年度の現年度分につき

ましては、収納率９７．３８％で、前年度より０．７ポイント減少しております。未

納者は５１名で、前年度より１２名増加しております。収入未済額は、収納率が下が

ったことに伴い、前年度より１３９万３，０００円ほど増加しております。次に、下

段の介護保険料をごらんください。令和４年度の現年度分につきましては、収納率９

９．８８％で、前年度より０．０３ポイント増加しております。未納者は７名で、前

年度と同数となります。収入未済額は前年度よりわずかですが、４万円ほど減少して

おります。次ページになります。 

５ページは、後期高齢者医療保険料についてです。令和４年度の現年度分につきま

しては、収納率１００．０６％で、前年度より０．７５ポイント増加しております。

未納者は２名で、前年度より１名減少しております。収入未済額は、前年度より５９

万２，０００円ほど減少しております。なお、収納率が１００％を超えているのは、

転出や死亡等で、保険料が更正された方の還付金がまだ還付されずに、収納額に含ま
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れたままとなっているためでございます。次ページになります。 

６ページは、滞納処分等の状況について載せております。滞納処分につきましては、

納期限到来後、未納者に対し督促状及び催告書を送付し、その後も納付や納付相談の

ない方、または分納誓約の不履行の方などを対象に財産調査等を実施し、その後、財

産の差押えを執行しているところでございます。最初に上段の差押執行状況をごらん

ください。令和４年度は、預貯金の差押えで１７件、８７万９，２８９円を執行して

おります。ほかに道税還付金９件、こちらは自動車を入れ替えた際の自動車税還付金

になります。続いて、国税還付金５件、こちらは確定申告の際に所得税が還付となっ

た場合の還付金になります。これらを含め、合計で３１件、１１１万８，１６６円の

差押えを執行しております。次に、左下になりますが、財産等把握調査をごらんくだ

さい。預貯金調査を始め、勤務先調査、住民票・戸籍謄本等の交付請求など、合計で

７４件実施しております。次に、右側中ほどの分納誓約徴収をごらんください。納期

どおりに納めることができない方につきましては、納税相談により納付誓約書を徴収

し、分割納付を行っておりますが、令和４年度につきましては、５４件の誓約書を取

っております。誓約件数の内訳につきましては、その下に記載のとおりでございます。

次ページになります。 

７ページは、不納欠損額の内訳について載せております。上段の税目別内訳をごら

んください。令和４年度は、町民税（普通徴収）、町民税（特別徴収）、法人町民税、

固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税で不納欠損処理を行っており、合計で８人、

８４件、７０万９，７９５円を実施しております。一部重複する者がおりますので、

実人数としましては７人で、正確には備考欄のほうに記載しておりますとおり、２社、

５人となります。下段には、根拠法令別の内訳として記載しております。次ページに

なります。 

８ページは、町税等滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例に係る納

税確認同意書の提出件数についてでございます。こちらの表に記載のナンバー１から

ナンバー２９までの行政サービスを利用する際は、町税等の納付確認が必須となって

おります。令和４年度中に納税確認の依頼があった件数は、個人で８５４件、法人で

７２件、合計で９２６件となっており、前年度より３８件増加しております。納税確

認の依頼があった行政サービスの内訳につきましては、中段の項目別集計に記載のと

おりでございます。なお、納税確認の結果、滞納があり納税相談を要すると判定され

た件数は、全部で７件ありましたが、下段の表にその内訳を記載しておりますのでご

らんください。この７件のうち６件は納税相談を行い、納付誓約書を提出するなどに

より、特例措置が可能となりましたが、残り１件につきましては、期限までに納税相

談に来られなかったことから、結果的にサービス制限が適用された形となっておりま

す。次ページになります。 

最後の９ページは、コンビニ収納等月別利用状況についてでございます。最初に上

段のコンビニの表をごらんください。上段が件数、下段が金額となっております。上

段の利用件数ですが、合計で１万１，６４４件となり、前年対比では２６４件増加し

ております。収納額では、合計で１億３，３２５万９，０４８円となり、前年対比で

５６０万円ほど増加しております。なお、ストア別で見ますと、昨年同様、ローソン
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が４，３４７件と１番多く利用されている状況にあります。次に、中段のスマートフ

ォンの表をごらんください。スマートフォンアプリのＰａｙＰａｙとＬＩＮＥＰａｙ

を利用した電子決済を令和３年度から導入し、２年目となりますが、合計で６３０件

の利用があり、前年対比では１８０件増加しております。収納額では、９５９万４，

９４８円の収納があり、前年対比で２５２万円ほど増加しております。コンビニ収納

につきましては、平成２６年度の導入以来、利用件数は年々増加し続けている状況に

あります。また、導入２年目となりましたスマホアプリによる電子決済につきまして

は、場所を選ばずに、いつでも納付が可能という利便性のよさが住民の方にも次第に

浸透していることから、利用増につながったものと思われます。以上で、町税等収納

対策関係資料の説明を終わります。 

続きまして、別冊になりますが、表紙に町税等収納状況【平成２６年度～令和４年

度】と記載の資料をごらんいただきたいと思います。こちらの資料は、表紙に記載が

ありますとおり、町民税からたばこ税までの９つの税目について、過去９年間の収納

状況の推移をグラフで表示したものとなっております。１ページ目をごらんください。

こちらは町民税になりますが、上段が現年課税分と滞納繰越分の合計、中段が現年課

税分、下段が滞納繰越分ということで、それぞれ赤い棒グラフが調定額、青い棒グラ

フが収納額、緑の折れ線グラフが収納率を示しており、過去からの推移を見ることが

できます。大変申し訳ございませんが、こちらの資料の説明につきましては割愛とさ

せていただき、後ほどごらんいただければと思います。 

最後になりますが、今後も収納率向上を目標に、納付環境、納付手段の改善を図り

ながら、引き続き公平・公正な税務業務を推進してまいりたいと思っております。以

上で、全ての資料の説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  今コンビニ収納等が、ＰａｙＰａｙも含めてかなり増えてきているとい

う状況なんですが、今まで金融機関の口座振替が結構あったと思うんですが、この割

合はどのようになってきているんでしょうか。特に新しい方が増えてくると、どちら

かというと金融機関よりもこういう新しい形というか、コンビニから払うような形が

増えているのかなというのもあるんですが、その辺の状況を教えていただきたいと思

います。 

収納対策Ｇ主査  ただいまの西股委員のご質問にお答えいたします。令和４年度の

実績で、コンビニ納付は住民税、固定資産税、軽自動車税、国保税、介護保険、後期

の保険料で集計した分になるんですけれども、全体の２０．７％ほどが金融機関から

の口座振替となっております。以上です。 

西股委員  再質問させていただきますけれども、２０％が金融機関からのものとい

うことですね。ということは、そのほかはコンビニですとか、そういう所に散らばっ

たというような感覚でよろしいんでしょうか。 

収納対策Ｇ主査  そうです。 

西股委員  わかりました。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  関連になるんですけども、このコンビニを使った収納は手数料が当然掛
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かると思うんですけども、どのくらいの割合で掛かるんでしょうか。 

また、その手数料というのは当然町が持つということになると思うんですけども、

それはどのような形で費用としてあらわしているのか、それについても教えていただ

きたいと思います。 

収納対策Ｇ主査  コンビニ収納の手数料は、令和５年の３月までは１件税抜５８円

となっておりました。４月から１円上がりまして、税抜５９円の手数料となっており

ます。こちらはコンビニ収納とスマホ収納の両方とも、１件当たり同じとなっており

ます。以上です。 

石川委員  この一般会計の中では、その手数料というのはどのような形であらわさ

れるというか、その減った金額が税として入っているというような形になるんでしょ

うか。 

収納対策Ｇ主査  手数料につきましては、税金は税金本体の金額で納付・収納があ

りまして、そのほかに手数料ということでお支払いしていますので、差し引きという

ことではございません。以上です。 

総務課長  決算書の、コンビニ収納の取扱手数料でみている部分ですね。 

石川委員  わかりました。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。では２時まで暫時休憩とします。 

（午後 １時５４分） 

（午後 ２時００分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１７番、一般会計歳入について審査を行います。説明をお願いいたしま

す。 

総務課長  それでは、私のほうから説明させていただきますが、以降の歳入につき

ましては主な項目のみの説明とさせていただきますので、ご了承をお願いします。そ

れでは決算書の８ページ中段をごらん願います。 

２款１項１目地方揮発油譲与税、収入済額２，１６７万４，０００円。国税として

揮発油に課税された地方揮発油税のうち、ルール分により市町村に交付されるもので

ございます。 

２項１目自動車重量譲与税、収入済額６，４８７万７，０００円。国税として徴収

される自動車重量税の３分の１が市町村に交付されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、収入済額９１万円。国税として徴収される森林環境税の

一定割合分が交付されるものです。 

次ページにかけまして、３款１項１目利子割交付金、収入済額３２万７，０００円。

北海道に納付された利子割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

４款１項１目配当割交付金、収入済額２３８万８，０００円。北海道に納付された

配当割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、収入済額１９２万６，０００円。北海道に

納付された株式等譲渡所得割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 
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６款１項１目、法人事業税交付金、収入済額１，０２９万８，０００円。北海道に

納付された法人事業税のうち、一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、収入済額１億８，７４６万８，０００円。消費税

のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるものです。 

次ページにかけまして、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、収入済額６０４万５

４４円。リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が市町村に交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、収入済額７７４万１，０００円。北海道に納付さ

れた自動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、収入済額６１１万６，０００円。住宅借入金等特

別税額控除の実施に伴う、地方の減収分を補填することを目的に交付されるものです。 

２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、収入済額６万

円。新型コロナウイルス感染症の影響により、固定資産税の償却資産の軽減措置によ

る地方税の減収分を補填するために交付されるものです。 

次ページにかけまして、１１款１項１目地方交付税、収入済額２７億７，１８８万

８，０００円。内訳につきましては、普通交付税２２億９，１６５万１，０００円、

特別交付税４億８，０２３万７，０００円です。前年度と比較しますと、普通交付税

は０．４％の増、特別交付税は９．８％の増となっております。 

１２款１項１目交通安全対策特別交付金、収入済額９１万５，０００円。交通違反

の反則金を原資に、交通安全施設整備費に充てるための財源として交付されるもので

す。 

１３款１項１目農林水産業費分担金、１節農業費分担金、収入済額２６９万６，２

５３円。排水路整備分担金及び道営土地改良事業分担金として収入したものです。 

２項１目民生費負担金、１節高齢者保護措置費負担金、収入済額１６７万４，６０

０円。高齢者保護措置費用徴収金です。２節児童福祉費負担金、収入済額２１８万２，

８００円。なんぽろ児童会に係る学童保育料です。３節保育所費負担金、収入済額４

７０万２，０００円。南幌いちい保育園に係る保育料です。４節滞納繰越分について

は、本年度収入額はございません。少し飛ばしまして、次ページの下段になります。 

１４款１項４目土木使用料、３節住宅使用料、収入済額２，６０７万２，２１０円。

公営住宅及び子育て支援住宅使用料で、収入未済額は２１万３，０００円、滞納件数

は公営住宅分の４件です。次ページ、４節滞納繰越分、収入済額４２万３，８２０円。

収入未済額は７７万１，８６７円で、公営住宅使用料８件分の過年度滞納分です。 

５目教育使用料、２節スポーツセンター使用料、収入済額２１０万７，８８０円。

町民プール使用料６８万５，９００円が含まれています。 

続きまして１３ページ下段、１５款国庫支出金、１７ページにかけまして、法令等

による事務事業に対する国からの負担金、補助金及び委託金です。それぞれ歳出と連

動しており、各制度に基づく国の負担割合に応じて措置されるもので、内容の説明は

省略しますが、各項目とも調定額どおりの収入済額となっております。 

次に１７ページ下段、１６款道支出金、２２ページにかけまして、国庫支出金同様、

法令による事務事業に対する道からの負担金、補助金及び委託金です。内容の説明は

省略しますが、各項目とも調定額どおりの収入済額となっております。 
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次に２２ページ中段、１７款２項１目不動産売払収入、収入済額８２万４，７７６

円。町有地２件及び道央圏連絡道路工事に伴う町有地１件の売払いによるものです。 

次に下段から次ページにかけまして、１８款１項１目一般寄附金、収入済額４４６

万５，０００円。個人７名、法人４社から寄附金を受けたものです。 

次に、２目教育費寄附金、収入済額２９万７，８４２円。２団体から寄附金を受け

たものです。 

次に、３目ふるさと応援寄附金、収入済額１億６，５３５万５，０００円。内訳と

して、ふるさと応援寄附金１万５，６９９件、１億５，７８５万５，０００円。企業

版ふるさと応援寄附金８社、７５０万円となっております。 

次に、１９款１項３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、収入済額９６０万円。

南幌温泉指定管理料などの管理運営経費に充てるため、基金から繰り入れを行ったも

のです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、収入済額１億４７２万９，０００円。子どもの医療

費助成、少年団活動、高校生通学費補助や高齢者世帯の除雪支援など、寄附指定事業

経費に充てるため、基金から繰り入れを行ったものでございます。次ページにまいり

ます。 

２０款１項１目繰越金、収入済額１億８，９８０万５，５００円。令和３年度一般

会計からの繰越金で、うち、繰越し９事業に係る一般財源分３，７７７万９，０００

円が含まれております。 

次に、下段から次ページにかけまして、２１款４項１目北海道住宅供給公社受託事

業収入、収入済額１，６７６万７，０００円。住宅供給公社が所有する用地の草刈り

など、町が受託するための事業収入です。 

次に、４目土地改良事業調査受託事業収入、収入済額１，０９２万４，０００円。

西幌ほか４地区の道営経営体育成基盤整備事業換地業務を町が受託するための事業

収入です。次ページにまいります。 

中段、５項４目給食費収入、１節学校給食費収入、収入済額２，３７５万７，９４

１円。収入未済額は８万６，７５１円で、滞納件数は６件です。２節滞納繰越分、収

入済額１７万６，８６７円。収入未済額は５６万７，２１３円で、過年度分の滞納件

数は６件です。 

次に２８ページ中段、２２款１項１目総務債、収入済額５億５，６８０万円。子ど

も室内遊戯施設整備事業などに係る起債です。 

次に、２目衛生債、１節保健衛生事業債、収入済額４４０万円。保健福祉総合セン

ター改修事業に係る起債です。 

３目農林水産業債、１節土地総合整備事業債、収入済額４，２７０万円。農業競争

力基盤強化特別対策事業に係る起債です。２節農業施設整備事業債、収入済額４，０

６０万円。農業水路等長寿命化整備事業ほか２事業に係る起債です。次ページにまい

ります。 

４目商工債、１節商工事業債、収入済額１，３１０万円。南幌温泉改修事業に係る

起債です。 

５目土木債、１節道路整備事業債、収入済額５，９７０万円。町道及び橋梁長寿命
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化整備事業に係る起債です。２節公園施設整備事業債、収入済額５，１８０万円。公

園施設長寿命化及び改修事業に係る起債です。 

６目消防債、１節消防水利整備事業債、収入済額５１０万円。消防水利施設整備に

係る起債です。 

７目教育債、１節教育施設整備事業債、収入済額５００万円。中学校体育館改修事

業の実施設計に係る起債です。２節社会教育事業債、収入済額１，９９０万円。スポ

ーツセンター改修事業の実施設計に係る起債です。 

８目臨時財政対策債、収入済額３，４６８万３，０００円。地方の財源不足を補う

ための起債です。以上、歳入合計、予算現額８２億６，６７４万９，０００円、調定

額８２億６，２７８万３，６４８円、収入済額８２億４，５０６万６，６２４円、不

納欠損額４２万４，０９４円、収入未済額は１，７２９万２，９３０円です。次に、

１３５ページをお開きください。 

実質収支に関する調書について説明させていただきます。１歳入総額８２億４，５

０６万６，６２４円。２歳出総額８１億１，９３９万５，６９７円。３歳入歳出差引

額１億２，５６７万９２７円。４翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５実質収

支額１億２，５６７万９２７円。６につきましては該当ございません。 

以上で説明を終わりますが、お配りをしてございます南幌町決算資料の３１ページ

以降には、町有財産としての土地、建物並びに有価証券や出資金、各種基金の現在高、

また、各会計の決算比較表など、参考として添付させていただいておりますので、後

ほどお目通しをお願いします。以上で、全ての説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

本日予定しておりました審査項目が全て終了しました。９月１１日月曜日、午前９

時３０分まで延会といたします。 

 

（午後 ２時１７分） 
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決算審査特別委員会会議録 

（３日目 R5.9.11 9:30～10:29） 

 

熊木委員長  皆さんおはようございます。 

金曜日より延会となっておりました決算審査特別委員会をただいまから再開いた

します。本日の出席人員は８名であります。なお、湯本議員より欠席の届出が出て

おります。 

令和４年度南幌町病院事業会計決算の審査を行います。それでは説明をお願いい

たします。 

町立病院事務長  令和４年度南幌町病院事業会計決算をご説明いたします。決算

書１ページをごらんください。（１）収益的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益、決算額３億２，５７８万４，３８

１円です。 

２目外来収益、決算額１億５，４５７万２，１６７円です。少しページが飛びま

す。めくっていただきまして、１５ページをごらんください。 

３業務（１）業務量、①患者数及び料金収入です。入院の状況です。入院患者数

は１万４，６３２人、１日平均４０．１人で、平均単価が２万２，２６５円です。

外来の状況です。外来患者数は１万５，６５１人、１日平均６４．４人で、平均単

価が９，８７６円です。入院は、新型コロナの影響が当院の入院動向にも及びまし

て、全体的にはマイナスに働きましたが、院長をはじめ地域医療連携室による集患

活動に加えまして、近隣の医療機関や施設で発生しましたクラスターの際に、患者

さんの受入先の一つとなったことなどで、前年度より微増しました。外来につきま

しても、発熱外来や小児科を中心に患者さんが増えまして、２，２８２人の増とな

りました。町民の命と健康を守るため、「地域の皆さんを治し支え、その人らしい生

活を支援する」を理念に、職員一丸となりまして日々の診療や業務を継続した結

果、入院収益は前年度比で１，５６２万円、率にして５％増、外来収益は３，３６

５万円で、約２８％増、合計しますと４，９２７万円、１１．４％の増となりまし

た。１ページにお戻り願います。 

３目その他医業収益、決算額８，４５６万６，１３３円。健康診断料や新型コロ

ナワクチンを含む各種予防接種料のほか、救急告示病院の交付税算入分に係る一般

会計からの繰入れです。 

２項医業外収益１目受取利息配当金、決算額２，８６７円。預金利息です。 

２目患者外給食収益、決算額８５万２，４００円。職員の給食費でございます。 

３目他会計負担金、決算額１万７，０００円。企業債の償還利息３分の２を一般

会計から繰入れたものです。 

４目他会計繰入金、決算額２億１，５７５万８，０００円。普通交付税の病床割

分、特別交付税の不採算地区病院分、資金不足分になどに係る一般会計からの繰入

れでございます。なお、資金不足分につきましては、令和５年、第１回定例会でご

承認いただきましたとおり、当初予算額５，０００万円から３，０００万円に減額
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補正しまして、決算額も同額でございます。令和２年度決算額７，０００万円から

は、４，０００万円、令和３年の決算額５，０００万円からは２，０００万円の減

額となってございます。 

５目その他医業外収益、決算額６９４万９，８１２円。おむつ等の取扱手数料

や、病院職員寮の家賃などでございます。 

６目長期前受金戻入、決算額２，０２２万６，９３３円。減価償却費の補助金等

見合い分でございます。 

以上、収益的収入の合計は、この表の１段目、１款病院事業収益８億８６１万

９，６９３円です。 

２ページをごらんください。支出です。 

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費、決算額４億１，９８４万２，０８７

円。職員の給料、手当、共済費及び出張医の報酬など人件費でございます。 

２目材料費、決算額４，４００万８，５８２円。薬品費や診療材料費などでござ

います。 

３目経費、決算額１億７，０６７万５，７７１円。光熱水費や燃料費、病院施設

の維持管理費など、病院運営に係る固定的な経費でございます。 

４目減価償却費、決算額５，５７１万６，１０８円。建物や医療機器などの減価

償却分でございます。 

５目資産減耗費、決算額２２万９，９５０円。医療機器等の残存額の除去や、期

限切れの薬品処分などでございます。 

６目研究研修費、決算額７３万に２８２円。参考図書購入費や、棟方副院長の産

業医取得に伴う研修費などでございます。 

２項医業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費、決算額２万５，１９４円。企

業債７件の支払利息分でございます。 

２目患者外給食材料費、決算額８６万７，２９５円。職員の給食材料費でござい

ます。 

３目雑損失、決算額１９６万６００円。消費税の納付額です。３項特別損失１目

過年度損益修正損、決算額１０万２，５３０円。債務者の死亡に伴う入院費の特別

損失処理によるものでございます。 

４項予備費１目予備費は、執行がございませんでした。 

以上、収益的支出の合計は、この表の１段目、１款病院事業費用６億９，４１５

万８，３９９円です。３ページをごらんください。 

（２）資本的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款資本的収入１項出資金１目出資金、決算額２，３２１万６，０００円。一般

会計から企業債償還元金３分の２が出資されたものでございます。 

２項繰入金１目繰入金、決算額７４万円。医療機器購入に係る交付金を一般会計

から繰入れたものです。 

３項企業債１目企業債、決算額９５０万円。医療機器の購入や工事の実施に伴

い、企業債を借入れたものです。 

以上、資本的収入の合計はこの表の１段目、１款資本的収入、決算額３，３４５
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万６，０００円です。 

続きまして支出です。 

１款資本的支出１項建設改良費１目固定資産購入費、決算額１６６万６，５００

円。内容は、１４ページの２の（２）資産に記載のとおりとなってございます。 

２目病院事業整備費、決算額８７４万５，０００円。高圧受変電設備改修工事を

実施してございます。 

２項企業債償還金１目企業債償還金、決算額３，４８２万３，４４４円。企業債

７件の償還元金でございます。 

以上、資本的支出の合計は、この表の１段目、１款資本的支出、決算額４，５２

３万４，９４４円です。 

続きまして、４ページからの損益計算書、また、６ページからの貸借対照表、８

ページの剰余金計算書、９ページの欠損金処理計算書につきましては、ただいま申

し上げました収支や、過年度累計額などを踏まえて、それぞれ仕訳、整理をしたも

のでございまして、記載のとおりとなってございます。なお、年度末現金残高は３

億５，７０９万９，２１３円で、少なくとも直近２０年の最高額でございます。全

てを遡ってはございませんが、過去最高になるのかなと思ってございます。 

続きまして、病院事業決算報告書に入ります。１１ページをごらんください。 

１概況、（１）総括事業を読み上げます。令和４年度は、町民が安心して暮らせる

よう「地域の皆さんを治し支え、その人らしい生活を支援する」身近なかかりつけ

医としての機能を基本とする病院づくりを一層推進するため、医師をはじめ多職種

による院内連携や地域医療連携室と近隣医療機関等との院外連携により「急性期治

療後の患者の入院受入」、「自宅での急性増悪患者の入院受入」、「入院患者の在宅復

帰支援」、「訪問診療・訪問リハビリテーション」などを行うことで、入退院支援の

充実に取組ました。また、内科と小児科をあわせて一つの診療科「総合診療科」と

し、常勤医全員で、乳幼児から高齢者までの診療はもとより、町民の健康に関する

あらゆる相談に応じているほか、各種健康診断や予防接種を通じた町民の健康管理

に努め、町内唯一の病院として救急機能も維持してございます。新型コロナウイル

ス感染症のＰＣＲ検査数は２，２７１件で、前年度１，４１４件と比較しまして６

０．６％増と、感染が再拡大するたびに検査数も増加しましたが、町民の健康を守

るため、職員一丸となって感染症対策を行いながら、日々の診療を継続しまして、

町立病院としての役割を果たすべく取り組んできました。病院の経営状況として、

入院患者は対前年度比４．３％増の１万４，６３２人、外来患者は対前年度比１

７．１％増の１万５，６５１人、入院収益は対前年度比５％増の３億２，５７８万

４，３８１円、外来収益は、２７．８％増の１億５，４５７万２，１６７円となり

まして、収益的収支は対前年度比３６．９％増の１億１，４４６万１，２９５円、

純利益と収益を確保しました。資本的収支につきましては、収入額３，３４５万

６，０００円、支出額４，５２３万４，９４４円となり、不足額１，１７７万８，

９４４円は、損益勘定留保資金で補填をしたところです。また、病院整備事業とし

て、高圧受変電設備改修工事を実施しまして、医療安全の向上を目的に、除細動器

の更新、輸液ポンプ、バリアフリースケールなどを購入したところです。なお、今
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後も経営の効率化を推進するとともに、持続的かつ、安定的に地域医療提供体制の

確保を図り、公立病院としての役割を果たしていくため、令和５年３月に「国民健

康保険町立南幌病院経営強化プラン」を策定したところです。 

続きまして１２ページ、（２）議会議決事項でございます。令和３年度病院事業会

計決算認定を含めて５件となってございます。 

（３）行政官庁届出事項等はございませんでした。１３ページです。 

（４）職員に関する事項の、①職種別職員数は記載のとおりとなってございま

す。②給与改定は、４月１日に遡及して、給与ベースの改定を実施したところで

す。続きまして、１４ページ、２資産の取得状況につきましては、先ほど申し上げ

たとおりでございます。１５ページです。 

３業務（１）業務量、①患者数及び料金収入です。主な内容につきましては、先

ほど申し上げたとおりでございます。②病床利用率は６６．８％でした。次に、③

科別状況の延べ患者数です。内科は入院１万４，６３２人、外来１万３，２３８

人、合計では２万７，８７０人です。なお、ここでは診療報酬上の区分にあわせて

内科と記載してございますが、院内におきましては、先ほど申し上げましたとお

り、患者さんに対して診療科目を総合診療科としてご案内してございます。小児科

も、令和４年度から総合診療科として、常勤医３人全員で診療に当たってございま

して、外来で１，４６８人です。眼科は、毎週火曜日に２人の出張医が交代で外来

診療に当たっておりまして、９４５人です。１６ページをごらんください。 

（２）事業収入に関する事項と、次の（３）事業費に関する事項は、記載科目に

おける令和４年度と前年度の金額や、その対比などを掲載してございます。このう

ち、大きな増減があった科目につきまして説明いたします。（２）事業収入におい

て、１医業収益のうち、（２）外来収益で３，３６５万円、率にして２７．８％の増

です。発熱外来や小児科の患者増とあわせて、単価増が理由となってございます。

その他医療費収益の減は、新型コロナワクチン集団接種の回数の減によるものでご

ざいます。２医業外収益のうち、（４）他会計繰入金、約２，５００万円の減となっ

てございます。主に先ほど申し上げました、資金不足分の繰入金２，０００万円の

減額によるものでございます。 

次に、（７）補助金、６４８万５，０００円の減額です。前年度にありました新型

コロナウイルス感染症拡大防止対応に係る国庫補助金の減によるものでございま

す。 

次に、（３）事業費に関する事項です。１医業費用のうち、（１）給与費で、約

３，９００万円の減です。常勤医の１人減や、新型コロナワクチン集団接種の回数

の減による出張医や看護師の報酬減によるものでございます。次に、（３）経費で、

約８３０万円の増です。主に電気料や燃料単価などの上昇による、光熱費の増によ

るものでございます。 

最後に、３特別損損失のうち、（１）過年度損益修正損、１０万２，５３０円の増

です。先ほど申し上げましたとおり、入院費の特別損失処理によるものでございま

す。ページの１番下、（４）その他主要な事項はございません。１７ページです。 

４会計の（１）重要契約の要旨は、７００万円以上の業務契約でございます。 
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（２）企業債及び一時借入金の概況でございます。イ、企業債の本年度末残高は

１億７，７１８万７，８５９円です。ロ、一時借入金の借入れはございませんでし

た。１８ページをごらんください。 

キャッシュ・フロー計算書、そして１９ページの注記事項、２０ページからの収

益費用明細書、さらに２３ページからの資本費用明細書までは、これまでにご説明

しました収支科目の明細でございまして、それぞれ記載のとおりとなってございま

す。 

続きまして２４ページ、固定資産明細書です。（１）有形固定資産、（２）無形固

定資産と、それぞれ記載のとおりとなってございます。 

２５ページは、企業債明細書で企業債１０件の内訳となってございます。この表

の１番下と、下から２番目の企業債につきましては、医療機器の購入や工事の実施

などに伴って、令和４年度中に借入れしたものとなってございます。このほか、決

算書の後段に、これまで申し上げました内容を仕訳、整理した決算資料を添付して

ございますが、説明は割愛をさせていただきます。以上で、病院事業会計決算の説

明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  昨年の予算審査特別委員会の時に、早期に医師４名体制に持っていき

たいというような話があったわけなんですが、実際にはまだ３名体制ということ

で、この点について医師が集まらなかったという部分をどのように考えているのか

をお話しいただければと思います。 

町立病院事務長  まず、令和４年度の医師確保の取り組みについて説明をさせて

いただきたいと思います。全国自治体病院協議会を通じて１８件、また民間系の医

療人材派遣会社から１５件、当院に対してお問い合わせがあったところでございま

す。ほかに、院長が直接自分のお知り合い等々に連絡を取りまして、当院に興味を

持っていただいて、来院、そして面会・面談に至った医師がお１人いらっしゃいま

す。加えまして、当院の地域医療の取り組みに魅力を感じて、興味を持っていただ

きまして、２年目の臨床研修を当院で行った医師が１名おられまして、あわせて３

５件のお問い合わせと、あとは直接的な接触が２件ございました。自治体病院協議

会、また民間系につきましては、これまで説明したとおりでございまして、なかな

か先方と当院の条件が合わないという中で、２、３件、例えば、その先生の医師と

しての経歴をお伝えしていただいた上で、当院に置き換えた中でより詳しい待遇面

を提示しまして、次の段階に進んだ先生もおられたんですけれども、なかなか進ま

ずというところでございました。ただ、先ほど申し上げました院長のお知り合いの

先生につきましては、昨年の秋頃から院長と連絡を取る状況が続きまして、私もそ

の間その先生と連絡を取って、年明けにはかなり先生も前向きに当院でのお勤めを

検討していただきまして、もちろん院長とも面談をさせていただいたところだった

んですけれど、最終的には残念ながらいいお返事をいただくことができませんでし

た。理由としましては、現在その先生が市町村立過疎地域の診療所にお勤めなんで

すけれども、当院を実際に見ていただいて、あとは先生方についても、実は院長と

近藤先生が以前江別市立時代の同僚でございまして、加えて棟方先生は家庭医療の
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専門医ですけれども、当院に興味を持っていただいた先生も家庭医療の専門医とい

うことで、当院の常勤が３人ともお知り合いということもあって、医局の先生方も

お知り合いだし、当院の取り組みにも魅力を感じていたところだったんですが、改

めて当院を見学して、先生方からお話を伺った中で、現在行っておりますその過疎

地域の医療が、やはりその先生が言うには、私はこういった南幌の病院より、もっ

とそういった地域で医師としての仕事をするのがふさわしいと。改めて考えるに至

ったというお言葉をいただいたところでございます。 

現在も、西股議員おっしゃるとおり常勤医３名体制でございます。この間先生方

の負担ができるだけないように、例えば当直は、今、院長と近藤先生が週１回され

ているんですけども、それ以外は出張医の先生に来ていただいています。加えて外

来も、昨年も４月から９月までは木曜日の午後１日だけ出張医の先生に来ていただ

いていたんですけれども、今年に入ってからは火・木の午後を出張医の先生に来て

いただいています。それ以外でも、先生方が例えば休暇であったりとか、用事があ

ったりという場合には出張医を確保して対応してございますが、なかなかそれで今

間に合っているのか、対応できているのかといえば、そうではないのかなというと

ころです。今３人体制で、逆にその患者さんに十分な医療が提供できないのか、で

きていないんじゃないかというようなご意見も出るかと思いますけれども、決して

そうではなくて、患者さん、そして地域に寄り添って、先生方がしっかりと診療を

してございますが、院長が考える地域医療に取り組むためには４人体制がベストだ

というお考えでございますので、私もその考えに基づきまして、残念ながら現時点

でも常勤医４人体制はできていませんけれども、しっかりと取り組んで、院長の希

望を叶えたいなというふうに考えてございます。以上です。 

西股委員  今の概況はわかったんですが、実際に言うとコロナのおかげである程

度今収益が出ているというような状況なんですが、これが全然なかったとした場合

に、４人体制になった場合、どのような形になったんだろうかなと。今回人件費が

３，５００万円くらいマイナスだというお話も聞いたんですが、雇わなかった分だ

けその分大きく減少しているのかなというふうには見えるんですが、やはりコロナ

がある程度終息してくると、この決算を見る限りではかなり病院経営の中でも圧迫

していくんじゃないだろうかなというような感じに思えるんですが、その辺に対す

る考え方をお聞かせください。 

町立病院事務長  おっしゃるとおりで、確かにこの２、３年につきましては、新

型コロナの特に発熱外来の患者増によって、かなり収益があったということは当然

そういうふうに認識してございます。そこで、その医師の人件費等々の部分でござ

いますが、単純計算になりますが、例えば１人当たりの入院患者単価につきまして

は、大体２万２，０００円前後というような形で経過してございます。これはコロ

ナであるとかコロナでないとかに関係なく、大体このくらいの数字で推移してござ

います。なので、本当にざっくりな計算になりますけれども、例えば先生方が１人

１０人の入院患者さんを持つとなりますと、１日で２２万円ですか。これが３６５

日ですから、ざっくりで７，０００万円くらい、先生方がその入院費用から入院費

を上げる形になります。加えて外来診療に先生方も出ていただきますので、こちら
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はこの間コロナがあって、外来の１人当たりの患者単価が９，０００円くらいまで

来ていましたけれども、これが例えば平常時に戻ったとして、７，０００円としま

す。これも先生方が仮に１日１０人を持ったとしたら、１日７万円になります。土

日、休日で先生方が全て外来に出るわけではないんですけれども、そういったこと

を踏まえましたら、ざっくりで先生１人当たりの年間収益は１億円くらいあるのか

なと思います。ただ、これをまともにということはないのかなというところで、７

掛けにしても７，０００万円くらい収益が、先生１人当たりで出るのかなというと

ころです。先生の人件費が、共済も含めて例えばですけども２，５００万円。その

ほかに患者が増えることで、診療、材料費であったりとか、経費も掛かりますけれ

ども、そういった部分を含めても、先生が増えることで、大きく考えてマイナスよ

りはプラスになるかなというふうには考えてございます。以上です。 

西股委員  大体わかるんですけれども、例えば今派遣の先生方がいろいろ来ても

らっているという中で、半分４人体制で診ているような形では動いているんですよ

ね。それで、派遣の先生ですからアルバイトみたいな形でしか動いていないわけな

んですが、この先生をローテーション組みながら使っていくと。宿直についても同

じような形でやっているということなんですが、常勤を４人体制にした場合、この

派遣医というのはゼロになるのかという話なんですよね。同じように使っていくと

いうことになるのであれば、４人にするメリットというのは非常に難しくなるんじ

ゃないだろうかなというふうに私は考えるんですが、その辺についての考え方もお

願いします。 

町立病院事務長  おっしゃるとおりで、このまま出張医の先生に引き続きお願い

をするとなると、当然経費がかさむ形になろうかと思いますが、常勤医の先生が４

人体制になりましたら、今まで出張医の先生がカバーしていただいた部分には当然

常勤の先生が入っていきますので、出張医の先生の出番はかなり回数が減るのかな

と思います。ただ、ゼロにはちょっとならないのかなと思いますが、かなり出番は

減るかなと思います。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  今、事務長からの説明を聞いてちょっと不思議に思ったんですけど

も、医師が１人いれば約１億。７掛けにしても７，０００万円くらいの収入が見込

めるというふうなお話をされたんですけども、確かに今の売上げから見てもそうい

うふうに私も読めるかと思うんですが、本当に１人増えることによって患者がそれ

だけ来るだろうかと。あくまでやはり何かしらの疾病が流行するだとか、魅力的な

医師であれば患者さんは来るかもしれないけども、そういう単純な考えで本当に持

てるのかどうかというのがちょっと私は疑問だったものですから、再度それについ

て説明いただきたいと思います。 

町立病院事務長  先ほど説明をさせていただいた数字、計算につきましては、概

算といいますか、この場での数字ということで、必ずしもそれがそうなるというこ

とではないということは、最初にお話をさせていただきまして、理解をしていただ

きたいと思います。 

また、石川議員おっしゃるとおりで、先生が１人増えたから入院患者もそれに比
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例して増えるのかというと、その時々の社会経済情勢であったりとか、あるいは当

院の事情等々も含めて、そういったことには必ずしもならないということは私も十

分理解します。ただ、例えばこの今年の話になってしまいますが、７月くらいはか

なり入退院が多くて、連日入院が３人、退院が２人とか、そういったところで先生

方はもちろんですが、入院患者に関わるスタッフ全員が非常に忙しい毎日を送った

ところでございます。そういった中で、全部を伝え聞いてはおりませんけれども、

中にはもしかしたら当院で入院を受けるべき患者さんで、ちょっと待っていただく

というようなこともあったのかなというふうに思ってございます。そこで医師が４

人体制になりましたら、そういったことも今まで以上になく、より患者さん、そし

て地域に寄り添った医療に取り組むことができるのかなというふうに考えてござい

ます。以上です。 

石川委員  以前あったんですが、入院患者はいるけども看護師の数が少ないと。

ベッドはあるけど看護体制が十分じゃないから、それで入院を断ってほかに回した

というような形の話も聞いたことがあったんですけども、やはり医師と比例して、

看護師の補充というのも十分考え合わせなければ、そういった入院患者の増にはつ

ながらないのかなというように思うんですが、その辺りについてもどのような形で

捉えておられるのかお伺いいたします。 

町立病院事務長  その以前というのが、私が来る前なのか、あるいは私が来てか

らなのか、ちょっとそこは分からないんですが、私が来てから看護師が十分いなく

て、患者さん、入院患者さんの受け入れ体制がなかなか取れなかったというのは、

職員の中で新型コロナに感染しましてなかなか勤務ができなくて、受け入れ体制が

十分でなかったといった期間は僅かでしたけれどもございました。ただ、現行そう

いった特殊事情がなく、ヘルパーも含めて看護部門がフルメンバーでいた場合につ

きましては、決してスタッフの不足、それによって入院患者さんの受け入れがなか

なか難しいですということはございません。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

家塚委員  令和４年度で高圧受変電設備改修工事に８７０万円ほど掛かってい

て、年次的に改修なり計画をしていくんだろうと思いますが、今後大きな改修があ

るのかどうかが１点です。 

それと、以前看護師の研修ということで、他の病院に行って研修をするというこ

とをやっていたと思うんですが、今も引き続きそのような研修なりをやっているの

かどうかお伺いします。 

町立病院事務担当主幹  家塚委員のご質問のとおり、これまでも施設が古いもの

ですから、都度修繕、また大規模な工事を行っておりました。高圧受変電設備は、

病院企業債ということで起債を使用しておりますけれども、金額の多いものにつき

ましてはそのような起債、また一部交付税の負担もいただきながら実施していると

ころでございます。入院患者様に支障のない範囲で常々大小の修繕を行っているん

ですけれども、支障の出た時には専門の業者を呼びまして、そのような改修を行っ

ていきたいと考えているところでございます。 

また、研修につきましては、なかなかコロナ禍ということもあり、一部理学療法
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士の学生さんの受け入れはその間もやっておりましたけれども、そのような看護師

の実践的な受け入れというのはストップしている状況でございます。ただ、このよ

うな時代になりましたので、ネット環境での研修につきましては、それぞれ制度改

正におきまして、看護協会等の専門的な研修を昨日もネットで看護師お２人が３日

間にわたって受けておりましたけども、そういった専門的な研修は常々行っている

ところでございます。以上です。 

家塚委員  今の改修の関係で、その都度設備の不具合があれば見てもらって改修

をするということなんですが、例えば大きなもので、将来何年か後にはこういうも

のをしなければならないだとか、そういう計画を立てているということではないと

解釈していいのか、それとも、計画はあるんだけども財政状況によっては年次的に

整備が進められないので、例えば１年遅れ、２年遅れになるということもあるのか

なと思うんですが、その辺ちょっとそういう計画があるかどうかをお聞かせ願いま

す。 

それと看護師の研修なんですが、専門的な研修は当然いろんな形でやっていただ

いて結構だと思うんですが、町民の方は、今は以前から見ると大分患者の対応がよ

くなったという声を聞くんですが、それはやはりうちの町立病院だけでの勤務の中

で、なかなかその患者に対応するスキルアップが難しいのかなと。ほかの病院に行

って、ほかの病院のやり方を学んでうちにも持ってくるということも、町民・患者

への接し方の一つなのかなという気はするんですが、その辺を病院側としてどう考

えているか、この辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

町立病院事務担当主幹  改修につきましては、本年度以降財務グループと協議い

たしまして、今後どのような改修が必要なのかという計画的なものを策定する予定

ではございます。大変申し訳ありませんが、現段階ではそのようなものはございま

せん。 

また、研修につきましては、昨日看護主任クラスが２名受けておりましたけど

も、多少聞いている話では、そういうケアに関しての患者の接し方、またご家族の

接し方につきましても含まれているような研修を行っておりますので、今のところ

こういった情勢ですのでなかなかほかの病院に行ってという経過がございません

が、最低限そのような研修が行われていると考えているところでございます。以上

です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。説明員が退席するまで暫時休憩といたします。 

（午前１０時１０分） 

（午前１０時１９分） 

熊木委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

７日から審査を行ってまいりました認定第１号 令和４年度各会計決算認定につ

いて並びに認定第２号 令和４年度南幌町病院事業会計決算認定についての審査が

終了いたしました。初めに、３日間の質疑の状況を事務局長が記録していますの

で、その中で説明員の答弁漏れなどについて確認いたします。 
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議会事務局長  それでは、私のほうから若干ご説明をさせていただきたいと思い

ます。今回の決算審査特別委員会につきましては、事前に質問事項の取りまとめを

して、各課にそれを周知して答弁に臨んでもらうという形で進めております。ちな

みに今年の３月予算特別委員会は、コロナ明けではあったんですけれども、主査以

上ということだったんですが、質問事項は取りまとめませんでした。ですので、今

回が主査以上になって質問事項の取りまとめということの初めての試みでございま

した。それから、お気付きのことかと思いますけれども、アクリルパネルも置かな

いという形で、従来の形に戻ったのかなという形で実施しております。また、本来

各種委員会室で開催をしておりましたけれども、やはり主査が以上入るということ

になると結構人数がいるものですから、大会議室での開催ということは継続をさせ

ていただいております。 

その中で、本日を含めて３日間ですけれども、質問事項につきましてはただいま

の病院事業を終えまして３５人、８０件の質問ということで、昨年より件数は若干

多い形になっております。質問事項に対する答弁漏れの部分は、特段なかったかな

というふうに考えております。主査に昇格をして初めてこの決算特別委員会に出席

した職員も何名かおりましたけれども、事前の周知と、それから事務局からもこう

いった形で質問があった場合には答弁をしてくれということでお知らせをしており

ましたので、おおむねよかったのかなというふうに思ってございます。私のほうか

らは以上です。 

熊木委員長  ただいま局長のほうから、答弁漏れなどについて今確認いたしまし

た。特別委員会の意見について、特に付すべき事項があるかどうかを皆さんにお諮

りいたします。（なしの声） 

なしという意見がありました。それでは、意見は付さないとして報告することに

御異議はありませんか。（はいの声） 

御異議なしと認めます。よって、意見は付さないことに決定いたしました。 

本特別委員会に付託されました認定第１号及び認定第２号の２議案の審査が終了

いたしましたので、採決をいたします。採決は議案ごとに起立採決といたします。 

お諮りいたします。決算審査特別委員会に審査付託されました認定第１号 令和

４年度各会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意見

を付さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成の議

員の起立を求めます。 

（起立８名、着席０名） 

ご着席ください。起立議員全員であります。よって、令和４年度各会計決算認定

については、意見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告す

ることに決定いたしました。 

続きまして、決算審査特別委員会に付託されました認定第２号 令和４年度病院

事業会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意見を付

さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（起立８名、着席０名） 
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ご着席ください。起立全員であります。よって、令和４年度病院事業会計決算認

定については、意見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告

することに決定いたしました。 

採決のとおり、本委員会に審査付託された２議案については、会議規則第７７条

の規定により、本日付けをもって全員賛成により認定すべきものとして議長に報告

書を提出いたします。そのほかで皆様方から何かあれば承ります。 

側瀬議長  先般から言っていたんだけど、この予算委員会は病院事業会計だけが

今まで先生が出てきた経過でこういう日程になっているんだけど、先生が出てこな

いんだったらやっぱり少し早める、そしてまた無駄な時間集まることのないように

流れを変えたほうがいいんじゃないかなというのが自分の感想です。ただ病院事業

会計のためだけに来ているような状態だから、そのくらいのことは教育委員会の後

にやっても十分間に合うんじゃないかなという気がするので。先生の都合で時間帯

をずらした経緯があるけど、それを知っているのはもう石川委員と自分しかいない

んですけど。それが先生も出てこないのであれば、やはり病院事業会計が終わって

から歳入とか公債費とかをやっていくというのが本当の流れだと思うんだよね。 

それと、一般質問の締切日を１日早くすると。そして議運の１日前に配る形でい

かなければ、何かこの頃特にいろんなことが起きるので、事務局も大変かもしれな

い。意見書と同じで先に配って、１日だけでもいいから余裕をもらって議運で煮詰

めてやると。それで何か変わるはわからないけど、それも必要じゃないかなと思う

んですよね。決特の日程については、早まることは皆の方もいいんじゃないかな

と。先生が来るためにわざわざずらした経緯があるので、もう先生が来ないのが当

たり前になってしまっているので、それならこのままなのはどうなのかなというの

が自分の考えです。早く終わればいいというものではないですけど。 

議会事務局長  渡部事務長に、議長のその旨のお話をしまして、事前に今回も質

問事項の取りまとめなどをやって、結構効率化が図られているものですから、病院

としても別にそれは構わないですよというお話でしたので、２日目の後半のほうで

病院の分をスケジューリングしておいてやるということは可能かなと思います。 

側瀬議長  予備日について、ちょっと余裕を取ればいいだけの話だけど、それも

考案して、ちょっと他の議員さんたちはどう思っているかわからないけど、少しで

も効率よくやってくれるようになればと思います。 

熊木委員長  今、議長から２点提案もありましたけれども、それは今後議運も関

わることですので、今後事務局とも検討していくということでよろしいですね。（は

いの声） 

ほかにありませんか。（なしの声） 

以上で、決算審査特別委員会の議事全てを終了いたしました。本日までの３日

間、委員各位の御協力をいただき、ありがとうございました。ただいまをもって、

決算審査特別委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 （午前１０時２９分） 

 


